
 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 

 

 
 

予 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録                                                                             

 

 

開 会 令和３年３月１５日 

 

閉 会 令和３年３月１７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

忠 岡 町 議 会 

  



1 

 

令和３年 予算審査特別委員会会議録（第１日） 

 

 令和３年３月１５日午前１０時、予算審査特別委員会を忠岡町委員会室に招集した。 

 

１．出席委員は、次のとおりであります。 

  委 員 長           和田 善臣     副委員長   河野 隆子 

  委  員   小島みゆき     委  員   二家本英生 

  委  員   三宅 良矢     委  員   前川 和也 

  議  長   北村  孝（オブザーバー） 

 

１．欠席委員は、次のとおりであります。 

  なし 

 

１．本委員会に、出席を求めた理事者は、次のとおりであります。 

  町  長        杉原 健士   副 町 長        井上 智宏 

  教 育 長        富本 正昭   町長公室長       立花 武彦 

  町長公室次長兼人権広報課長       住民部長        村田 健次 

              明松 隆雄   健康福祉部長      東  祥子 

  産業まちづくり部長兼産業振興課長    教育部長        二重 幸生 

              谷野 栄二   教育部理事兼学校教育課長 

  消 防 長        森下 孝之               石本 秀樹 

  消防次長兼消防署長   柏木 忠司 

（各課課長同席） 

 

１．本議会の職員は、次のとおりであります。 

  事務局長   柏原 憲一 

  主  査   酒井 宇紀 
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 （会議の顚末） 

委員長（和田善臣議員） 

 おはようございます。委員皆様方には、ご多忙のところご参集くださいまして誠にあり

がとうございます。 

 私、過日、委員皆様のご推挙を頂き、当委員会の委員長を務めさせていただくことにな

りました。また、副委員長に河野委員が選出されております。２人ともどもよろしくお願

い申し上げます。 

 本日は、去る３月１日開会の第１回定例会におきまして当委員会に付託されました令和

３年度一般会計、各特別会計予算について、その審査をお願いするものであります。皆様

方には、審査がスムーズに、また実り多いものになりますようご協力をお願い申し上げま

す。 

（「午前９時５８分」開会） 

 

委員長（和田善臣議員） 

 開会に当たり、町長よりご挨拶をお願いいたします。 

町長（杉原健士町長） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原健士町長） 

 おはようございます。ただいま委員長さんのほうからご報告いただきましたように、今

回、令和３年度の一般会計、また特別会計の特別委員会ということで、委員長さん初め早

朝よりご参加お願いいたしましたところ、誠にありがとうございます。何といっても私、

就任以来初めての予算委員会ということで、職員ともども一生懸命答えていきます。ま

た、分からぬ点もしっかりと委員さんのほうから、しっかりとまたいろいろな質問等々を

受けますので、できないものはできないと、職員にはいつも言ってるんですけども、はっ

きりと答えるような実りのある予算委員会をしていきたいと思っておりますので、どうか

皆様よろしくお願いいたしまして、開会の挨拶とさせていただきます。 

 本日はどうもご苦労さんでございます。よろしくお願いします。 

委員長（和田善臣議員） 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまより予算審査特別委員会を開会いたします。 

 

委員長（和田善臣議員） 

 本日の出席委員は全員ですので、委員会は成立いたしております。 
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 ここでお諮りいたします。 

 会議録署名委員は、先例によって委員長の指名としてご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（和田善臣議員） 

 異議ないものと認め、私から指名させていただきます。 

 前川和也委員、河野隆子委員を指名させていただきます。 

 それでは、一般会計から審査を行います。理事者におかれましては、各委員の質疑に対

しまして、その趣旨をよく把握された上で、明確かつ簡潔に答弁を行っていただきますよ

うお願いします。 

 また、円滑な議事の進行及び会議録作成の関係上、皆様には発言に際し、まず委員長に

許可を求めてから発言されますよう、併せてお願いします。また、いつものことですけれ

ども、発言時にはマイクのスイッチをお忘れにならないようにお願いいたします。 

 

委員長（和田善臣議員） 

 それでは、まず議案第１４号 令和３年度忠岡町一般会計予算についてですが、１９ペ

ージから４２ページまでの歳入を先に審査いたします。 

 質疑につきましては、予算書と一緒にご配布されております資料の「令和３年度当初予

算（案）」及び「今後の財政収支見通し」について説明された後にお受けいたします。 

 それでは、財政課長より説明願います。 

（岩佐課長：説明） 

委員長（和田善臣議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。 

 なお、質疑については、１９ページから４２ページまでの歳入と、説明のあった財政全

体についてでも結構です。よろしくお願いします。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 まずは、当初予算案のほうからなんですけども、ちょっと細かなことで申し訳ないんで

すけど、４ページの一般会計基金残高の中で、森林環境譲与税基金、こちらが令和２年度

中で今まで積み立てた分が取崩しになってるんですけども、これは何に使ったかって使途

は分かりますか。 

委員長（和田善臣議員） 
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 部長。 

産業まちづくり部（谷野栄二部長兼産業振興課長） 

 お答えいたします。森林環境譲与税につきましては、現在まで使用しておりませんでし

て、全額基金に積んだままというふうになっております。しかしながら、これは住民の目

に見える形で使用していくということもございますので、令和３年度におきましては、例

えば公園の木製ベンチであったりとか、そのあたりの設置を進めてまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

 以上です。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 これを取り崩した分は、令和２年度ではなくて令和３年度で使用するということで分か

りました。 

 続いていきます。予算書のほうなんですけども、まず１９ページの町民税のことなんで

すけども、まず町民税の個人町民税の所得割なんですけども、こちらが昨年と比べて、コ

ロナの影響もあるとは思うんですけども、約３，５００万ぐらい減ってます。まず、これ

で減ってる分のコロナに対しての影響の見込みはどれぐらいしていますでしょうか。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 リーマンショック時の減収割合というものを参考に率を出しまして、その結果、所得割

としましては３，４２８万円の減を見込んでおります。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、リーマンショック、かなりこのときも経済ががたがたになったときな

んですけども、それと同じぐらいで見込まれてるということですね。それで、今年度、コ

ロナで収入が落ちたり、そういった方々が多くいらっしゃるとは思うんですけども、国の

ほうでも今年に限っては納税が、税を納めるのが厳しいということで、納税猶予の措置を
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とっていただいていると思ってます。忠岡では税の現状はどうなってますでしょうか。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 猶予につきましては、現時点で町民税、固定資産税、都市計画税、法人合わせて約２，

８００万円程度、納税猶予をしているところでございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 納税猶予、それだけ２，８００万してるということは、やっぱり税金を納めるのが結構

かなり苦しいという、今回のコロナのことで分かったんですけども、今回、この納税猶予

していただいてますけど、納税猶予の期限の延長が原則１年となってるんですけども、今

後、ちょっと状況がどうなるか分からないんですけども、さらなる納税の期間延長という

のは、多分、国の指針もあるとは思うんですけども、町としてもどういった考えを今のと

ころお持ちでしょうか。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 この２月、１月３１日、第４期までの納期の税につきましては、コロナの特例の徴収猶

予というのを実施しておりました。で、その４期以降分につきましては、もともと従来ご

ざいました地方税法の１５条の２の徴収猶予というところを適用させて、柔軟な対応をお

願いしますということで、国・府を通じて通達も来ております。また、それに伴いまし

て、町といたしましても柔軟な対応をしていく予定でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 このコロナがどれだけで収まるかって、まだ全然見当もつかないんですけども、国から
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も府からも現行の法律で猶予してくださいということなんですけど、やっぱりどれだけ今

後広がっていくか収まるか、ちょっと分からない中なんで、町としても国とか府とかにも

納税猶予だけではなくて、税金なんでなかなか減免というのは難しいかもしれませんけど

も、本当に困っている方に対しては減免のことも要望していただきたいと思います。 

 続きまして、所得割なんですけども、今そういったコロナの状況ということで、やっぱ

り生活、非正規で働いている方とか、年金の収入が少ない方が生活に困っていると思いま

す。忠岡町の今現在の現状としまして、収入が２００万円以下の方の人数は一体どれぐら

いいらっしゃいますでしょうか。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 直近の数字、昨年、令和２年１１月の数字にはなるんですけども、算出できるのは給与

所得者のみの数字となりまして、こちらで言えば、１００万以下の所得割の方で８８８

名、１００万から２００万で１，５８５名、このような人数になっております。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、やっぱり所得で計算されてるということなんですけども、所得で２０

０万以下という方が大体２，４００人ぐらいいらっしゃるということで、この数字という

のは、昨年よりか増えてますでしょうか。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 ほぼ横ばいとなっております。参考までになんですけど、この２００万以下の数字なん

ですけども、個人の単位ですので、このうちどれだけの方が世帯に属されているであると

か、主婦層であるとか、その辺りのところの分析というのはなかなか出にくいというのが

ございますので、申し添えておきます。 

 以上です。 

委員長（和田善臣議員） 

 まだこの個人町民税でいきますか。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 
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 昨年と比べて横ばいということで、忠岡においては影響がなかったというわけではない

んですけども、状況があまり変わらないということで、ただやっぱり生活に苦しい方は中

にはいらっしゃいますので、町としてもいろんな対策を多分練られていると思いますけど

も、またそういった生活困窮者に対しての支援を行っていただきたいと思います。 

 続きまして、同じページの法人税割についてなんですけども、こちらも昨年と比べたら

約１，０００万ぐらい減額となってます。令和元年度の１０月に法人税割の税制改正があ

ったんですけども、これに対しての減額金額としてどれぐらいの減額が見込まれています

でしょうか。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 あくまで調定のベースになるんですけども、税率変更に伴う影響額としましては５，２

４６万７，１００円が、調定見込みで差額となって出ております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 法人割、この金額というのはかなり大きな数字だと思うんで、なかなかこれだけ減額に

なってるということは、忠岡町の財政もやっぱりしんどくなってくるということで、この

減額に対しての補塡というのは、国からとか府からというのは何かされてますでしょう

か。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 令和元年度の税制改正に伴いまして、新たに国のほうの枠組みといいますか、地方交付

税制度と、あと法人事業税の交付金という形で出てきております。税率が下がった部分に

つきましては、国税として国が徴収して、それを交付税として再配分すると、交付税原資

とするということになっておりますので、忠岡町におきましても、その税収の減の部分に

つきましては、もちろん交付税の基準財政収入額の算定の中に入っているというところ

と、あと都道府県の交付金になるんですけども、法人事業税交付金というのを今回当初予
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算では初めて上げさせていただいておりますが、そちらと合わせてそこの補塡というよう

な仕組みになっております。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 この減額になっている分が、交付税措置をされたり、法人事業税交付金のほうで入った

りされてるということなんですけど、やっぱり交付税というのは内訳がなかなか分かりに

くいので、実際これだけ減ってくるだろうという見込みに対して、あくまで入ってくるだ

ろうという見込みにはなってくるんですけども、やっぱりこの辺は国の制度では仕方がな

いとは思うんですけど、はっきりさせていただきたいかなと、これは忠岡町に言っても仕

方ないことなんですけども、思います。 

 すみません、ちょっと引き続いて、今回、法人税割で７，３００万上がってるんですけ

ども、昨年、法人税を納入した業者が４９８社と聞いてるんですけども、今年の納税義務

者の件数って、何件か分かりますでしょうか。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 今年度予算では４８２社を見込んでおります。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、昨年と比べて１７社ほど減ってるということなんですけども、やっぱ

りこれはコロナの影響もあったかとは思うんですけども、私が知ってる限りでは、忠岡町

内でも何社か倒産したというのは伺ってますので、やっぱり忠岡町においても企業が幾つ

か倒産してるという事実が分かってきました。 

 今回、先ほども町民税の猶予もあったんですけども、こちらについても同じような同様

の納税猶予というのはございますでしょうか。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 
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税務課（森野英三課長） 

 全ての税目について猶予はございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 先ほどと同じ回答になるんですけど、やはり納税猶予、この猶予が来年度も厳しい状況

であれば、またさらに１年間とか延長してもらうように、国・府にも言っていただきたい

と思います。 

 では、続いていいですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 ほかの委員さんで、ないですか。ないようなら続けてどうぞ。 

委員（二家本英生議員） 

 同じページの固定資産税のほうなんですけども、こちらも土地と家屋、それぞれ減収に

はなってるんですけども、まず今年度、評価替えが、評価額の改正があったと思うんです

けども、それに対する影響の見込額って、どれぐらい見てますでしょうか。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 令和３年度、固定資産評価替えの年度でございました。本町におきましては、予算の時

点で算出した結果、土地の価格に大きな変動はございませんでした。ですので、令和２年

度の税額とほぼ同額、若干減というようなことになっております。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、今回、減になってる影響というのも、やっぱりコロナによる猶予です

ね、猶予の分がそのまま減につながってるということでよろしいですか。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 
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 固定資産に関しましては、議員おっしゃられた徴収猶予の分と負担調整、こちらの増に

なる分をそのまま据え置きなさいという法改正がございましたので、負担調整による減の

分。あとは、家屋償却につきましては、固定資産の軽減、コロナによる軽減がございまし

たので、そちらの分で減となっております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。コロナによる軽減ということで、やっぱり来年度の予算は基本的にコロ

ナが影響しているということが分かります。 

 では、すみません。そしたら続きまして、家屋のことなんですけど、忠岡町では新規で

家を建てた場合に、固定資産税の減免措置という制度がされてますけども、これの今年度

ですね、令和２年度の新規件数と前年から引き続き減税を受けている件数と、またそれで

期限が終わった件数を教えていただきたいです。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 新築が７５件、前年からの引継ぎの件数が２１８件、そして期限切れの件数が６３件と

なっております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。じゃあ、そうしましたら、家がなくなって固定資産税が取れなくなった

滅失件数ですか、こちらは何件くらいになってますでしょうか。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 滅失の件数が１２０件となっております。 
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委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、新規件数が、あくまで新築だけになるんですけど、新規件数が７５件

で、滅失した件数が１２０件ということで、単純計算にはいかないとは思うんですけど、

これだけ見ると、忠岡から新しい家が約４０件ほどなくなってるということが分かりまし

た。で、やっぱり最近、少子化もあって、人口の減とかもあるんで、なかなか大阪南部、

いろんな市町村がありますけど、人口が減ってるところ、増えてるところ、いろいろ様々

あるんですけど、忠岡町としてもできるだけ、最初の予算の説明にもあったんですけど、

人口を増やしていくような施策をいろいろとまた打っていただきたいと思います。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑は。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 今、ご説明の中で、町税が約１億１，０００万ぐらいね、コロナの影響で減るだろうと

いうふうに見ておられるということでした。そこで、こっちの歳入のほうを見ましたら

ね、個人のほうで所得割、４，０００万ぐらい、前年度に比べたら４，０００万ぐらいの

減った予算になっているんですけど、説明であったように、給与の所得者の人、１００万

円以下の所得ですね、８８名おられるということでした、所得ですから、収入に変えたら

２００万はないと思うんですけど、そういった方もやっぱり税金を払わないといけないと

いうことで、大変な年であろうなというふうに思うんです。 

 今年は、コロナがまだまだ終息のめどが立たないということで、また毎日ちょっと人数

が増えていってるといった状況の中で、非常に予算を組むのも大変であったろうというふ

うには思うんです。 

 そこで、アベノミクスの中で給与がだんだん上がってると、そういったことを政府は言

ってるけど、実態はどうなのかというところで、やはり非正規雇用であったり、あと女性

の勤め先で女性が首切りに遭うとか、そういった状況もいろいろあったかというふうに思

うんです。それで、大変な状況の中で、これだけ所得割、４，０００万ですけど、ほんと

にこれだけで大丈夫か、もっと減るんじゃないかなというふうに心配するわけなんです。 

 それとあと、法人税のところね、税率が変わったということで、前年度に比べたら９０

０万減るという見込みで、これの補塡というところは、２３ページに２，１００万という

のが載っているんですけど、これでちゃんと穴埋めができるのかどうかというのが１点
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と、それから前年度より１７社減ってると二家本委員おっしゃってたんですけど、まだま

だこのコロナの影響で町内の業者もね、これから倒産というようなこともあるんではない

かなというふうに思うんです。そこら辺はどういうふうに見込んでおられるんでしょう

か。その２点、お願いします。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 減収の見込みにつきましては、おっしゃられた影響、倒産であるとか業績の悪化を見込

んだ係数を乗じて算出をさせていただいた結果の予算額となっております。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 すみません、法人税割の穴埋めという話なんですけれども、先ほどちょっとご質問の中

でお答えさせていただきましたけれども、この税率改正に伴って大きく枠組みというのが

変わってる中で、やはり法人事業税交付金につきましては２，１００万円という形で予算

のほうを計上させていだたいておるんですけれども、地方交付税のほうは、あくまで基準

財政収入額の中に算定上、要は盛り込まれるという形になっておりますので、実際、忠岡

町の税金として現金ベースで考えたときに、減った分だけ法人事業税交付金と地方交付

税、これにつきましては現金ベースの考え方というのがなかなか難しいものでございます

ので、きっちり補塡されてるのかどうかというお答えはちょっとできないのかなというふ

うに考えております。 

 ただ、国のほうの制度の中で、そういった部分は一定きちっと要は補償してますよとい

う形になってるのが、この制度となっております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 地方交付税だと本当に入っているのか入ってないのかが分からないと、そういったこと

もたびたび言うているんですけれども、いろんな猶予があって、さっき岩佐課長のほうか

らも説明があったんですけど、その猶予の部分がですね、この２月、３月、４月で入って
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くると、いろいろと経常収支比率でしたかが、間違ってたら言ってくださいね、そこのと

こら辺も改善されるかというふうにおっしゃっていたんですけど、猶予をしている事業者

というのは大体どういった業種が多いんでしょうか。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 大きいところで申し上げますと、鉄道関係の事業所さんであったり、観光、ホテル経営

等々を営んでいる事業者さんであるのが、税額が大きい部類に入ってきております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。猶予という制度はありますけど、猶予は猶予ですからね、払わないとい

けないということでありまして、非常にしんどいところだというふうに思うんです。 

 それで、固定資産につきましても、コロナ減免というのはございましたけれども、それ

は事業者に限って、個人ではもう全くね、３０％、４０％減ってもコロナ減免がないとい

うところで、やはり住民さんはそこら辺でしんどい思いをしているというふうに思うんで

す。なので、忠岡町でもやっぱり減免制度ね、猶予じゃなくて、減免制度、いろんな税金

においても減免制度、それをすることが大事じゃないかなというふうに思うんです。これ

についてはどうですか。やはり住民の顔を見て、窓口にいろいろと相談に来られる方もた

くさんいらっしゃって、担当の方もよくご存じだというふうに思いますので、そこら辺に

ついてはいかがでしょうか。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 税の部局としましては、従来から利用しております減免制度ですね。貧困、生活困窮さ

れた方等々、対象になり得る方であれば、そういったご相談はお伺いさせていただいた結

果、対象となれば減免といった決定はしてきておりますので、もしコロナが要因であろう

が、生活困窮という部分であれば、ご相談いただければなというところはございます。そ

れ以外の政策としてのという部分については、ちょっと税部局では判断が難しいかなとい
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うところはございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 国のコロナの減免制度に外れる方については、町としてもちゃんと細かく聞いて、いろ

んなところにつなげていくということもあるんでしょうけれども、そこら辺は柔軟に対処

していただいているということでよろしいんですね。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 課長。 

税務課（森野英三課長） 

 現時点におきましても、窓口にご相談がございましたらお伺いさせていただいて、柔軟

な対応はさせていただいております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 よろしくお願いしたいと思うんです。ほんとに雇い止めとかになった方、話も聞いてお

りますので、ぜひそこら辺はきちっと相談に応じていただきたいというふうに思うんで

す。 

 それで、経常収支比率なんですけど、なかなか本町は１００を切ることができなくて、

非常に府下でも大変悪い経常収支比率になっているということなんですけど、令和３年度

においては、かなりまたこれが上がってきて、さっきの岩佐課長の説明では、決算ではマ

イナスになるだろうというふうに見込んでおられるんですけど、そこは、その見込みとい

うのは大丈夫なんでしょうか。ちょっとこの経常収支比率、大変高くなっているので、い

かがでしょうか。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 



15 

 

 経常収支比率につきましては、現状の状況から考えますと、やはり税収がこれだけ落ち

るというのが、かなりこの比率にはダイレクトに影響します。その部分で、やはり税収が

大きく落ち込んでいることで、やはりここはなかなか下がることはないだろう、むしろ上

がるだろうというふうなところで考えていますので、この経常収支比率を算定するに当た

っては、町税というのはかなりウエートを占める数字となっておりますので、ここがやは

り順調に回復していかなければ、なかなかこの比率についても改善は見込みにくいだろう

なあというふうに想定しております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 大変しんどいところですね。やはり税収の部分が、町税が大変大きなウエートというこ

とで、それがまた今度のコロナで非常に皆さんの収入、所得も減っていくというところ

で、この町税のところが大変厳しいと。そこら辺で、消費税ですね、消費税も１０％に上

げられて消費が冷え込んでいるというのは指摘させていただいているんですが、消費税の

交付金でしたかね、そういったところも減ってきてるのか。すみません、ちょっとページ

数が見つからないんですけど、そこら辺はどうでしょうか、消費税のほう。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 地方消費税交付金のほうなんですけれども、こちらがページ数で言いますと２３ページ

で、前年度に比べて１億１，０００万円減というところでさせていただいております。こ

れにつきましては、この交付金、算定する際に、こちら府税の交付金になりますので、大

阪府の市町村課のほうで一定、試算という形で、粗い形で試算されておるんですけれど

も、もちろんその消費税が上がったことによりまして、そこは増えるだろうというふうな

見込みをされておるんですけれども、なかなかコロナがその後に出てきておりますので、

うちのほうは独自に、そんなに増えるというよりかは、そこは相殺ぐらいなのかな、むし

ろ減るのかなという形で、今回、予算のほうは減という形で上げさせていただきました。 

委員長（和田善臣議員） 

 岩佐課長、今、何ぼ減と言うたんかな。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長、すみません、１，１００万円の減です。 
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委員長（和田善臣議員） 

 １億と言ったんと違うの。 

財政課（岩佐式人課長） 

 すみません。 

委員長（和田善臣議員） 

 それと、これは私からのお願いですけど、前に三役さんが座ってます。加えて、マスク

もされてますでしょう、職員さん。そやから、町長は前の町長の１．５倍ぐらい体積を食

うんで、ちょっと間、間に顔を出してほしいんですわ。前の方の間、間に。岩佐君も見え

隠れするねん。そやから、肩書だけでいく場合があるよって了解願いたいと思います。 

 すみません、中断しまして。続けます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 消費税の交付金が１，１００万ということで、かなり影響もあるというように思うんで

す。コロナの影響でやっぱり消費が冷え込んでいるということは、先ほども言わせていた

だいたんですけど、やはり消費税を１０％に上げたということで、やはり皆さんかなり大

きいですよね、この分、負担がね。そのことも併せて、この消費の冷え込みということが

あるというふうに思うんです。 

 なので、これは忠岡町でどうせえということではないですけど、やはり消費税は下げる

ということで、一定ね、取りあえず５％ぐらいに下げると、そういったことで消費の喚起

にもなるんじゃないかなというふうに思います。 

 ここで１，１００万の減を見込んでおられるというところで、大変予算を組むに当たっ

ても原課のほうではしんどいところだろうなというふうには思います。 

 ちょっと一たん終わります。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 １６款のふるさと納税についてなんですけど、ちょっとお尋ねしたいんですけど、泉佐

野がクラウドファンディングと併用、ミックスした形で新たな手法を打ち出して、結構こ

れがまた好評で、通常であれば、個人が自治体に寄附して、自治体がその３０％から返礼

品を返すというやり方なんですけど、泉佐野はそこに、その従来のやり方も残しながら、

個人が自治体に寄附すると。その３０％は、要はクラウドファンディングに手を挙げて計

画した企業に要は投資するという形ですよね。投資金額ですよね、３０％は。その展開に
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応じて返礼品を送ってくれるということなんで、それは３０％の枠とはまた別やから、実

質的には投資なんで、その５０％、１００％もあり得るし、事実それ以下、下回ることも

あると。ただ、在り方としては、すごい起業の育成と地域の創造性に対してはすごい有用

かなと思うんですけど、当局としてはどのようにお考えでしょうか。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 ただいまご質問いただいたんですけども、返礼品目当てではなくて、自治体の事業に共

感された方から、クラウドファンディングですけども、寄附を募るという制度でございま

すけども、この導入につきましては、実施事業の選定ですね。あと事業担当課との調整、

あと要は事業実施状況の情報発信など、より緊密な内部調整等が必要となってくることが

予想されておりまして、現時点ではちょっと体制が整っていないという状況でございま

す。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 有用性についてちょっと聞きたいんですけど、そこについてはどうお考えですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 もちろん返礼品だけじゃない、いわゆるふるさと納税的な事業でございますので、なか

なか有用なものではあると思いますけども、まだ現時点ではちょっと調整のほうがついて

おりませんので、なかなか進めることができないのかなというふうに考えているところで

ございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ということは、要は人がいないということが一番問題ということでいいんですか。職員

がいないのか、要はそういったことをサポートしてくれる人がいないということなのか、
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ちょっとその辺は詳しくご回答いただけますか。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 人の問題も含めてですね、まだ具体的にその内部で十分な協議ができる体制にはなって

いないのかなというふうに考えているところでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 内部で協議が十分できていないと、どういうふうに理解したらいいのか、ちょっとよく

分からないですけど。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 やっぱり、どういうふうな事業を実施していくのかと、そういうふうなところも調整が

必要というふうな考えでいるところでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 とどのつまり、もう考えてはないということですかね。それとも、１年、２年先にはで

きたらいいかなというめどで考えているのか。要は、いつかは取り入れていきたいなと。

そのためのハードルが、これとこれがあるから、それを解消するためにこうだよというも

のなのか、もともとやる気がないんやったら、その前提が全てないわけじゃないですか。

どっちなんかなということで。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 やれる、やれないも含めて、今後内部のほうで検討のほうをさせていただきたいという

ふうに考えているところでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 僕としては、そういった新しいやり方やし、結構聞いてると、事業所さんからは好評を
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得ているみたいなんで、先ほど二家本委員が、十何社減ったんですかね。多分倒産よりも

日本って休廃業のほうがはるかに多いし、継ぐ人がいないから結局できないという企業の

ほうが、倒産件数よりもその倍以上あるんで、そういったことも含めて僕としてはやって

いただきたいというふうに思っています。まあまあ、その辺のお話については、ちょっと

４月以降に機構がまた変わると思うんですけど、またそこに対して伝えていくんで、また

その辺のつなぎもよろしくお願いいたします。 

 結構です。 

委員長（和田善臣議員） 

 答弁いいですか、はい。 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ２５ページなんですけども、先ほどもちょっと話があった地方交付税の件なんですけ

ど、財政需要額と財政収入額に応じて、それに足らない分を国が交付税として措置される

という件なんですけど、以前からトップランナー方式というのが導入されてまして、これ

が毎年、地方交付税を算定する際にはいろいろな要素を持ってると思うんですけども、来

年度、令和３年度は、トップランナー方式、今年度に比べての改正点というのはございま

すでしょうか。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 ご質問のトップランナー方式でございますけれども、平成２８年度に制度のほうが変わ

ってきたというところで、今年度につきましては特に市町村のほうには影響がない費目で

すね、都道府県のほうのみ改正がございまして、市町村には影響がないというふうなこと

でございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 市町村には影響がないということで、それで交付税の算定がされてると思うんですけど

も、やっぱりトップランナー方式というのは、民間の力を借りて、民間でできるものは民
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間でしてくれと。それに対して国が交付税を多くあげるよという制度になってますので、

やっぱり何でもかんでも民間に任せっきりじゃなくて、公の部分で見る分に関しては公で

費用が発生する。また、その公の部分にやっぱり国が予算を入れていただく。特に教育分

野とか福祉分野に関しては、やはりなかなか民間というのがついてこない状況でもあるの

で、その辺のどうしても公の部分でしない部分に関しては、やっぱりその部分に対してき

っちりとした、府にもそうですけど、国にもそうですけど、予算要望とかもしていただき

たいなと思います。答弁は結構です。 

 すみません、続いて。 

委員長（和田善臣議員） 

 続いてありますか。 

委員（二家本英生議員） 

 はい、いきます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ３０ページなんですけど、国庫支出金の中の補助金で、社会資本整備総合交付金、防

災・安全と書いてますけど、これは昨年なかった予算だと思います。これはちょっと私も

ホームページで見てみたら、生活空間の安全確保とか道路の整備とかというのがいろいろ

あったんですけども、これは平成２２年に社会資本整備事業として創設されて、平成２４

年に防災安全交付金として交付金制度ができてますけども、忠岡町では今回これ、使う制

度は初めてでしょうか。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 この補助金ですけども、後ほど歳出で上がってますけども、防災マップの作成業務委託

料、これに充てる予定の交付金でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、１，３００万ぐらいでしたかね、防災マップが。で、それの半分が補

助金として下りてくるということですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 
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自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、これって今回初めてというわけではないかとは思うんですけども、過

去って、この交付金って何か受けられて、つくられたこと、何かございますでしょうか。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 恐らくないかと思います。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 私もそれほどまだ過去を振り返ってないんですけど、恐らく別の、昨年でしたら社会資

本整備総合交付金ですかね、通学路交通安全対策の交付金として、昨年、１６５万ぐらい

補助金を頂いて予算がついてるんですけども、それが今回、ちょっとこっちに名前が変わ

ったかなと思います。やっぱりこういう防災とか安全に関して、国が２分の１でできる補

助金とかもありますので、今後、特に防災とかはいろんな、南海トラフもありますので、

対策をこれからされていくと思うんですけど、今後もこういう社会資本総合整備交付金で

すかね、これを使っていく場面って増えますでしょうか。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 町のほうで、事業実施に当たり、このような交付金が使えるものがあれば使えるような

形で検討のほうはしてまいりたいというふうに考えております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 よろしくお願いします。 

 では、すみません、続いて同じく３０ページの今度は民生費のほうの国庫補助金なんで
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すけども、こちらも児童福祉費の補助金で、都市構造再編集中支援事業費補助金１億５，

０００万と、保育所等整備交付金が３５０万上がってます。これは、やっぱりこども園の

関係でしょうか。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 石栗課長。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 都市構造再編集中支援事業費補助金のほうが、今度、東のほうの認定こども園を建てる

分の補助金になってございます。保育所等整備交付金につきましては、こちらのほうはで

すね、チューリップ保育園さんのほうが、近隣住民さんへの配慮のため防音対策をされた

いということで取っておる補助金になってございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。子どもが、特に就学前の子どもたちって結構騒いだりはするので。で、

チューリップ保育園の周りは結構密集地ということもあるので、そういう防音対策という

ことで今回、保育所等の整備交付金もついているということで、分かりました。 

 すみません、この都市構造再編集中支援事業なんですけど、これ、立地適正化計画に基

づいての補助金ということでよろしいですか。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 石栗課長。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 都市再生整備計画の補助金となってございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。これから令和５年度に完成するこども園、子どもたちとか保護者たちも

結構楽しみにしてると思うんで、いろんな補助金を使っていただいて、できるだけ安くや

っていただきたいと思います。 

 すみません、続けましていいですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 はい、どうぞ。 
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委員（二家本英生議員） 

 ３１ページの府の支出金のほうの民生費の負担金のほうですけど、社会福祉費負担金

で、昨年まであった自立支援医療費負担金、これが項目がなくなって、恐らく新たに更生

医療負担金ということで１，０００万上がってると思うんですけど、これは制度の差し替

えでしょうか。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 はい。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 そのとおりでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 これは精神障がい者の分とかの、それの条例で変わった分の差し替えでしょうか。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 今、ご質問の件なんですけども、この項目の２つ下のところに、３つ下ですかね、育成

医療費負担金という補助金もありまして、自立支援医療というのが大きな枠組みとなって

ますので、そこをちょっと明確化するために更生医療費負担金が入っていますので、名称

を更生医療負担金とさせていただいたものでございます。こちらのほうは身体障がい者の

方の医療費の助成制度となっております。 

 以上です。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。それでしたら大丈夫です、すみません。 

 次が、３４ページなんですけど、これも児童福祉費補助金なんですけど、子どもの貧困

緊急対策事業費補助金、これが昨年とほぼ大体同じような予算がついてますけども、これ

はどういった事業に対しての補助金でしょうか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 
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委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 スクールカウンセラー等の配置に対する補助でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 昨今、結構子どもたちの貧困というのが言われてますけども、この府の制度によると、

この制度というのが、２分の１の補助金が出て、各市町村ごとに最大２，０００万円まで

補助してくれるという制度なんで、子どもの貧困対策、忠岡では逆にこの８１万しかして

ないのかなとちょっと残念なところなんですけども、例えばほかに子どもの貧困対策とし

て忠岡町がやっている事業として、大阪府から補助金を頂ける施策というのは何かござい

ますでしょうか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 この貧困対策の部分と、大阪府にはそれ以外に新子育て交付金という形で４つぐらいの

事業の中で頂いている部分がございます。かぶるような部分の事業もあったりもするんで

すけども、どちらかで計上させていただくという形で、毎年、協議という形で教育委員会

も含めまして、何かできる事業があるかという形のものがございます。 

 緊急対策事業ということですので、いずれ府の補助というのも、２分の１、今現在あり

ますけども、なかなかずっと頂けるものなのかなという部分もございます。この部分につ

きましては、また財政負担という部分もございますので、今年度につきましては新規事業

というのはちょっと対応できませんという部分もございますので、今回この例年と同じス

クールカウンセラー事業の配置という部分について計上させていただいているところでご

ざいます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 
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 分かりました。また細かなことは各歳出のことでお伺いいたします。 

 すみません、次、３５ページの府の委託金の中で、事務移譲交付金があります。これは

昨年の予算よりか約１２０万ほど下がってるんですけど、これは何か事務移譲されてる事

業が減ってるということですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 事務移譲でございますけども、事務が１つ減るというのもございますけども、それ以上

に予算額で今まで計上していたやつを、実績額で今回からは予算計上させてもろうてます

ので、その乖離というんですか、その幅で今年度については入の予算を落としたというと

ころでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員、この３５ページ以降もありますか。 

委員（二家本英生議員） 

 あとちょっとだけ。 

委員長（和田善臣議員） 

 取りあえず、そしたら３５ページで一たん切ってくれますか。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。 

委員（河野隆子議員） 

 そしたら、私、いいですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 前川君がさっき手を挙げてた。 

委員（前川和也議員） 

 いいですか。３１ページの国庫支出金、１４款の第１目、総務費委託金の中の総務委託

金、この自衛官募集事務委託金なんですけども、これ、昨年と同じ額が委託金として計上

されてると思うんですけども、これ、自衛官の募集事務というのは法令に基づいて各自治

体が行うものと規定されてると思うんですけども、忠岡ではこういう委託金を受けてどう

いうふうに活用されてるか、教えていただけますか。あと、目標人数のようなものもある

のかなと。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 
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 今、前川委員おっしゃっていただきました自衛官募集事務の委託金というところの事業

につきましては、おっしゃるとおり、法によりまして本町自衛官及び自衛官候補の募集に

関する事務の一部を行うということで、現在しておる状況でございます。 

 今行っているものにつきましては、募集に関して町のホームページへの記載、また、入

り口等でののぼりを掲げておるというところの部分に対して、本事業については行ってお

るというところでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 この同じ名前に関するところで、この募集相談員というのがあるかと思うんですけど

も、こちらの方は町から嘱託を受けて活動されると思うんですけども、まず、報酬が発生

するのかどうかと、あと、こういう方々が活動して任官にまで結びついた事例というのが

これまであったのかどうか。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 今、前川委員おっしゃっていただきましたこの自衛隊募集に係る相談員というところの

部分については、町といたしまして設置というところの部分には今現在ないというところ

でございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 町長名で嘱託、委嘱状みたいなのを渡されたことって、なかったですかね。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 すみません、町長名でということであれば、ちょっと自衛隊の隊長さんと連名で委嘱さ

れているものがございます。ただ、これにつきましては、その委嘱式のみを協力している

ところですので、予算の支出等は、自衛隊の予算、もしあるのであれば、自衛隊のほうで

されてるのかなと思います。 

 以上です。 

委員長（和田善臣議員） 

 よろしいですか。河野委員。 
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委員（河野隆子議員） 

 すみません、さっきちょっと聞き忘れましたので、毎回聞いているのでちょっと聞きま

す。固定資産税のところで、全て減額の予算になってるんですけど、結構新築も町内で建

ててる、土地だけで、まだなかなか上が建ってないという状況なんですけど、増えないの

か、何軒ぐらい新築は増えると見ておられるのかということと、それから設備投資、償却

資産も減ってますので、これはコロナの影響だと思うんですけど、設備投資がないと見て

いるのか、この２点と、それから少しまとめて言うと、府の振興補助金というのが今回か

らなくなっているかと思うんですけど、これはなぜなくなったのかということ。ちょっと

これの３点をお聞きしたいと思います。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 では、税のほうからお答えをさせていただきます。 

 新築につきましては、直近では７５軒を見込んでおるんですけども、予算の時点では３

５軒で試算はさせていただいております。実質は７５軒見込んでおります。 

委員（河野隆子議員） 

 さっき言うてくれてましたね。 

税務課（森野英三課長） 

 もう１つの償却資産につきましても、議員おっしゃるとおり、コロナの状況を鑑みまし

て減となっております。 

 以上です。 

委員長（和田善臣議員） 

 次はどこやったかな、何ページ。 

委員（河野隆子議員） 

 ないから何ページとは言えない。３５ページぐらいでしょうか。府の振興補助金。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 岩佐課長。 

財政課（岩佐式人課長） 

 今おっしゃっていただいてるのは、大阪府のほうの振興補助金でよろしかったですか。 

 振興補助金のほうは、毎年度当初予算には計上していない費目になりますので、年度中

に申請して、その結果、頂ける分を要は決算対応でやっているというところなので、当初
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予算には計上しておりません。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。それで、こっちの概要のところで、認定こども園、新規で３億１，００

０万、これ、１年度分ということで、３か年ですから、再来年、その次の年も毎年出てく

るんだろうというふうに思うんです。で、先ほど二家本委員が聞いてましたところで、そ

の都市構造再編集中支援事業補助金、これ１億５，０００万、今度の東のこども園の補助

金だということでありますけれども、そうすると、この３億１，０００万、新年度ね、予

算上げてるけど、そのうちの１億５，０００万は入ってくると、そういうように見たらよ

ろしいんでしょうか。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 はい。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。それでね、委員長、すみません。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 立地適正化計画の関係かというと、そうじゃないというご答弁だったんですけど、これ

は谷野部長にお聞きします。こども園を造るに当たって、そういったところを活用したい

という前の説明があったかというふうに思うんですけど、立地適正化計画との関係はどう

いうふうに考えたらよろしいんでしょうか。 

産業まちづくり部（谷野栄二部長兼産業振興課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野部長。 

産業まちづくり部（谷野栄二部長兼産業振興課長） 

 都市再生整備事業を受けるためには、立地適正化計画を定めているということが要件に

なっておりまして、そのようなことで言いますと関連性があるということでございます。
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本件は補助に対することなので、立地適正化計画の補助ではございませんので、そのよう

にご理解いただけたらと思います。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。その計画を立ててないと、なかなかこの補助金が申請できないというこ

とで、説明で分かりました。 

 それで、認定こども園なんですけど、予定では一番当初は４億ぐらいかと言うてたん

が、７億５，０００万ぐらいで、次に聞くと大体１４億ぐらいかと、だんだん膨れ上がっ

てきてるわけなんですけど、そこで公債費が膨れ上がるということも心配しているわけな

んです。それについては、それぐらいの建物が要るのかどうかというのは、これから議論

の余地もあるのかというふうには思いますけど、１４億ですからかなり逼迫する金額だと

思いますので、これはちょっと見直しも必要ではないかというふうに思うんです。 

 それが１点と、あとクリーンセンターの各機器更新工事、これは２年目ということで、

今年度で終わるというところで、よろしかったでしょうか。その点についてお願いしま

す。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 はい、そのとおりです。 

委員長（和田善臣議員） 

 二重部長。 

教育部（二重幸生部長） 

 １点目のこども園の事業費が増加していると、公債費が増えるんではないかというとこ

ろでございますが、本日、当初に財政課長のほうから収支見込みの説明があったと思いま

すが、その中には当然、現在の１３億程度の部分で公債費を見込んでいただいているとい

うところでございますので、これにつきましては現状でいけば財政運営には特段の影響は

ないというふうに理解しておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 
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 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 １３億程度で、特段忠岡町の財政に影響するものではないというふうにおっしゃってい

ますけれども、やはり今回のこの予算では、財調も２，０００万ぐらい取り崩すというこ

ともありましたし、公債費がシビックセンターとか憩いの広場の償還が終わると、これは

令和４年、５年で終わるんですね。だから、まだ続くということで、ほんとに影響がない

のかというところを心配してるんです。やはりかなり金額が大きいですので、補助金もど

れだけ頂けるかというのもあるんですけど、この補助金に関しましては、令和４年度、５

年度も入ってくると見込んだらよろしいんでしょうか。 

教育部（二重幸生部長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二重部長。 

教育部（二重幸生部長） 

 そうですね。引き続き入ってくる予定をしております。結果として、大体事業費の半分

程度は入ってくるというところでございますので、当初７億で試算しておったときは、そ

の補助金自体を一切見込んでおりませんでしたので、その辺りが以前からも説明させてい

ただいておりますが、町の負担としては何ら影響がないというところでご理解のほうをお

願いしたいというふうに思います。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 建物を建てるに当たって、最初は町のそんなに負担はないだろうということもおっしゃ

っているんですけど、今までのことを考えると、総合福祉センターなんかも、かなり負担

がないということだったんですけど、最終的には持ち出しもあったというふうに思います

ので、やはりこの金額というのは見直すべきだというふうに思うんです。子どもたちのこ

とですので、使うところはちゃんときっちりお金は使わないといけないというふうに思う

んですけど、やはり金額がかなり膨れ上がってますので、その点については今後また検討

が必要だというふうに思います。 

 それと、さっき、すみません、１点ちょっと元に戻るんですけど、聞くのを忘れまし

た。固定資産で農地のところね、これ毎回、是枝議員も指摘されているんですけど、かな

り農地の部分の固定資産税が高いということで、泉大津とか和泉市さんとか岸和田市の農

地に比べて３倍、多いところで３０倍ぐらいあるということですので、その点やっぱり減
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額ね、条例もつくって減額ということを考えて、先にやっていくべきだというふうに思う

んですけど、その点についてはいかがでしょうか。窓口でやはり、高いので大変だという

声もあるかというふうに思うんですけど、これについてもお願いします。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 忠岡町の場合におきましては、例年ご回答させていただいてます市街化区域の農地でご

ざいますので、地方税法に基づきました市街化区域農地に対する課税でございますので、

その辺ご理解は頂きたいと思っております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 地方税法という法律ね、これに従って徴収されているということですけれども、これ、

町独自で条例を決めて減免制度、そういうのもつくれるんですから、それはぜひ検討して

いただきたいというふうに思います。どうでしょうか、最後に答弁お願いいたします。 

税務課（森野英三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 森野課長。 

税務課（森野英三課長） 

 課税部局のほうのみでそういった検討を進めてまいるというのはなかなか難しゅうござ

いますので、担当部局と調整を図りながら進めていければなと考えております。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

財政課（岩佐式人課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 はい。 

財政課（岩佐式人課長） 

 先ほどの認定こども園のお話なんですけれども、一応、令和３年度着工というところ

で、工事の事業費に関しましては、３年度、４年度、５年度とそれぞれかかってまいりま
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す。その財源の中で、もちろん地方債のほうは発行するんですけれども、これにつきまし

ては償還というのが、５年据え置きの３０年償還を取れるというところで制度上はいけま

すので、現在のシミュレーション上は令和９年度から順次公債費が、３年度、４年度、５

年度の分が元金発生していくというところで、全てその３年度、４年度、５年度の事業費

の元金発生が一緒になったときで、大体約３，０００万円程度の公債費を見込んでいると

いうところで、財政運営につきましては、その辺一応平準化というところで、何ら問題な

くこの事業のほうは進捗していけるというふうに財政では考えております。ご理解お願い

いたします。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。二家本委員、あったかな。３５ページ、府支出金ですね。

ここまでで他の委員さん、ご質疑ないですか。府支出金で一遍切ろうと思って、そこで。

ないですか。 

 ないようでしたら、次に３６ページ以降に進みたいと思います。最後まで。 

 ご質疑ないですか。 

（な  し） 

委員長（和田善臣議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これで一般会計予算の歳入の審査を終結いたします。 

 

委員長（和田善臣議員） 

 次に、一般会計予算の歳出の審査に入りますが、説明者は、ページ数を言ってから説明

をお願いします。質問される方もできたらページ数を言ってからお願いします。 

 それと、議会費・総務費の担当課以外の方は、退席していただいて結構です。 

 引き続いて、４５ページから７５ページまでの第１款「議会費」及び第２款「総務費」

につきまして、担当課より説明を求めます。 

（柏原事務局長・各担当課：説明） 

委員長（和田善臣議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ここで暫時休憩したいと思います。再開は１３時からします。よろしくお願いします。 

（「午前１１時４７分」休憩） 

 

委員長（和田善臣議員） 

 それでは、休憩前に引き続き審議を再開いたします。 

（「午後１時００分」再開） 
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委員長（和田善臣議員） 

 午前中、議会費と総務費の説明をしていただきました。それについてのご質疑をお受け

いたします。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 まず、議会の図書の件なんですけども、昨年とほぼ同額の金額、予算でついてますけど

も、いろんな図書を入れていただいてると思いますけども、議会活動を進めていくために

ちょっと図書を増やしてほしいと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 局長。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 議会の図書室ということでございます。もちろん議員の議会図書館につきましては、ご

承知のとおり、地方自治法の１００条の中にも議員の調査研究に資するためというような

ことで規定もございますので、できるだけ必要なものについては増やしていければなとい

うふうに考えております。 

 令和２年度におきましては、職員も事務局の体制も一新しましたので、幾らか解説書な

んかを購入したところでございます。今後、また次年度以降どういった図書が増やしてい

けばいいかというようなことについても、また議長とも相談させていただきながら、少し

でも増やしていければなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 議員のそれぞれの能力、スキルアップのために入れていただきたいと思います。 

 その図書コーナーなんですけども、今、多目的室のほうと議会事務局のほうの後ろの２

か所あるみたいな感じになってるんですけども、特に議会事務局の後ろなんですけど、や

はりちょっと町の執務室の後ろになってるということで、セキュリティな観点からちょっ

とその場所はどうかなと思うんですけども、その辺の認識はいかがでしょうか。 

委員長（和田善臣議員） 

 局長。 

議会事務局（柏原憲一局長） 
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 スペースの問題もございますし、図書室自体がもちろん議会の中にあれば一番、全てが

使い勝手がいいところにあれば一番いいのかなと思いますが、スペース的なものもござい

ますので、その辺り、ただセキュリティのこともございますので、近隣といいますか、他

の団体の状況なんかもちょっと調査研究させていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 忠岡庁内全てのパソコン、多分同じデータで回っていると思いますので、そういったセ

キュリティの観点から一度検討していただきたいなと思います。 

 続いて、よろしいですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 どうぞ、二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ４５ページの議員の報酬についてなんですけど、このコロナということもあり、私たち

議員が今年度、昨年の６月からですかね、議員報酬を５％カットして、コロナの苦しんで

いる方を応援するためということでカットしています。現状やはりまだコロナが落ち着い

てるわけではないので、来年度についてもそのまま５％の減の継続というのを今後続けて

いくべきではないかと思いますけども、その辺の点はどうでしょうか。 

委員長（和田善臣議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 今、二家本委員から説明がありましたように、コロナの関係で昨年から減額していると

ころですけども、今後については国のほうではそういう方向で行くようなことも聞いてま

すけど、実際この忠岡町、我々のこの分自体、生活にも大きく正直なところ影響もしてき

ますし、皆さんのご意見、これから代表者会議なりそういったところで協議していきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ぜひとも、ぜひというか、私たちの生活も当然あることなので、なかなか一概に５％カ

ットといってもいろいろあると思いますので、そこはもう議会のほうでしていただきたい

と思います。以上です。 
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委員長（和田善臣議員） 

  他に、ご質疑ありませんか。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 一般質問の時間なんですけど、１人３０分という限られた時間なんですけど、やはりち

ょっとこれは今までも１時間とか４５分とか、いろいろ提案出てきたところなんですけ

ど、今後検討するに当たって答弁抜きで３０分とか、そういった検討も要るのではないか

なというふうに思うんです。これについてはどうでしょうか。これも議長ですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 北村議長。 

議長（北村 孝議員） 

 これについては、これまでもご承知のとおり、いろんなところでお話ししてきた経緯も

あります。方向としてはそのような方向になるのかなと思います。でも、これも皆さんの

ご意見があろうかと思いますので、しっかりこの辺も善処しながら取り組んでいっていた

だくように協議もしていきたいなと、こう思います。 

委員長（和田善臣議員） 

 これ、どうでしょうね。議運なり代表者会議でもむものかな。ここではちょっと。 

委員（河野隆子議員） 

 そうですか。委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 今、ちょっと議運とかでという委員長のお話があったんですけど、ここではなかなか決

まらないと。協議制の問題もありまして、委員会制にしたらいいんではないかなという声

が多い中で、やはり傍聴者の方が傍聴に来られても、議案の分では何をやってるか分から

ないというところがありますので、やはりきっちり委員会制にしたら委員長報告もありま

すので、そこら辺はぜひ今後検討していただきたいと。これは全員でですけどね、してい

ただきたいというふうに思います。議長、すみませんね、何遍も議長のほうにお願いし

て。 

委員長（和田善臣議員） 

 はい。 

議長（北村 孝議員） 
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 十分時間が今まで足りてる方もいらっしゃるでしょうし、またこれが例えば４５分、５

０分や１時間というような形になれば、答弁を含めてですよ、おっしゃってるのは答弁を

抜いてというようなことですけど、その時間で見ると、各に取る分について余る議員も出

てくるだろうし、十分今の時間でいけてるという議員もあるでしょうけど、議運とか代表

者会議でこれも含めて一緒に考えていっていきたいなと、こう思います。そういったこと

は本当に、さっきも言いましたけど、前向きに考えていきたいなと思ってます。 

委員（河野隆子議員） 

 議長、委員会制について。 

委員（北村 孝委員） 

 委員会制。委員会制もこれまで何回もお話ししてますけど、委員会制にすれば当然、質

問、議員の当然これ、発言等の不穏当発言とかも出てくることについてもやっぱりいろい

ろな規制もしていかなあかんかなと思いますし、これまでの話で中にはちょっと難色を示

された議員さんもいらっしゃいましたので、できましたらほぼほぼ皆さんの意見が一致す

る中で進めていきたいなと思います。今まで、委員会制とどない違うんかないうことで、

議事録に載って、その辺でしょうけど、しっかり今の段階でも十分審議されていますし、

委員会付託もできることもありますので、これも慎重に皆さんの意見を聞きながら進めて

いきたいと思います。 

委員（河野隆子議員） 

 議長、ありがとうございます。 

 それで、修繕料、設備修繕料が出ているんですが、前々から本会議場に傍聴に来られた

方が、理事者側の答弁がかなり聞こえにくいということで言われてるんです。それで、改

善していかなあかんやろうなというふうに思うんですけど、これ、この修繕料は全く入っ

てないと思うんですけど、その点についてはいかがでしょうか。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 局長。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 昨年、本会議のところで確かに調子の悪いマイクもございましたが、今は全部、調子も

悪くないといいますか、理事者側の答弁のところも含めてマイクとすれば別に故障もな

く、正常に稼動しております。 

 若干、やっぱり声の質であったり、特に今、コロナの影響でマスクもしておりますの

で、ちょっとその辺で聞き取りにくいところもあるかなと思うんですが、マイク自体は問

題ないのかなというふうに思っています。 

 ただ、この庁舎ができてもう２０年超えておりますので、マイク設備といいますか、機
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械設備全体ですね。またもちろん今後、動画の配信とかいうふうなこともあるかと思いま

すが、その辺も含めて今後、大規模にやり替えるというふうなことについても、そろそろ

検討はしていかなあかんのかなというふうには考えております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

議長（北村 孝議員） 

 今、河野さんがおっしゃった分は私のほうも聞いてますんで、これは今、局長が言った

ように、機械的には問題ないと。質問、また答弁される方の声の出し方いうか、なります

ので、その辺は個々にちょっと気をつけていただいて、傍聴の方からも聞き取りにくいと

いう声は聞いております。その辺、我々も理事者のほうもちょっと気をつけて、答えなり

質問なりしていくということでええかなと思います。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 それぞれ、議長もですけど、やはり議員のほうにはそういう声が寄せられているという

ことでありますけれども、私たちは理事者側とこの間隔があるんですけど、傍聴席という

のはもっと後ろにあるわけなんですが、傍聴席はどこから声が出ているんですか。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 局長。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 上にスピーカー等々も付いておりますので、そこから流れているといいますか、なって

います。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 聞き取りにくいという声がありますので、ぜひちょっと、大規模改修といったらかなり

お金がかかるのかな。一応どれぐらいの費用が要るのかというのも、今後ちょっと計画で
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すね。設計委託したらまたお金かかりますけど、どれぐらい要るのかな。なので、傍聴に

来られても聞き取りにくいから、もう帰ってしまう方もいらっしゃるんですね。聞き取り

にくいということで。ぜひそこは検討していただきたいというふうに思います。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 局長。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 お答えさせてもらいましたが、もうできて２０年以上たっていますので、もちろんそう

いう部分での老朽化というのもあるかと思います。故障してる部分については随時、修理

できる部分は修理しているんですが、２０年たっておりますので部品等もなく、ほとんど

あまり修理というのもちょっと難しい状況になってきておりますので、やり替えるんであ

れば時期を見て大規模な、アンプといいますかモニター室も含めて全体的なシステムの改

修というふうになるかなというふうに思いますので、その辺も含めて費用面とか、どれぐ

らいの割合で経過したら改修しているのかとかを含めて、ちょっと事務局のほうでも調査

してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ございませんか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 １点だけ、すみません。役務費の筆耕翻訳料なんですけども、多分昨年も私、この件に

ついて質問させていただいたんですけども、音声データを文字で起こすための翻訳料なん

ですけど、何かもっと安く上がるようなアプリとか、あとは現状の忠岡のほかのシステム

とかで、そういった音声データを筆耕できるシステムが、ほかのシステムでないのかとい

う、そういうのはちょっと１回調べてもらいたいんですけども、いかがでしょうか。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 局長。 

議会事務局（柏原憲一局長） 

 会議録の作成に当たりましては、もちろんより早く、また正確に、それから低価格とい

いますか、そういった部分でできれば一番いいのかなというふうに考えています。最近、
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ＡＩを導入した部分でやられているところもちょっと一部お聞きしたりしていますが、私

が聞いてる中では、議会の会議録そのものをやられたというのはちょっとあまり実は把握

してなくて、全庁的な部分で、もともと会議録、いろんな審議会とかございますね。その

会議録を作るに当たって職員がやってると。それを全庁的に１つのＡＩのソフトを入れる

ことによってそれを削減していこうということで、どちらかというと今かかっている人件

費ベースを抑えようというのが多いようには感じています。 

 ただ、町村でも太子町さんですかね。全庁的な中でちょこっと入れられたと。だから議

会に入れたというよりも、町が入れられたというのをちょっと新聞報道なんかで見たこと

もありますので、先ほどと同じになりますが、その辺りも事務局のほうでもちょっと調査

研究してまいりたいと思いますので、ご理解よろしくお願いいたします。 

委員（二家本英生議員） 

 結構です。 

委員長（和田善臣議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ないですか。 

（「なし」の声あり） 

委員長（和田善臣議員） 

 次に総務費に移りましょうか、ないようでしたら。では、総務費についてご質疑ありま

したらよろしくお願いいたします。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ５９ページの第１０目、広報広聴費、１３節、ホームページサーバー使用料なんですけ

ども、これ、プロバイダーが岸和田テレビということで、ホームページの編集も大変お手

頃な価格でしていただいてるというふうに以前お伺いしたんですけども、これも昨年と同

額の予算計上となっていますけども、明松次長に本当に創意工夫をもって、いろいろとデ

ザインの変更とか記載内容とか、いろいろとご尽力いただいているんですけども、プロバ

イダーを変えてでもこのデザインの一新というんですかね、これは私も含めて、ほかの議

員さんもこのホームページのデザイン性についてたびたび議会でも取り上げられているか

なと思うんですけども、そういうお考えというのはないでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 
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 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 ホームページのことで、良いものをということでお褒めいただいている点、ありがとう

ございます。ただ、ホームページも確かに、できましてから、最初これ手づくりで作りま

して、その後、サーバー料ということでさせていただいております。確かに安価な金額で

させていただいております。今後いずれにせよ、やり替えの時期というのは一定迫ってく

ることは、これはもう明白ですので、時期を見ながら、予算とも相談しながら、またちょ

っと検討していきたいなとは考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（和田善臣議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ありがとうございます。いろいろと、このホームページ以外でもいろんな手段をもっ

て、ＳＮＳとか、あとまたは先ほどの、先日の本会議でも、動画配信しませんかというこ

とも酌んでいただけそうな感じなので、本当に町民の皆さんにとって分かりやすいような

広報を考えていっていただきたいなというふうに思います。 

委員長（和田善臣議員） 

 答弁は。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 そのような方向で頑張ってまいりたいと考えてございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 人事採用についてちょっとお伺いいたします。忠岡町は就職氷河期世代の方たちが一定

採用絞ったことで、今後ろにおる森野課長ぐらいの年代がちょうど誰もいないと。その辺

のしわ寄せというのが、あと１０年か１５年後には必ずやってくることは容易に予想でき

るんですけど、それに向けた人事採用のあり方について、今のところどのようにお考えで

しょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 
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委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 採用また氷河期、就職氷河期世代と言われる世代のことになるかと思います。昨年もち

ょっとご報告申し上げましたけれども、就職氷河期世代を対象とした採用試験を本年４月

採用、ごめんなさい、昨年の４月採用、それから９月採用で合計４名の方を採用しており

ます。 

 実際、やはり社会経験のある方々ですので、即戦力としてすごくご活躍いただいており

ます。今後についてなんですけども、今委員おっしゃったとおり確かにちょっと人数構成

上、少なくなっている状況ですので、単純に埋めるだけではなく、その後、ステップアッ

プしていただけるように、制度も含めて今検討しているところでございます。 

 いずれにしましても、その世代が課長を担っていただくタイミングが来ておりますの

で、その辺は早急に対応できるように現在検討を進めているところでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 １０年、１５年後の部長、課長のなり手というのが、今、職員さんによったらなりたく

ない方、特定のあるいろんな人間関係において、「課長になったらこんなことさせられる

んやから、なりたくない」と結構言うてる方もいるみたいで、そうすると、やっぱり全体

の士気として関わってくると思うんですよ。その辺って、一定、愚痴としては分かるんで

すけど、そういうことをしっかりとみんな、今の先輩、諸先輩方がフォローしていかない

と、空気感というのは何年かでつくり上げたら何年間は固まってしまうものやと思うん

で、その辺に関してはやはり全庁的に対応していただき、その辺は考え方に取り入れた上

で対応していただきたいと思うんですけど、いかがお考えでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 今ちょっとおっしゃっていただいた昨年のアンケートの結果で、管理職になることの是

非についてというのがあったかと思います。あれはちょっと私の説明が足りなかったかも

分からないですけど、管理職になるのが嫌ではなく、早期になることの負担を嫌やという

意見があったというところだけ、ちょっと今、再度報告させてもらいます。 
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 それから、空気というところでおっしゃられました。確かに制度もそうなんですけど、

なかなか変えろうと思うと時間がかかります。ですので、先ほども申し上げたとおり、で

きるだけ多方面で、いろんなところで少しずつでも前へ進むように検討しておりますの

で、その点ご理解をお願いします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 結果として、上に誰もおれへんから、お願いしてなってもらったみたいにね。今、学校

でいうたら教頭先生もなり手がなかなかいないから大変やってね。校長に行くまでの間に

というぐらいの時代やと思うんで、その辺に関しては、１０年、１５年先の話ですけど、

実際１０年、１５年先に見えてる話やと思うんで、そこはちょっと考えた上で早期に取り

組んでいただきたいと思います。 

 その流れなんですけど、今、職員さんの例えば病気とか、ちょっといろいろ心労がたた

っての休職状況とか、あと産業医の相談を受けてる人数とか、その辺りのメンタルヘルス

の部分に関してのうちの職員さんの状況って、どんなものか分かりますか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 メンタルヘルスということですので、そちらに特化しての答弁をさせていただきます。

現在、心の状態が悪くて休暇を取られている方が４名おります。４名のうち２名はまだ病

気休暇といいまして、病気休職ではなく、それは病気休暇というのは９０日間なんですけ

れども、まだその範囲の方が２名含まれております。 

 現状は以上でございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その原因としていろいろあると思うんですけど、いろいろあるというか、僕らが把握す

るのは結構、特定のこととかがよく聞こえてはくるところなんですけど、その辺りの要は

休んでいる方に対するサポートとかアプローチって、町役場全体はどのような感じでされ
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てますか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 それぞれ理由があるでしょうし、実際にはその休暇に入っている段階で詳しく話を聞け

ていない方がほとんどです。というのは、診断書が出ているのは、一度職場を離れて、一

切忘れなさいという診断書が多いですから。聞ける場合はもちろん聞いてますし、原因を

解明しないと戻れないケースもございますので、その辺については本人が先に言うてくる

こともございますし。ただ、仕事が重なって続いた、疲れがたまった等々、そういうケー

スもございますので、そういったケースは、出てきたときにスムーズに仕事に復帰できる

体制をというところで、配置も含めて検討することになると考えます。 

 以上です。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ちなみになんですけど、心の問題以外で休職されてる方って、どれぐらいおられるんで

すか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 現在は、先ほどそういう申し上げ方をしたのは、あと育休なんかもおりますので、育休

が今４名ございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ちなみに、その育休を取られている方、皆さん女性ばかりですか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 
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 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 そのとおりでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 男性も取れるわけですよね、育休は。実際に男性の育休の取得率って、忠岡町の役場で

はどれぐらいなものでしょう。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 過去にはございません。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 いないということなんですけど、男女平等だとかいろいろな考え方で、個々それぞれ

に、全員に当てはめるわけにはいかないと思うんですけど、ただ、女性が育休を取って、

結婚しない理由で、自分のキャリアが空いてしまうと。男性は空かんでええやんけって、

それは男性のほうが有利になるわなというのが１つよう叫ばれてる理由、女性の、特にキ

ャリアアップを目指す人にとったらあると思うんですけど、ある意味、女性の評価とし

て、育休を取ることによって評価を上げるのか、男性が取らないことによって評価を下げ

るとか、そういう考え方というのはあるんですかね。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 
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 これは想像ですけども、昔はあったように感じます。それも大分、もう１０年、２０年

とか、そんなレベルではないですけれども、もちろん男女共同の参画社会というのが叫ば

れてからもう久しいですから、私ども忠岡町ではそういう考えはないというふうに理解し

ております。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 風聞的な評価じゃなくて、要は職務評価というか、要は人事の評価ですよね。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 それはしてはいけないとなっておりますので、もちろんそういうふうにはしておりませ

ん。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 いや、要は男性は育休を取らないですよね、大体の人が。今まで取ったことがないと。

女性は取りますよねと。ほぼほぼ。それって、僕も、別に僕の仕事は育休がどうのこうの

という仕事じゃないので、なかなか言いにくいですけど、本来であれば男性も基本的には

育休を取っていくべきかなと思ってはいるんですよ。強制的にほぼ。やっぱり公務員って

公のご奉仕する仕事なんで、公のことをある程度理解していることが前提であって、その

人が、公務員でさえ取られへんのに、例えば民間企業の方に「はい、育休、取りましょう

よ」って啓発して取れるかといったら取らないですよね、普通は。公務員でさえ取られへ

んのにというのが。それで考えたら、やはり育休を取ることによって男性の評価なり人事

評価を上げるような仕組みですよね。取れへんかったら上げない仕組み、評価を上げない

のか下げるのかですよね。何かその辺、そういうようなところで是正していかないと、例

えばそれが報酬面に現れてくるのか、その辺は僕もそこまでは分からないので、細かい仕

組みまで。その辺、連動させていくなりしていかないと、結局ずっと延々と、男性は取ら

ない、女性ばかり取るというのが当たり前。当たり前じゃんというのがこの役場内でも続
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くと思うんですよ。その辺の是正のことは必要だと思うんですけど、いかがお考えでしょ

うか。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長ね、育休を取る取らんというのが勤務の評価に反映するというのはないですよ

ね。あり得れへんわな。当然の権利だからね。その前提でちょっと答えてください。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 今、三宅議員がおっしゃっておられる、もうちょっと、取ることによるメリットですよ

ね。推進する上ではそういうところも考えるべきと違うかということでおっしゃっていた

だいていたかと思うんですけど、今委員長がおっしゃったように、選択というのは夫婦で

いろいろ考えていただく部分もございます。今後もそうなんですけど、まず私ども、この

調査って割とあるんですね。大阪府を通じて育休を取得できたのか、職員が、男性はどう

やったんかという調査があるんですけども、そのときも対象となる数、方自体が絶対数が

そもそも少ないです。その後、夫婦の選択というところもあるんですけども、男性職員の

育休の取得というのは引き続き啓発に努めてまいりたいと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 多分それやったらもうずっと続きますよ、そんなん。男性が取らない、女性が取るみた

いな。何でかというと、前も男女企画、男女共同参画の計画ですよね。ただ、役場として

お互いが家事、協力してやっていきましょうよとか、いろいろうたっているわけじゃない

ですか。で、やっぱり子育ては男性も女性もお互い力を出し合ってやりましょうよって、

うたっていくわけじゃないですか。でも、役場がそういうことに関して、何か評価とかに

反映しない仕組みが旧態依然として残ってしまうわけじゃないですか。口で言うのは易し

ですけど。今、それって本当に役場が対面的に見せていかなあかん話かなと思うんですけ

ど、いかがお考えでしょう。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 ちょっと繰り返しの答弁になってしまうんですけども、まず、先ほどおっしゃられたよ

うに、啓発するんであればそういう評価をプラスにというのも１つやとは思いますけど

も、それは例えば全てのご夫婦に子どもさんがいるわけではないですし、努力で評価を上
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げることのできない部分になってきますので、やはりそこはちょっと逆に、私ども公務員

の現場ではそれは導入しにくいかなと考えます。 

 ただ、今、委員おっしゃっておられますけれども、実際には男性職員からも育休のこと

に関する問い合わせも最近もございました。やはり時代は変わってきてるのかなと感じて

いるところです。引き続き啓発に努めたいというところでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員、もうこれね、啓発に努めるという段階でいいと思うんです。 

委員（三宅良矢議員） 

 ちょっと気になる言葉があったので、いいですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 はい。 

委員（三宅良矢議員） 

 今、子どもができる家庭は取れて、子どもができない家庭は取れないという発言があっ

たじゃないですか。それ、ちょっと危険な発想で、結局、じゃあ子育てって何なのという

部分に関わってくるんですよ。子育てって、できる人たちの趣味かいみたいなね。だっ

て、社会全体が再生産していくためには子どもを増やしていきましょうという取組、各種

やっているわけでしょう、助成金を出していろんなやってるのに。では、そこに力を本当

に全体として、チームとして、国民国家全体がチームとしてそこに力を入れていくべき、

支え合っていくべきやのに、何か子育てでけへん人たちがおるからそんなん言われへんっ

て、ちょっとこれは違うんちゃうかなって僕は思うんです。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 ちょっと私の言い方が悪かったのか、取りやすい体制をつくるのは私たちの責務ではあ

ると思いますけれども、そこに付加価値というか人事評価をプラスするというのはやはり

ちょっと難しいのかなと考えます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

議長（北村 孝議員） 

 いや、これな、まあ言うたら夫婦で考える話や。誰もそういう育休をうちの役所は取っ

てませんよというのは、そういう制度があるんやから取ってもろたらいい。夫婦で考える
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べきことやし。実際男の人が休むというより、どやろ、仕事をしてるほうが楽で、育児

の、子どもの子育てというのは大変やから、その辺のこともあるから、今課長が言ったよ

うに、それを取る取れへんで評価とかになるみたいなことの云々というのは、またちょっ

とおかしな方向になっていくから、あくまでも夫婦の問題やと、僕はそんなに思うんやけ

どな。 

委員長（和田善臣議員） 

 ですから、今、こんな多様なライフスタイルを皆さん取るようになってきますんでね。

例えば結婚したら評価が上がるんか、しなかったら下がるんか、あるいはしなかったら上

がるんかというような問題になってきますので、これはやはり個々のライフスタイルで、

個々に考えることやと思います。それを人事の評価に上げるというのは、これは違った面

やと思うんですけどね。異次元の考え方ですね。この辺についてはこれでいいですかね。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 次、ほかに質問はないですか。 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ７４ページ、総務費、第４項、選挙費の第２目、衆院選の第１２節、委託料についてで

す。南課長にお尋ねいたしますけれども、今年は絶対に衆議院選挙があるということで、

これ計上されているわけなんですけれども、この選挙公報配布等の委託料というのは引き

続き、今シルバーさんに対してお願いをしようと思われているのかどうか、まずこれを教

えてください。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 ご指摘の選挙公報配布業務につきましては、今回、予定ではありますけども、この議会

の３日目における全員協議会のその他のその他案件というところで、昨年の１１月、臨時

会等におきまして勝元議員のほうから、昨年の１０月の町長選挙並びに町議会の補欠選挙

の際に選挙公報が配られてない世帯が一部あったというところのご質問を頂いた中で、調

査せよというところのご意見を頂いたところでございます。 

 それにつきましては、その全協の３日目におきましての分で、その調査を行った結果と

いうところでのご報告をさせていただく予定になってございます。つきましては、そのよ

うなことから、現在、その当時ですね、選挙公報の委託業者というところで、シルバー人
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材センターなんですけれども、というところを交えて今回、一部選挙公報が配られていな

かったというところが、事実あったのは確かでございます。 

 しかしながら、当該議員のほうが特定した場所について配られていなかったということ

に対して、その場所を限定に特定した上で、シルバー人材センターの局長並びにそこを配

布した会員さんに聞き取りの調査を行った結果、会員さんいわく「この場所については間

違いなく入れた」というところでおっしゃってました。なのに、そのような入ってなかっ

たというご指摘を頂いたというところで、そこの配られた、選挙公報が配られた会員さん

はシルバーに対して、もうこの選挙公報の配布につきましては、入れたにもかかわらずそ

のような、入ってなかったという声を頂いたというところで、そのような業務、仕事はよ

うしないというところで、その会員またはその他の会員さん、要は複数の会員さんからそ

のようなことをおっしゃっていただくということになれば、やりがいがないというふうな

ところのご意見を頂いたところでございます。 

 それを踏まえて、要はもう長々とお話しさせていただいていますけれども、今回のこの

３年、衆議院の選挙が間違いなくある中において、シルバー人材センターにおいてはこの

選挙公報の配布につきましてはもう辞退させていただくと、ようさせてもらわないという

ようなお声を現在頂いておるというところでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 質問させていただいた意図としては、昨年の町長選挙、町議補欠ダブル選挙とほぼ同額

の配布委託料が計上されていたので、同じところに再びお願いするのかなという思いで質

問させていただいたんですけども、そういう事情はもちろん私は初めて知ったということ

で、今度の全協で詳細に調査結果をお話しいただくということなんですけども、じゃあ忠

岡のシルバーさんでやっていただいたような金額でほかを探す、ほか、あるだろうという

見込みでこの金額が計上されているということで間違いないでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 そのとおりでございます。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 前川委員。 
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委員（前川和也議員） 

 分かりました。じゃあ委託料はまた今度の全協でまたお話しいただきたいと思います

が、その同じくこの衆議院選挙の選挙関連費で、この計上されている中でどの項目に該当

するのか教えていただきたいんですけども、その選挙、ありますよと、皆さん投票に行き

ましょうねという、そういうような啓発事業というのはどこの項目に該当するんでしょう

か。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 選挙啓発に係る町内の選挙人の方への周知というふうなところでございますけれども、

予算費目の中では需用費の事務用消耗品代というところで、チラシの印刷というところで

上げさせていただいているところでございます。そのチラシについては、その時期の町広

報と一緒に全世帯へ配布というふうなところで、本年でしたら衆議院議員の総選挙がこの

日にもって行われるというところの日時と投票場所等におきまして、そのチラシを持って

選挙人の方々へご周知させていただくという予定をしておるところでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 需用費に該当するということで、分かりました。あと、もうこれは回答は結構なんです

けども、その投票率が低い高いというのは、全ては候補者陣営の問題であって、だからと

いって低いというわけでは、理事者側の皆さんとしても低いのを許容するようであっては

いけないなと思っていますので、投票率アップについてとか、あと期日前投票もこの、今

現在の役場１か所のみで行われているんですけども、移動式とか臨時、仮設等、期日前投

票とか、そういうこともちょっと検討課題に入れていただきたいなというふうに思いまし

て、これは終わります。 

委員長（和田善臣議員） 

 ちょっと南課長、聞きたいんやけど、今のところシルバーさんのほうですね。今度の国

政選挙について、それはどんな手応えですか、今のところは。配ってくれるかどうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 はい。 

総務課（南 智樹課長） 
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 先ほどの前川委員のご質問の中でお答えさせていただいたんですけども、先ほど申し上

げた経緯があるというところで、シルバー人材センターにおきましては今回の衆議院選挙

における選挙公報の配布業務についてはもう辞退させていただくというところのお話を聞

いておるところでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 それ、あまり好ましい状態と違いますね。私は、シルバーさんの仕事ぶりというのは一

定評価させてもらってるんですが、これを配った、配ってないという問題は、これはもう

解決しないですよね。要するに契約で、相手さんが「配りました」と、事業主は「終わり

ました」と言ってるんやから、それを信じてやらなしゃあない問題だと思います。 

 この間のアンケートのあれがちょっとまずかったかな。内容をね。例えば「選挙公報を

ご存じですか」とか、あるいは「今度の選挙をするに際し誰を人選したらいいのか参考に

なった」とかね。そういうようなあれでよかったんかなと思うんやけどね。配ったか配っ

てないかというたら、皆さん知らん人が多いですから、あれ。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 先ほども申し上げましたけども、昨年の１１月の臨時会等において、勝元議員のほうか

ら配られてなかった世帯が実際あるということで、選管としては調査すべきでしょうとい

う形のご指摘を頂いたというところがございましたので、そのときのお答えというところ

も、当然ながら最終的な責任は選管でございます。その中でそういうお声を頂いたという

ところでありましたので、選挙管理委員会といたしましても届いてなかった世帯があった

のかどうなのかというところの事実確認等も含めた形での調査を行いますというお答えを

させていただいた背景がございましたので、年明けてなんですけれども、そのような形

の、全世帯というところの対象の部分については、ちょっとなかなかできなかったんです

けども、ある一定の数、世帯の方々に対して、アンケートというような形で選挙公報が配

られたのか配られてなかったのか、また、分からないという三択というところの中の１つ

に丸をしていただくという形のアンケートというところで、はがきで対応をさせていただ

いたと。 

 本来、そのやり方はどうなのというところで、今委員長のほうからご意見を頂きました

けども、実際その地域の方から実際に配られてなかったというお声を頂いたら、選管とし

て直接訪問させていただくなりというところの、直接のお声というところを伺ったという

ところは可能であったんですけども、ご承知のとおりこのコロナ禍の状況であるというと

ころを考えまして、直接のご訪問はちょっとできないのでという判断をした結果、そした
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らはがきを投函いたしまして、それをもってお答え、ご意見を頂くという形の手法を選ん

だというところでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 このことについて、もうよろしいですかね。あれは、参考に何枚配りました。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 はい。 

総務課（南 智樹課長） 

 この場でこういうお話をするというところはちょっと想定してなかったんですけども、

全協のほうでというところでお話しさせていただく予定やったんですけども、何世帯配っ

たかというところでございますけれども、本町全世帯、約８，０００世帯というところで

ございまして、その各地域、地区の町名ごとでの約１割、要は８，０００世帯の１割とい

うことで約８００世帯、実際８３６世帯ですかね、というところで、結果といたしまして

１割程度に当たる各世帯、当然ながら高月から新浜地区までというところで、町名ごと無

作為に抽出させていただいて、はがきをお配りさせていただいたというところでございま

す。 

委員長（和田善臣議員） 

 分かりました。それはまた全協のときでええな。あとはね。 

 他に、ご質疑ないですか。 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 選挙のことで加えて聞きたいんですけど、先ほど町広報が、町広報による選挙の周知で

すよね。図るということでちょっとお話があったんですけど、自治会によって、自治会に

入れへんから配る、配れへんやという地域も一部あるじゃないですか。その辺に対する選

挙周知の事前の公平性というか、その辺の担保についてはどのようにお考えでしょうか。

今もそれが続いているのか分からないですけど。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 自治会さんにおきましては町広報の各地区への配布というところで担っていただいてい

るところでございますけれども、それに併せて選挙公報の配布を同時にというところのお

話かなというところでございます。町広報につきましては、各月末ですかね、というとこ
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ろで、各自治会長さんに各地区、ご配布いただいていると。当然ながら選挙となれば、当

然選挙日というところは当然ながら選挙公報の配布時期と当然異なるというところがある

ので、自治会長さんにお願いするとなれば当然また別で、それ単独で選挙公報の配布業務

をお願いさせていただくというところになるのかなというところは思ってございます。他

の団体でも自治会さんにお願いした上で、ご依頼させていただいた上で選挙公報を配布し

ておるというところの団体があるんですけれども、現在、本町においては先ほど来申し上

げているように、自治会長さんのほうにはちょっとお願いさせていただいてないというの

が現状でございます。 

 以上です。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その部分を聞いているんじゃなくて、選挙公報というのは基本的に選挙が始まってから

配られるじゃないですか。それまでの啓発の部分で、大体市町村の広報で、大体「今月か

来月に衆議院選ありますよ」とか、定まったら大体一面にぱんと載って啓発されるわけじ

ゃないですか。ただ、忠岡町内でされているところとされていない、要は入れへんかった

ら配りませんと。条例上は一応全部配らなあかんということになってるけど、実際配って

くれないというところもあるわけじゃないですか。そこに対する、事前の周知に対する選

挙への公平性とかについては、どのようにお考えなのかと聞いているんです。 

委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 広報紙のほう、事前に大体２か月ほど前から選管から頂いて掲載させていただいていま

す。選挙公報、１００％全戸配布するというのはどこの市町村も担っておりますが、なか

なか、各地区いろいろなことがございますので、そうもいってない分もございます。広報

のほうとしましては、大型スーパー店ですとか、もちろん関係の公共機関のほうと、スー

パーにつきましては交渉しまして置かしていただいてございます。何らかの手段でとにか

く目につくような形をしているところでございます。選挙のほうは各戸、先ほどもありま

したシルバーということでしたが、各戸にランダムに全て配布しているという形ですの

で、事前広報という部分ではうちのほうはそのような状態でさせていただいているという

ところでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 
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委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今の話、答弁をまとめると、自治会の加入、不加入で配られへん地域があったとして

も、その辺はある程度、今のところは特段、割り引くというと変ですけど、勘案しながら

進めていくしかないということで、町は考えているということでよろしいんですかね。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 原則配布している自治会さんにつきましては、全戸配布というのは、これはもう姿勢で

すのでお願いはしております。その中で最大限に図れるところを何とか考えていきたいと

考えているところでございますので、最初からもう配れないということではございません

ので、その辺ご理解のほう、よろしくお願いいたします。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません。まとめると、最大限に図るけど、自治会の状態によって漏れるところがあ

ることはもうやむを得ないということでいいですね。考え方として。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 そうですね。 

委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 仕方がないというのは、ただ行政側としては、皆さんに読んでいただきたいという努力

は怠ってはならないと感じておりますので、昨年来、大型スーパーさんにお邪魔しまして

配置のほうをお願いしたいと努力をしておりますので、一歩一歩、少しでも読んでいただ

くような努力は図ってまいりたいと。ちょっとこの辺でよろしくお願いしたいと思いま

す。 

委員（三宅良矢議員） 

 もういいです。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

 二家本委員。 
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委員（二家本英生議員） 

 すみません、先ほどの関連なんですけど、選挙公報を配るのは各家庭に１個ずつ配らな

いといけないんですけど、多分今、三宅委員とかがおっしゃっていたのは、選挙に対する

啓発についてどうすべきかという話だったと思います。 

 例えば、町広報の中に入れたりとか、あと、そういった形でホームページ、選挙があり

ますという形で広報されるとは思うんですけども、それ以外に、例えば町広報が配られて

ない地域、選挙があるかどうか分からない地域とか、また最近の若い人がなかなか町広報

が来た段階、特にマンションとか多いんですけど、そのままごみ箱にほかしてしまうと。

そういったときに例えば忠岡町の広報としてほかに手段、ホームページとか町広報、例え

ば自治会とかにお話しして、自治会にある回覧板ですね。そちらのほうに張り出して、選

挙があるとか、そういった形での広報というのはできないものでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 選挙啓発というふうなところでお聞きいただいているところでございますけども、また

先ほど来、チラシ等での全戸配布、またホームページでの選挙に関しての啓発というとこ

ろ、もちろんながら町広報でのお知らせというところでなってはおります。また、選挙期

日が決定した時点におきましては、忠岡町内選挙人の方個々に、ご承知のとおり入場整理

券というものを送らしていただいておるというところでございます。 

 今お話の出てなかった選挙人に対しての選挙の啓発という一環の中で、まずは今申し上

げた入場整理券の配布というところにおきましても、一定選挙の啓発に当然ながらなるだ

ろうというところで考えてございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 どうぞ、二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうですね。多分いろいろな形で選挙に対してお知らせされているとは思うんですけど

も、投票率の問題であったりとか、そういうのがあると思うんで、やっぱりもう一つ努力

していただいて周知をしていただきたいと思います。これは要望しておきます。 

会派代表者（和田善臣議員） 

 この選挙については、やはり我々議員にも責任の一端はあると思っています。投票率が

下がっているというのはね。それと、定員が低くなったらやっぱり投票率、下がります
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よ。関係する人が減るんやから。そういったことで我々の責任も一部あると思いますの

で、真摯に受け止めたいと思います。 

 他に、ご質疑ないですか。 

議長（北村 孝議員） 

 委員長。１点だけ。 

委員長（和田善臣議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 これまで要望してきた経緯もあるので、ちょっと１点だけ。５３ページの備品購入費で

すね。ここで公用車ドライブレコーダー購入費、２４万か、これで公用車は大体２０台近

くあるんかな。これでこの金額で全車搭載。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 公用車全車というふうなところは、現在考えてございません。２０台近くある公用車の

中で、やはり頻繁に稼動する公用車はどこの車なのかという形の優先順位ということを定

めた上で、約１０台いくかいかない、７～８台の設置というところを考えてございまし

て、その分を計上させていただいているというところでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 北村議長。 

議長（北村 孝議員） 

 将来的というか、そんな長いあれではないけど、一応全車という考えもあるということ

で考えてええかな。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 全車というところは、先ほど申し上げましたように、現時点ではあまり稼動しない車と

いうところも実際ございますので、そこまで漏れなく全車つけるというところは、ちょっ

と今後また必要に応じた形で考えるというところで検討させていただきたいと思います。 

議長（北村 孝議員） 

 結構です。 
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委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

議長（北村 孝議員） 

 二家本委員。どっちが先やった。ごめんね。ちょっとこっちが先。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 人事についてちょっとお伺いします。例えばページ、大分先にいってしまうんですけ

ど、１５６ページなんですけど、給与費明細書の中で、これ、いけるんですか。人事のこ

となんですけど、前年度と本年度の職員の比較ということで、それぞれ特別職と一般職と

会計年度任用職員の人数とか記載されているんですけども、その中で職員数で、その他の

特別職、これが前年に比べて１３９名減というのは、何か理由ございますか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 ここで掲載させていただいておりますのは、各委員報酬を得られる委員会の方々の数を

計上しております。昨年と比較して減っているものといいますと、大きなものでいいます

と国勢調査に基づくものであったり、町長選挙の委員報酬、それからあと、本年度は男女

共同参画であったり福祉関係の計画の策定委員会が数多くありましたので、その辺が減っ

たものが原因でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。じゃあ、通常であれば本年度ぐらいの、３７１名ですかね。大体これぐ

らいの人数で大体、各年平均で回っているんですか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 すみません、過去の人数、ちょっとその年々で平均的なものがないかなと思うんですけ

れども、ただ、昨年は多かったというところでございます。 

委員（二家本英生議員） 
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 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。 

 すみません。ちょっとその次に、同じく１５７ページなんですけども、職員の職員手当

の内訳ということで、様々、手当についての合計を書いているんですけども、要は勤務時

間外の手当について３つ、時間外勤務手当と休日勤務手当と夜間勤務手当と、３つのこと

だと思うんですけど、このうち２つ、休日勤務手当と夜間勤務手当については、基本的に

消防という形でよろしいでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 いえ、消防というわけではございません。事務の職員も夜間勤務等ございますので。す

みません。これは消防ですね。ごめんなさい。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうですね。多分休日と夜間に関しては消防かなと思うんですけど、時間外勤務手当、

これが全庁的に３，０００万、本年度で上がっているというので、中にはやっぱりどうし

ても仕事をしないといけないので、手当を渡していると思うんですけども、やっぱり仕事

をやる上で、できるだけ短時間内で、勤務時間帯内でやっていくのが一番理想だと思うん

ですけども、その辺に関して職員の勤務状況の改善というのは何か考えてますでしょう

か。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 なかなか仕事がある中で時間外勤務をしていただいている職員、所属長の命令に基づい

てしてるんですけども、抜本的に改善となると職員数を増やすしかないですね。ではなし

に、仕事の進め方であったり課長のマネジメントの中で削減できるもの、また、毎週水曜

日は６時の段階で執務室の電気を落としております。これはもうほかの職員、同じ同僚職
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員が残っているから残らないといけないというような、こういう気まずいからというよう

なところの解消にはすぐに至った、すごくよかったという声も頂いているところです。ま

た、時間外勤務につきましては、私ども人事のほうで把握しておりますので、時間数の多

い課については一定期間で所属長とちょっとヒアリングをして、どういう対策をしていく

のがいいのかというのを話し合っているところでございます。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 やっぱり職員の方にもいろいろ頑張っていただいてるとは思うんですけども、働き方で

体を壊したりしてもらったら元も子もないので、その点については様々な留意をしていた

だきたいと思います。 

 そしたら、人事案件でもう１件お伺いしたいんですけども、５２ページのほうに職員採

用試験ということで、昨年と同じぐらいの、昨年に比べて３０万ぐらい予算が減っている

んですけど、多分前回もどこかで質問したかと思うんですけども、忠岡町内における障が

い者の雇用率というのはどのぐらいあるんでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 町内ですか、忠岡町役場ではなしに。 

委員（二家本英生議員） 

 役場です。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 役場ですか。障がい者雇用というのは、私ども事業所に課されていると言うとおかしい

んですけども、一定協力をというところでございます。今現在の法律でいくと、私どもの

職員数を母数にすると４名の採用が必要になってきます。これは任命権者ごとに分かれて

いるものも含めて合計で４名が要ります。現在はそこは充足というかオーバーしていると

ころでございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 
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委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、４名以上が忠岡庁舎内で働かれているということでよろしいですか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 そのとおりでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 障がい者につきましては様々な方がいらっしゃいますので、職場、仕事、業務内容につ

いてはちょっと限定されるところもあるかもしれませんけど、現在、結構障がい者の方も

増えていますので、可能な限り障がい者ができるような業務があれば、庁内、忠岡町内で

も雇用していただきたいと思いますけど、今後についても増やしていく可能性はございま

すでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 先ほど申し上げた最低４名は必要になってきます。それ以上働いていただいて、大阪府

なんかですとトイレ掃除なんかもやっていただいたりしてるみたいなんですけども、そん

なところはちょっと本町はございませんので、事務とかに、事務に従事していただいてい

るのが現状でございます。今後もぎりぎりの数をずっとというわけにはいきませんので、

必要なところがあれば健常者にこだわることなく採用というのをしていかないといけない

なとは考えております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 その点はよろしくお願いします。 

 すみません、別の質問で。ちょっと戻りますけど、５１ページなんですけど、人事管理

費の役務費の中で自治体専用ビジネスチャットツール利用料というのが上がってますが、
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これはどういったものでしょうか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 ここに挙げておりますＬｏＧｏチャットというところなんですけども、自治体専用の回

線、ＬＧＷＡＮと言われるものなんですけども、その回線とインターネットの双方で利用

できるビジネスツールとなっております。職員それぞれのパソコンで使用できるように、

それぞれアカウントを付与いたします。 

 どういった場面で利用するかなんですけれども、現在広く普及しておりますスマホなん

かでＬＩＮＥというのがございます。あのＬＩＮＥのように複数名が参加できるメール機

能にビジネスで使用のできる内容を付加したもの、簡単に申し上げるとそういうものにな

ってくるんですけども、例えば職員間の打合せ、これはもう頻繁に部署を超えてやってお

ります。こういったものは自席や出張している先からでも参加ができます。また発言もこ

のチャットを利用してやりますので、全て手で打つ形の入力になります。結果、その記録

が全て残りますので、議論の経緯も参加者全てが振り返って、どういうふうに決まったと

いうのも確認することができます。 

 それから、先行導入団体なんかで見ますと、課長だけのグループであったり課のグルー

プ、また横断的にプロジェクトをやってるチームのグループをつくって、そこでそこの議

論がいろいろされて進むのが早いというのを聞いております。 

 この機能で打合せ等の日程調整が不要となります。情報のスピード化が図れるととも

に、先ほど申し上げた言語化することによって共通理解が形成されて、事業の進捗が早く

なるというのが実際に答えとして出ているようです。 

 今回は大阪府が旗を振っていただいて、府下の団体の共同導入ということで、１アカウ

ントごとの参加費用をスケールメリットで抑制していただいております。現在、府下の４

３団体中２５団体が参加と聞いております。日本全国でも１，７００余りある中で５３０

団体がこのチャットを導入しておりますので、何か施策をするときには日本全国のそうい

うグループがあるところに参加できれば、この施策をこうしたいんですけど、事例があれ

ば教えてくださいというのも、教えていただけるというふうには聞いております。 

 以上でございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 いいですか。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そしたら当然、忠岡町内の庁舎内だけではなくて、まあ言ったらほかの自治体とかとも
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連携を取っていろんな会議とかというのができたりするんですね。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 会議につきましては全団体が参加していないとできませんので、なかなかそれはまだち

ょっと先なのかなと思っております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 先ほどの残業というか時間外の分はあるんですけど、やっぱりこういうことを使って時

間の短縮をしていただいているというのは、やっぱり職員の負担が少しでも減るのかなと

思います。 

 次になんですけど、５４ページなんですけど、基金費の中でいろんな基金、積み立てて

ますけども、ふるさと納税の件についてちょっとお伺いしたいんですけども、昨年、忠岡

町、ふるさと納税が２億８，０００万入ってきたという話を伺ったんですけども、逆に忠

岡町のほうから各、ほかの市町村に対して納税した金額ってどれぐらいありますでしょう

か。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 おおよそ１，８００万円程度やったというふうに認識しております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 じゃあ、こちらのほうも年々、忠岡町のふるさと、出ていくお金というのは増えていっ

てるんですかね。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 
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 はい。若干ですけれども、年々増えていっている傾向にございます。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 このふるさと納税というのはいろんな基金の積立てということで、それぞれの基金に積

み立てて、それの目的でいろんな使えるというのはあるんですけども、昨年２億８，００

０万になったという原因がポータルサイト、恐らく書いているとは思うんですけども、そ

れが増えたきっかけになってるというのはあるんですけど、その点についてはどうお考え

でしょうか。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 まだこの令和２年度の分の寄附は終了はしておらないんですけども、今年度、予算的に

は２億８，０００万上げてますけども、実際のところ２億７，０００万円程度しか入って

ないかと思います。増えた要因につきましては、ポータルサイトを１つ増やしたというの

ももちろんございますけども、私どもとしては返礼品を１つ、羽毛布団なんですけども、

これを導入させていただいて、この分が非常に返礼品として希望される方が多く、その

分、寄附金の増につながったというふうに考えておるところでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ふるさと納税に関しては税金が、本来であれば各自治体で得られる税金が、ほかの市町

村にいったりするということで、逆に今回忠岡町が２億８，０００万いただいていて、出

るのが２，０００万弱ということなんで、そういった意味ではプラスのことになってるん

ですけども、やはりふるさと納税、例えばそのうち１億入れてもらった場合に、大体町の

取り分としたら５，０００万ぐらいで、そのほかというのは当然、返礼品、地元の商業の

振興として返戻金３割ということなんで、３，０００万は地元に落ちるんですけども、じ

ゃあ残り２，０００万どこに行くといったら、大体そういうポータルサイトの運営費に消

えてしまいます。やはりそういったものというのは本来の税金の使い方ではないというこ

とはちょっと指摘しておきたいと思います。 

 あと、このふるさと納税でいろんな、愛の福祉基金とかを使って西区の公園の改修とか

もしていただけるということなので、それはそれで素直にありがたいと思うんですけど

も、その点についてはちょっと一言申し上げておきます。 
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委員長（和田善臣議員） 

 答弁よろしいね。あと、まだありますか。 

 どうぞ小島さん。 

委員（小島みゆき議員） 

 ６１ページの忠岡町の魅力づくり事業補助金というのがあるんですけど、今何をされて

るんでしょうか。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 ６１ページの忠岡町魅力づくり事業補助金、これ、２０万円計上しておりますけども、

この分につきましては正木美術館に対して一定、イベント等をされる際にいわゆる補助金

としてお渡ししたいなというところで計上しておるものでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 小島委員。 

委員（小島みゆき議員） 

 そしたら何かをつくったりとかそういうのは、前年のときはキノコづくりを３年間した

とか、そういうお話をちょっと聞かしていただいていたんですけど、今は何も。そういう

ふうに正木美術館にということでなるだけなんですかね。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 はい、今年度計上している分については正木美術館に対する補助金ということで計上し

ております。 

委員長（和田善臣議員） 

 小島委員、よろしいですか。 

委員（小島みゆき議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に。二家本委員、どうぞ。 

委員（二家本英生議員） 

 ５５ページのシビックセンター費なんですけども、ちょっとここで数点あるんで、まず

は光熱費、光熱水費のことなんですけども、昨年同様の大体金額にはなってるんですけど

も、昨年の１１月ですかね。新電力の入札されてると思うんですけども、それで入札金額
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を見ますと結構安く入札されてるんですけども、それの影響額というのはここに入ってる

ものなんですか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 その入札の結果の額を踏まえて計上させていただいておるというところでございます。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 その入札なんですけど、高圧電力の部分のみということになってるんですけど、おとと

しですかね、その高圧電力の部分が１３施設あるってお伺いしてたんですけど、今現在ど

れぐらいの施設がございますか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 現在、対象施設につきましては９施設でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 主にどんなところですか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 ９施設、全て申し上げたらよろしいですか。 

委員（二家本英生議員） 
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 お願いします。 

総務課（南 智樹課長） 

 シビックセンター、雨水ポンプ場、忠岡小学校、東忠岡小学校、忠岡中学校、東忠岡保

育所、消防本部、文化会館、クリーンセンター、以上９施設でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ありがとうございます。この９施設に関しては、多分後ほど出てくるとは思うんですけ

ども、基本的には電気使用量が下がってるという形でよろしいでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 それは前年比と比べてというところの理解でよろしいですか。一概にその電気量がその

入札をもって下がったのかというところのお答えについては、一概に下がったというとこ

ろまでも言えない状況でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 あくまで、これ入札にかけてだけの案件なんで、例えば今年であればコロナで自宅にい

てる方が多いとか、自宅は関係ないです。すみません、そういう利用が逆に多くなったり

してるところもあるというので、これをやったからって全体下がってるというわけではな

いとは思いますけども、でも１つの要因になってるということでよろしいですよね。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 電気使用料につきましては、シビックセンターに関してはスポーツセンターの運営状況

等々にも大きく影響するというところでございますので、先ほども申し上げましたけど
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も、一概に電気代が下がったというところでちょっとお答えさしていただくというところ

では適切でないのかなというふうには考えておる状況でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。いろんな要素が多分絡んでると思うんで、一概に言えないということで

すね。分かりました。 

 じゃあ、すみません。同じくその項目の修繕料なんですけど、シビックセンターは結構

建てて古いということで、いろんなところでちょっと支障が出てるんですけど、特に前々

から言われてる南館のほうの入り口ですね。ここはちょっと雨が降ってくると、入り口付

近ですぐ雨漏りがしてくると。床が結構滑りやすい床なってますので、ましてや児童館が

前にありますから、子供たちが走り回って、その雨漏りを踏んで滑るという可能性もあっ

て、ちょっと危険やと思うんですね。そういった修繕、ちょっと今回、この予算８２０万

ありますけど、その点については修繕の予定は何かございますでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 計上してます予算の範囲内での、今言っていただいた特定場所、要は南館の出入口につ

きましての雨漏り対策というところの部分については、ご承知のとおり、大雨等々が降れ

ば雨漏りが起きるというところで、住民の方々にはご迷惑等をおかけしておるというとこ

ろでございます。 

 つきましては、その費用面等々におきまして、今後その修繕をするに当たっての必要な

部分について、そこも含めて、当然ながらこの議会の控室、議長室等におきましても雨漏

りがかなりひどいという認識をしておるところでございますので、優先順位というところ

を考えての修繕というところでなろうかと思いますけれども、そういったシビックセンタ

ーとしての雨漏り対策というところの修繕というところで、今後検討してまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 
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委員（二家本英生議員） 

 じゃあ、そうしましたらこの来年度、この予算の８００万というのは、基本的にどこの

修繕になりますか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 毎年このシビックセンターの修繕料として予算計上させていただいてる中で、具体的に

ここをやるからというところで計画的な部分というところはないことはないんですけど

も、全体的にはその随時随時というところで、不具合が起こった箇所というふうなところ

の中で優先順位をつけての修理というところで今対応させていただいているというところ

でございますので、具体的にここをやるからというところの部分についてはちょっと今現

在は考えていないというところでございます。 

 今後、当然ながら、先ほども申し上げましたように施設建設から２０数年たっておると

いうところでございますので、そういったところを含めまして対応してまいりたいという

ふうに考えてございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。けがしてからでは遅くなりますので、そういった危険箇所についてもで

きるだけ早く優先的にしていただきたいと思います。 

 あと１点ですけど、役場の西側ですね。町民グランドのほうの池、あれが結構、もう随

分汚れたままになってるんですけども、やっぱり忠岡町の役場のすぐ横にあるので、何か

あの辺はやっぱりきれいにしたほうが、イメージというのはあるんですけど、その辺の清

掃についてはどうお考えでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 今ご指摘の池が汚いというところでの清掃というところの対応でございますけども、お

っしゃるとおり確かに見てのとおりというところで、水の色も緑色に染まっている状態と

いうところでございます。その点については何らかの手法をもって水をクリーンに行いた

いというところで検討はいたしました。 
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 その中で、あの池にはちょっと生物がおるというところで、今特に亀ですよね。という

ところが大量に生息しておるという状況なんです。なので一定、その水をきれいにすると

いうところを考えた中で、そこに生息している生物の駆除的な部分というところも考える

必要が出てくるというところで、総合的に考えたというところであったんですけども、ち

ょっとまだその水をきれいにするというところを総合的に考えた中で、３年度の当初予算

というところでの予算計上というところはちょっとまだそこまでは至ってないというとこ

ろでございます。しかしながら、検討についてはやっておるという状況でございますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 町民グラウンドと並んで、あそこは、この役場も含めて一体の公園の地区にもなってい

ますので、公園管理としてもやっぱりきれいなほうが、子どもたちも結構遊んでいるとこ

ろも多いので、できましたらイメージもありますので、何らかの方法を用いてきれいにし

ていただきたいなと思います。 

委員長（和田善臣議員） 

 あれ、南課長ね、西側の入り口、あの右側の池、特にひどいんやな。あそこで活動とい

うことはできますの。あの右側のほうだけ。小さい。こう向いて入るやろ。右側。あそこ

が一番ひどい。 

議長（北村 孝議員） 

 和田さん、掃除したってよ。 

委員長（和田善臣議員） 

 僕、請け負うで。１０万でできるわ。１０万で請け負うわ。これ、何年か前町長に言う

たな。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 おっしゃるとおり小さいほうの池ですよね。先ほど申し上げた大きいほうの池と比べ

て、割と水がきれいだなというところの状況でございます。そこは、そこの部分から先ほ

ど申し上げました話の中と併せて、もっと今以上に水をきれいにするというところの手法

を考える中でいろいろと検討してまいりたいというふうに考えてございますので、ご理解
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いただきたいと思います。 

委員長（和田善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原健士町長） 

 今、二家本委員のあれですけど、今月２０日に岡山県のほうに、その水の問題のほうの

ファクチャーのやつで、高石、泉大津、３市ですね。和泉市の首長さんとちょっと視察に

行ってきまして、今後のいろいろな水の問題のことに対しての調査というようなことで思

っています。それがいけたらいろんなことに使える。いろんな手法あるんですけどね。で

も、この役所、庁舎内のこの池に限らず、前から言ってるようにいろんなボランティア精

神にのっとりというような形で、キャラバン隊とかいうのも考えてね。だから二家本先生

もパンツ一丁で中へ入ってもらうとかいう、そういうふうな感じで皆さん頑張ってほしい

と思うんですけれども、僕も頑張りますので、今議長言っているように、率先してやった

らきれいになると思うんですけど。 

 以上です。 

委員長（和田善臣議員） 

 坂本課長、うちに水中ポンプ、あるな。 

建設課（坂本健三課長） 

 水中ポンプ、あります。 

委員長（和田善臣議員） 

 それがあったらどないにもできると思うな。例えば水の流れを塞げたらな。向こうから

流れてくるのを塞げたらね。町長の言っているように今後のあれとしてよろしくお願いし

たいと思います。 

 他に、ご質疑ないですか。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 会計年度任用職員の募集が出ています。それで、一般職の人数も書いてあるんですけれ

ども、先ほどの説明で、メンタル面でお休みの方とか育休とかあったんですけど、今度、

中途退職の方、途中退職というんですか、中途退職かな、補正予算で２，２００万円ぐら

い出るということで、この前の議運で説明がありましたけれども、どういった年の方が何

人お辞めになるのかと、それとこの予算を組んだときには、中途退職ですので、ここに反

映されているのか、辞められるのと入るのが、令和２年は４人採用されたということです

けど、数的には会計年度も正職も増えるんでしょうか。昨年と今年４月を比べてどうなる
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のかというところをお聞きしたいです 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 まず、退職者の質問ですけども、今年度は定年退職３名を含めて１０名の退職となって

おります。内訳といいますか、そのうち５名が幼稚園・保育所の先生になります。あとは

事務が１名、専門職が１名という形になってございます。 

 それから、職員数につきましては、当初予算の段階では昨年度は１６９名、基本的には

人数は４月の段階で退職者補充ができるかできないかは別として、当初では増になります

ね。それから、会計年度についても１名ずつだったかな、会計年度については１３名の増

になります。これはあくまで当初予算ですので、昨年度はコロナ対策で雇用した分等々は

入っておりません。当初予算での比較になります。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員、どうぞ。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。それで、その中に幼稚園とか保育所の先生がいらっしゃるんですが、あ

と事務職、あと専門職ね。みんなこれも正職の方なんですけど、正職が今これだけお辞め

になるけども、当初予算でいくとプラマイゼロでよろしいんですね。ということですか。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 あくまで退職になった分は、補充は必ずいたしますので、その分を反映している形にな

ります。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 正職がお辞めになって、それで会計年度で補充するということがなく、やっぱり正職は
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正職できっちり雇っていただかないといけないと思うんです。やはり人が足りないことに

なると、業務に支障がないかとかいろいろ心配するわけなんですけど、住民に迷惑がかか

ってはいけませんので。それと、やはり正職は増やしていくという方向でしていただきた

いというふうに思います。その点についてはいかがでしょうか。 

委員長（和田善臣議員） 

 中定課長。 

秘書人事課（中定昭博課長） 

 職員数、定員数というのは大変難しい問題でもございます。増やすと仕事は回るんです

が、その分、今日も何度か出ております経常経費の上では数字が上がってしまいます。た

だ一定、過去に職員の補充を抑制した面の効果はもう既に一定出たのかなというところを

感じておりますので、その辺は町長も、要るところには、必要なところには配分をという

ことをおっしゃっていただいておりますので、今後は必要に応じてできる限り正職で補充

というふうになっていくかと思います。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、あと５９ページなんですけど、５９ページの法律相談の弁護士の業務委託料、

出てるんです。これについては前にもちょっと申込みの改善ということでお願いしたこと

がありましたけど、いまだに改善にはなっていないということで、これ、無料相談ですけ

ど、３０分。朝９時に電話をして当日の予約ということで、やはりお仕事をされている方

がこの予約を取りたいがために、せっかくその日に休みを取っているけど、９時からの先

着順ですからね、取れないということを随分前に聞いたことがあったんです。それで、や

はり当日でなくて事前予約という枠も設けてあげるべきだというふうに思うんですが、そ

の点についていかがでしょうか。 

委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 この件につきましては現在、弁護士さんともちょっとお話ししているところです。それ

で周知、この制度が当日予約というのがかなり定着しておりますので、これを啓発して、

移行期間、かなり設けないかんのかなという話も出ておりますので、一応、一定その方向

でちょっと検討しているということで、よろしくお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 
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 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そしたら私が今提案させていただいたけど、その方向、移行に向けて今検討していただ

いているということで、よろしいんですね。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 前回の議会でも議員の皆様からお話があったように、そういう方向でするのが、当日や

っぱりお仕事の関係もございますので、その点も含めて現在検討していくということでご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、そしたら、防災対策費のところですけれども、いいですかね。 

委員長（和田善臣議員） 

 ページを言ってください。 

委員（河野隆子議員） 

 ６１ページから防災対策費というのが載っています。１点は、防災講演会報償費という

のが載っていますけど、これは少ないんじゃないかなというふうに思うんです。もうちょ

っと講演会の報償ですね。講演を回数をして、やはり住民の方に聞いていただいて、備え

もしていただくことが大事ではないかというふうに思います。なので、この予算が少な過

ぎるのが１点と。 

 それから、災害備蓄品代、３年か５年かけてそろえるということを聞いておりますけ

ど、充足率というのは今どんなふうになっているんでしょうか。 

 この２点をお聞きします。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 
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 防災講演会でございますけども、従前から年１回開催させていただいておるところでご

ざいます。予算的には１回５万円というようなところで計上させていただいております。

少ないというふうなご意見を頂きましたんで、今後、回数を増やせるかどうか、その辺り

についても検討、研究をしていきたいというふうに考えております。 

 備蓄物資のほうでございますけれども、食糧については１万８，０００食程度を備蓄す

るという方向で進めさせていただいておりますけれども、今の時点でおおよそ１万１，０

００食ぐらいは地下の防災倉庫にあるのかなというふうに考えております。残りについて

はＪＡいずみのさんと災害のほう、災害時の協定を締結させていただいていまして、１万

食程度の白米は頂けるのかなという点を考慮しますと、食糧については一定めどが立って

いるというふうに考えているところでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 それで、この備蓄をしていく上で、最初に備蓄した分はだんだん古くなるわけですよ

ね。そこら辺の活用というのかな。今、昔と違って大変おいしくなってますよね。私たち

もよう防災訓練なんかで、期限切れが近づいたやつをいただくんですけど、いろいろと味

もおいしくなっているんですけど、その期限切れの分というのはどないなっているんです

か。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 今後、定期的に廃棄食料が出てまいります。令和４年度ぐらいから廃棄食料が出てくる

んですけども、それにつきましては、例えば防災訓練に参加していただいた方に啓発とし

て配るとか、先ほど先生、ご質問いただきました防災講演会に出られた方、そういうふう

な方に配布するとか、あとちょっと私の私見で申し訳ないんですけれども、できることで

あれば、教育委員会とですよね、例えば何学年かに固定して、毎年、例えば小学校３年生

の子に持って帰ってもらうとか。それはちょっと教育委員会との協議もありますので、な

かなか簡単にはいかないと思いますけれども、そういうふうな形でいわゆる住民さんに受

け取っていただいて、いわゆる啓発を兼ねて配布のほうをさせていただきたいというふう

に考えているところでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 
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 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 子どもたちに配るということで、これは教育委員会の考えもあると思うんですけど、朝

食を食べてこない子供がやはりいてるということで、それはよく聞きます。なので、この

廃棄、令和４年から廃棄する備蓄品が出てくるということなので、せめて朝食を食べてこ

ない子供たち、これを今、アルファ化米ですか、それであとビスケットとか、簡単なもの

なんで、簡単に朝食であげることができるのではないかなというふうに思うんです。そう

いったこともぜひ検討していただきたいなというふうに思うんですけど、これについては

教育委員会さんのほうですかね。教育長ですかね。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 教育長。 

教育長（富本 正昭教育長） 

 ただいまご指摘の、備蓄食糧の廃棄対策として学校で配布するという議員のお話でし

た。防災教育の観点から、先ほど小倉課長が申しておりましたが、学校で全ての子供に配

布するということは非常に意義のあることだと。賞味期限前に配布するということは意義

あることやと、私も同意しております。 

 ただ、朝食にそれを供するということに関しましては、学校現場で口に入るものを、誰

が一体どうするのかとか、それから始業時間とかの関係等もありまして、その辺はちょっ

と困難な部分もあるだろうなと、今考えるだけでもいろいろと頭に浮かんでくるところで

ございます。特定の子どもに朝食用に１食ずつ配っていくという、これもちょっとしんど

いんじゃないかなというふうに考えております。無駄にしてしまったらごみですけれど

も、防災教育に資するような形で活用させていただくということには、本当にいいことだ

と思っております。 

 以上です。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 教育長、ありがとうございます。朝食を食べてこない子どもたちがいるということで、

それはいろいろ問題にもなっています。勉強にも集中できないということでありますの

で、ぜひ、食べ物でありますけれども、そこは先生のほうできっちりと保管をしていただ

いて、料理するんだったら大変ですけどね、今の備蓄品は簡単ですので、ぜひこれは検討
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していただきたいなというふうに思います。 

 続けてよろしいですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 どうぞ。 

委員（河野隆子議員） 

 それで、あと民間のブロック塀のことでちょっとお伺いします。北部の地震で、ブロッ

ク塀が危ないということで、学校の塀もみなブロック塀は撤去していただきました。た

だ、ちょっと問題になるのが民間のブロック塀の撤去ですね。まだいっぱい残っていると

ころがあるということで。子どもの通学路ね。通学路でやっぱりブロック塀の倒壊があっ

たら大変なことになるので、そこら辺は民間の方にどういった声掛けをされる。 

 ブロック塀等の安全確保事業補助金として６３ページに載っているんです。それで、私

もちょっと町内、危ないなというところは何点かありましたけれども、そこら辺について

は行政としてどういった、民間の方に声かけをしていくのかというところをちょっと聞き

たいと思います。 

建設課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 課長。 

建設課（坂本健三課長） 

 ただいまのブロック塀につきましてですけれども、ホームページと広報で周知させてい

ただいております。令和２年度に関しては２件の申請がありました。令和３年度も続けて

まいる予定でございます。 

 以上です。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 これは上限１５万円でやっていますね。この分は国の補助が３分の１と前に聞いたこと

があるけど、それはそのままで、あと府とかあるんですか。 

建設課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 坂本課長。 

建設課（坂本健三課長） 
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 国が２分の１で、府が４分の１、町が４分の１でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。それで、担当課としては、通学路の安全で何か所まだあるのかというこ

とは把握はされているんでしょうか。 

建設課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 坂本課長。 

建設課（坂本健三課長） 

 申し訳ございません。通学路としては把握はしてございません。 

委員（河野隆子議員） 

 してない。委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 していないということで、教育委員会と一緒に、年２回でしたか、ＰＴＡの方も一緒に

いろいろと町内の安全確保とか、そういったところで回っておられるのというのは聞いて

いるんですけど、やはり今あるということが分かっていますのでね。なぜしてくれないの

かというと、やっぱりお金の問題でしょうかね。そういったところで、町が４分の１です

から、そんなに大きな金額を出しているわけではないんですけど、増額の必要もそしたら

必要ではないかなというふうに思うんですけど、その点についてはいかがでしょうか。 

建設課（坂本健三課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 坂本課長。 

建設課（坂本健三課長） 

 増額というのはちょっとまだ検討をしてないんですけども、こちらのほうは国から令和

３年度にもう国費を打ち切るということでお聞きしてるんで、今年度は周知を徹底してい

きたいと考えております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 
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委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そしたらなおさらね、もうこの予算で最後という、国からもらうお金はですよ。府もそ

うなんでしょうけど、ぜひとも急いでいただかないと、もし昨日、今日も和歌山でちょっ

と地震があったんですね。なので、やっぱり子どもの安全、命を守るためには民間のブロ

ック塀の撤去、これについてはぜひぜひ検討していただいて、補助金の増額というのも検

討していただきたいというふうに、これはお願いしときます。 

 それで、続けます。今回、防災計画の見直しで、防災マップ作成業務委託料が出ていま

すけど、これを作って、これいつぐらいにできるんですかね。今作ってるんですね。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 すみません、防災マップですか地域防災計画ですか。 

委員（河野隆子議員） 

 防災マップです。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 防災マップですけども、来年度早々に取りかかってまいりたいというふうに考えておる

んですけども、紙面的には住民さんを交えたワークショップというんですか、危険箇所等

も一定、一緒に回ってもらって、そういうのも載せたいなというふうなところも考えてお

るところでございます。そういうのを考えるとちょっと時間的に、例えば半年とかではな

かなか難しいのかなと。ただ、やっぱり出水期とかありますので、それに間に合わせたい

というところもあるんですけど、正直なところそこまでの期間に最終お配りさせてもらう

のはちょっとしんどいかなというふうに考えておるところでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 住民と回るということで、それは非常に大事なことだというふうに思います。それで、

これを作って、配るだけではあかんというふうに思うんです。各地区、１１地区あるんで

すかね。そこでどうやって活用するのかとか、マップができるまで、半年では難しいとい

うことで、かなり月はかかると思うんですけど、それまでに何をするのかということも計
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画していただきたいと思います。 

 それで、どう活用するのか、マップ作りながら並行して、それまで何をするのか、そう

いった計画も立てていただきたいというふうに思います。それについてはいかがでしょう

か。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 マップを作って、全戸配布で終了というのもいかがかなというふうに考えておるところ

でございます。また、自治振興協議会とも相談させていただいて、出前講座とかももし必

要であれば、私ども出向いてお話のほうをさせていただけたらというふうに考えておると

ころでございますので、ご理解のほうお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 はい、分かりました。ぜひ検討してください。 

 それと、防災無線です。かねから言うてます。それで、新しく泉大津のＦＭですかね。

それを使うのと、あとＬＩＮＥ、それで対処していくということでしたけど、やっぱり聞

き取りにくいというところは変わりないんです。高齢者の方がこれを使えるかといったら

使えない。そういったことで個別受信機をね、全住民にとは言いませんけど、やっぱり必

要な方には考えていただきたいというふうに思うんです。それについていかがですか。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 個別受信機については費用的にもかなりかかるというところも把握しておりますので、

引き続き研究のほうをさせていただきたいというふうに考えているところでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 調査も前にしていただいていましたけれども、やはり現地へ行って職員さんが聞いてい

ただくと、１回、２回ぽっきりじゃなくて、調査も必要だと思いますので、どの地域が聞

き取りにくいかと、そういったところも調査していただきたいというふうに思います。よ
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ろしいですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 答弁要りますか。 

委員（河野隆子議員） 

 してください。 

委員長（和田善臣議員） 

 一言。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 年数回、Ｊアラートの訓練等をしておりますので、その際、聞き取りにくい場所に出向

きまして、一体どういうふうな状況なのかは確認をさせていただきたいというふうに考え

ております。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ぜひよろしくお願いします。先に把握していただかないとなかなかできないと思います

ので、お願いいたします。 

 あともう２点です。 

 ６４ページのＬＥＤ防犯灯リース料が出ています。防犯灯はＬＥＤに順次替えていって

いただいてるんですけれども、前に聞きましたところ、新たな防犯灯ですね。住民の方が

「大変暗いのでつけていただきたい」と、そういった声が非常に多いんです。それで、新

たに防犯灯、これは忠岡町ではなくて、何か自治会のほうでつけることになったというこ

とでありましたけど、その経緯は何なんでしょうか。全然説明もなかったので、何年前か

らそうなっているんでしょうか。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 町内の防犯灯ですけども、いわゆる蛍光灯タイプからＬＥＤタイプの防犯灯に置き替え

る際ですけども、その際、各自治会に対しまして、要は各地域で設置している防犯灯です

ね。まず全部確認していただきたいと。もし暗い、必要な箇所があればおっしゃっていた
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だきたいと。置き替えに当たっては全て自治会のほうで見てもらった中で、もし必要であ

ればこの際全部整備していただくと。これ以降ですね、ＬＥＤ化が実施された以降は各自

治会のほうで設置のほうをお願いしますというふうななお話をさせていただきました。 

 自治会側も、その当時ですけども、町のほうも予算的になかなか厳しいところもありま

したので、地域でできる防犯活動というところでご理解、ご協力を頂き現在に至っている

というところでございますので、ご理解のほうよろしくお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 経過を見ると、そのＬＥＤ化にするときに自治会に「これから新設してつけるところが

あれば言うてくれ」というところで、一たんそれで終わって、その後はもう自治会でやれ

ということなんですけど、この自治会に聞いたときに、そしたら私ら自治会員、やっぱり

ここは暗いなと思うところがあるんですけど、全くそんな問い合わせも自治会としてなか

ったしね。なので、ある程度の役員さんがこことここと、どれだけ新設したんか知りませ

んけれども、そういったことがあったのかなというふうに思うんです。それで、私ら住民

も知らされていないし議会も知らないと。そういういったところで、何で防犯灯が今度自

治会になったかなというふうに思うんです。 

 今でも住民さんに「防犯灯をここ、つけてほしい」という声は多いですよ。多分ほかの

議員さんも聞いてると思うんです。その防犯対策ね、防犯のために、自治会でなくて、や

っぱりこれは忠岡町が責任を持ってつけるべきだというふうに思うんです。住民さんも自

治会には言いにくいということもありますし、やはりこれは行政の仕事だというふうに私

は思いますので、防犯灯は忠岡町でつけるべきだというふうに思います。それについて、

いかがですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 ＬＥＤ化以後、幾つかの自治会におかれましては、私どもの要望どおり住民さんから暗

いという箇所があった場合には、自治会独自で設置のほうをしていただいているところも

ございますので、先ほども申し上げましたけれども、地域の安全は地域で守っていくとい

うふうな趣旨で自治会側にもご理解いただいてるところでございますので、よろしくお願

いしたいというふうに考えております。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 
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委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 地域でできることは地域で頑張っていただけたらいいと思うんですけど、やはり行政と

して防犯対策に力を入れるということでありましたら、防犯灯が暗いという住民の声があ

ったときには、やっぱり新設も考えていただきたいと。これはぜひ検討していただきたい

というふうに思います。 

 それで、あと最後の男女共同参画なんですけど、やっと１０年たって、今計画がもうで

きたのかな。今つくってる最中ですかね。うなずいていただいていますので。そこで報償

費ね。講演会、９万円しかこれ予算を取ってないですけれども、やっぱりもっと講演会を

増やすべきだというふうに思うんです。それについてはいかがですか。予算を増やしてい

ただきたいというふうに思うんですが。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 こちら報償費、９万円組ましていただいております。男女共同に関するいろんな講演で

すとか勉強会ですとかは、教育委員会にもご協力いただきまして、教育委員会の事業とし

て入っているもの、また人権協会、広く人権的要素を持って人権協会で行う講演会、また

は女性フォーラム実行委員会、こちらのほうで行う講演会、勉強会ということで予定して

おりますので、ここだけの金額ではないということで、今後も広く検討していきますが、

現在も各団体または各課で様々、分担してさせていただいておりますので、よろしくご理

解のほどお願いしたいと思います。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 いろいろね、昨年はちょっとコロナでいろいろできなかったと思うんですけど、文化会

館としての講座としてひっくるめてやっている部分もあるのかなというふうに思うんで、

やはりここはここの男女共同参画としての講演会としてこの予算は増やしていくべきだと

いうふうに思うんです。それで、１０年たったわけなんですけれども、なかなか総括もで

きていないということの指摘もあるのかなというふうに思うんです。で、これからつくっ

た後、毎年１回されるという懇話会ですか、というふうに聞いているんですけど、それは
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きっちりやっていけるんですか、どうなんでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 その予定で考えてございます。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。それで、女性センターの問題ね、是枝議員もおっしゃっていましたけれ

ども、女性センターというのはいろいろな女性問題の解決策というか地域向上であったり

社会参画であったり、女性が抱える問題全般をね、全般の情報提供をしていただくとか相

談をしていただくと、大事なセンターだというふうに思うんです。今、明松次長さんの、

あそこのところのテーブルがそうだというふうに聞いておりますけど、やはり女性センタ

ーをきっちり動かしていくというのは、人員の配置ですね。これにきっちりした人員の配

置がなければ難しいと思うんですけど、その点はいかがでしょうか。人員の配慮ね。 

委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 さきの議会でもございましたとおり、確かに女性センターというものの設置につきまし

ては、施設的なもの、または人的なもの、また資料等いろいろ備品的なもの、様々な要素

がございます。それを一挙になかなか解決もできませんので、その思い、女性センターと

いうものに対する考え方は捨てることなく進めていきたいというのが、今回の忠岡町の男

女共同参画の懇話会の中でもございましたので、そこはしっかりと受け止めてまいりたい

と思います。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 重い考え方ということをおっしゃっていただいたんですけども、きっちりとその人員の

配置ができるのかどうかということと、今、懇話会というお話が出ましたけど、やはり１

０年間、何が進んだかというと、なかなか何も進んでいないというふうに思うんです。な

ので、１０年たってできてないということでありますので、毎年懇話会を開くということ

でありますけれども、それについてはやはり進んでいくと。男女共同参画に講座も増やし

ていただきたいというのもあるけれども、その女性センターの人の配置ですね。 
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 あと、女性会議とかもありますけど、そういったお知らせね。そういったところは保育

所とか幼稚園とか小・中学校のＰＴＡの方にも案内をしているのかどうかということはち

ょっとあれですけど、されていますか。されていなければそれも必要だというふうに思う

んですけど、その点についてはどうでしょうか。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長兼人権広報課長） 

 文化会館と共同しております講演会等なんですけれども、教育委員会、学校の学校長さ

んにもご理解いただきまして、大きなものではないんですが、各教育、小学校、中学校等

に配置させていただいているところでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ぜひ、やっぱり何事をするにも進めていくのも人員の配置というのが大切であります

し、今回、町長がお考えになって、機構改革もあることですので、ぜひここは人員の配置

をお願いしたいというふうに思うんです。広報を作るだけでも大変だと思いますので、ぜ

ひお願いしたいと思います。町長、「はい」と言っていただいたらありがたいです。 

町長（杉原健士町長） 

 頑張ります。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ６０ページの１８節に該当するのかなと思うんですけども、負担金のことですね。６０

ページから６１ページにかけてのところです。２月に岸和田城で調印式があったかと思う

んですけども、泉州の持続可能な都市経営の勉強会、これの運営ですね、負担金が要らな

いから計上がないのか、それとも当分動く気配がないから計上されてないのか。 

町長公室（立花武彦公室長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 はい。 
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町長公室（立花武彦公室長） 

 コロナの状況で、会議が一たん中断しているところでございます。負担金につきまして

は今のところ負担すべき金額は聞いておりません。 

委員（前川和也議員） 

 分かりました。 

委員長（和田善臣議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ６１ページなんですけども、総務管理費の負担金のところでＫＩＸ泉州ツーリズムビュ

ーロー推進事業負担金なんですけども、毎年、例年はいつも泉州マラソンで事業を行って

いて、それの費用ということをおっしゃってたんですけども、今年度に関しましては泉州

マラソンも、沿道ではなくて、オンラインマラソンという形で切り替えてます。それ以外

にも今回負担金が出てるということなんですけども、今年度はどういった事業を行った

か、教えていただけますか。 

産業まちづくり部（谷野栄二部長兼産業振興課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野部長。 

産業まちづくり部（谷野栄二部長兼産業振興課長） 

 今年度につきましては、議員ご指摘のとおり泉州国際マラソンにつきましてはオンライ

ンマラソンということになって実施をしているところでございます。それと、泉州の観光

のスタンプラリーという企画をしていただきまして、本町におきましても社寺であったり

とか新浜緑地であったりとか、結構な人数が来ていただいておったんですけども、緊急事

態宣言を受けて事業が中断ということになったところであります。 

 その他の観光事業につきましては、粛々と泉州の自治体が集まって、ビューローを中心

に進めているところでございますし、その辺りは例年に変わらない状況かなというふうに

思っております。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 
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 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 泉州マラソンのほかに、スタンプラリーということで、忠岡では社寺ですかね。社寺と

か新浜緑地でそういった写真か何か、スタンプを置いているということだったんですけ

ど、例えばそのスタンプラリーとかで、当然、今回社寺とか新浜緑地が設定場所になって

いるので、そこに合わせた忠岡町でできるイベントというのは何か検討とかされたんです

かね。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野部長。 

産業まちづくり部（谷野栄二部長兼産業振興課長） 

 詳しい事業内容はちょっと今手元に資料がないんですけれども、それはスマホを使っ

て、ＧＰＳ機能を利用してのスタンプラリーということで、個人の自由な時間にそのスタ

ンプポイントを訪れると、そこに来たことが記録をされると。それが積み重なるとちょっ

と商品みたいなやつが頂けるといった、そういう仕組みだったかと思うんですけども、で

すからこのスタンプラリーに加えてのイベントというのはちょっと企画はしていないとこ

ろでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうですね。ちょっと私も出演してましたけど、今年度に関しましてはコロナというこ

ともあって、あまり人が集まる空間をつくったらいけないということで、なかなかそうい

ったイベントが全部、スマホとかそういったオンラインを使った形になってると思いま

す。 

 今後またこういう形で、泉州マラソンだけではなくて、阪南の９市４町ですかね、そこ

が盛り上がるような形の企画があれば、例えば忠岡町がそれに頼るだけじゃなくて、そこ

に上乗せして、もっと経済が発展、地元企業が潤うような形で何か施策とかをしてほしい

んですけども、そういったお考えって、今後ございますでしょうか。 

産業まちづくり部（谷野栄二部長兼産業振興課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野部長。 

産業まちづくり部（谷野栄二部長兼産業振興課長） 

 私もちょっとまだ経験が浅くて十分に把握してないんですけども、泉州市町でイベント

があった際に、忠岡町の漁協が出ていって、そこで産地のものを販売するとか、花火大会

なんかも企画されておりましたし、忠岡町で開くということも大事なんでしょうけども、
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そうして、そうしたイベントに参加をしながらＰＲをしていくということも重要かと思い

ます。 

 それと、ちょっとビューローの事務局の方に伺ったんですけども、今はコロナで海外か

らのお客様が来てない状況にあるんですけども、ヨーロッパなんかにおきましては地域に

ある例えば美術館を回ったりとか、そうした習慣があるらしいんですね。そうした意味で

正木美術館なんかも、日本の中ではそうした美術品に興味のある方は知ってるけども、そ

うでない方にはあまり知られてない面もありますけども、そうした海外のお客様は結構そ

ういうローカルなところを回っていくという習慣もあるということなので、このコロナ禍

が終わった暁には、またそうした企画も考えていきたいなというふうに思っているところ

であります。 

委員長（和田善臣議員） 

 よろしいですか。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 せっかくＫＩＸという機関があるので、それを、せっかくなんで活用していただいて、

忠岡町でも何か考えていただきたいと思います。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

 あと何個ぐらいある。あまり細かいのは原課に聞いて。 

委員（二家本英生議員） 

 すみません、じゃあ短めに。６２ページなんですけど、これは災害対策費の備品購入費

ということで、防災資機材購入で、今年度ですかね、１７８万の予算がついてたんですけ

ども、これはどういったものを購入されましたか。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 令和２年度の分ですかね。令和２年度については、まず、三角水のうを購入させていた

だきました。あと、蓄電池のほうを購入させていただきました。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 蓄電池は何台。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 



88 

 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 大きさが複数ありますんで、あれですけれども、４台ぐらいたしか購入できたかと思い

ます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 蓄電池4台ということで、それは例えば庁舎のいろんなものを動かす蓄電池じゃなく

て、結構小型なものですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 庁舎の電気を動かすような、そういう大きなものではないです。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、災害時なんですけど、やっぱり避難所として、庁舎の災害本部とし

て、７２時間対策というのが多分言われていると思うんですけども、その中で３年前です

かね、台風の被害でこの庁舎も周りが停電したという話は聞いてます。そのときに自家発

電の燃料としてＡ重油を使われていると思うんですけども、それが議会の中で８時間しか

使えないということでなっています。今後そういった形で、そこは７２時間までは全然届

いてないので、今後７２時間を目指すために、どういった形の防災の対策をされている

か、計画とかございますでしょうか。 

総務課（南 智樹課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 南課長。 

総務課（南 智樹課長） 

 ご指摘のシビックセンター内における停電時の自家発電機の稼働時間につきましては、

おっしゃるとおり８時間程度というところでございまして、国から、総務省からですか

ね、一応推奨されてる３日間、７２時間は自力で稼動対応するほうがいいというところの

通達の中で、今後におきましては３日間、７２時間対応し得る自家発電並びにそれに代わ

るようなところの停電対策というところも、今後防災担当課と協議しながら、何らかの形

でちょっと導入に向けての対応ということで考えていかなければならないという状況でご
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ざいます。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 最近ではいつ起きてもおかしくない状況でありますので、一刻も早い対応、よろしくお

願いいたします。 

 あと１点だけですけど、６４ページの集会所費なんですけども、昨年、調査設計委託と

いうことで、新浜の集会所の解体工事の設計業務というのが上げられてたんですけども、

これは先日見に行ったんですけど、まだ建ったままだったんですけども、どんな形になっ

てますでしょうか。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 令和２年度で設計の予算を計上しておりました。令和２年度早々、４月、５月の時点で

解体撤去に向けた、まず設計業務のほうを発注しようかなというふうに考えておったんで

すけども、いわゆるこのコロナ禍の折でございますので、なかなか事業実施も難しいとい

うところで、大阪府に相談させてもらったところ、令和２年度については府自体もコロナ

の対応等で事業を先送りしてる部分もあるので、忠岡町におきましてもそういうふうな事

由であれば致し方ないというところで、令和２年度については一切手をかけなかったとい

うところでございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そしたらこれ、令和３年度の予算にも上がってないということは、令和３年度もないと

いうことでよろしいですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 ちょっと世の中の情勢を見ながら進めていけたらなというふうに考えております。 
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委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 場所はちょっと新浜になってしまうんですけど、結構な土地になるので、これを解体し

た後というのは、ここの土地って大阪府のものですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 はい、そのとおりです。 

委員長（和田善臣議員） 

 はい。 

委員（二家本英生議員） 

 解体した後、大阪府に返還したりするということは、今のところ予定は立ってますでし

ょうか。 

委員長（和田善臣議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 解体した後は緑地整備をいたしまして、あの地区でお勤めの方の休憩スペースというよ

うな形で利用できたらなというふうに考えているところで、緑地使用につきましては大阪

府もというふうな形でいてくれている、そういうふうな状況でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。一番最初にあった緑の計画ですか、それに基づいてやっていただきたい

なと思います。 

 以上です。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（河野隆子議員） 

 １点だけ、ごっつい簡単なこと。 

委員長（和田善臣議員） 
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 １点だけ。河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 １点だけ、５４ページ、霊園基金の積立金、２００万円積んでおられるんですけど、毎

年返す方が増えてきていると思うんですけど、まだ令和２年、終わっていませんけど、今

年度は幾らぐらい返還があったのでしょうか、まずそこをお聞きしたいと思います。 

住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 今年度、３月１１日現在で１５区画の返還がございました。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 多いですね。せっかく整備していただいてるんですけど、返すほうが今売れるほうより

か多いかなというふうに思うんです。それで、やっぱりお墓離れという言葉がありますけ

ど、やっぱりお墓が要るという方もいらっしゃるので、どういった促進というのかな、浜

霊園を買っていただくと。そういったところで町として一定の努力というのか、何か検討

していただくというのが要るんじゃないかなというふうに思うんですけど、その点につい

ては何か担当のほうでありますか。提案みたいなのがありますでしょうか。あればちょっ

とお聞かせ願いたいというふうに思います。 

住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 霊園の促進としましては、平成３０年度に条例の一部改正をさせていただき、１世帯で

２区画購入できたり、他市町村の方も購入できたりするというふうな形でさせていただい

ておりまして、また町広報やホームページ等で周知もさせていただきまして。返還に窓口

に来られた際の方に対しては、できるだけお墓を持っていただいて承継していくような啓

発等も行っておりますけれども、おっしゃるとおり返還に歯止めをかけるまでの施策には

なってない状況であります。 

 今後、引き続き随時検討していきながら、返還に対する措置をできるだけ考えていきた
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いと思っております。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 返還するときにやっぱりそのまま承継していただきたいというふうに、担当の方も丁寧

な説明もしていただいているところであります。ですので、いろんな条例改正していただ

いて、買いやすいということにもなっているんでしょうけど、やっぱりお値段もお値段で

すから、今後、せっかく造っていただいたんで、ぜひ検討していただいて、返すよりか売

れるほうがたくさんになると、そういった計画も要ると思いますので、ぜひ検討をお願い

したいというふうに思います。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（な  し） 

委員長（和田善臣議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 

委員長（和田善臣議員） 

 次に、民生費に入るんですけれども、時間のあれで暫時休憩いたします。 

 ３５分に再開いたします。民生費関係の部課長さん、ちょっと申し訳ないけど、一たん

休憩に入るんで。 

（「午後３時２２分」休憩） 

 

委員長（和田善臣議員） 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（「午後３時３５分」再開） 

 

委員長（和田善臣議員） 

 次に、７６ページから９１ページまでの第３款「民生費」について、担当課の説明を求

めます。 

 なお、質問のほうですけれども、理事者側がある程度前向きな回答、答弁した時点で、

打ち切っていただきたいと思います。議事の進行に協力をよろしくお願いしたいと思いま

す。それでは、どうぞ。 

（各担当課：説明） 
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委員長（和田善臣議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ８２ページの福祉センターと老人いこいの家の委託料なんですけど、この４月から新た

に契約を結ぶということ、吹田の会社ですよね、結ぶということなんですけど、どういう

ふうに運営されていくとか、これまでと違ってどうやっていくんかという、場所がどうの

こうのというのがあるんですけど、実質中身についてこうなっていきますとか、そういう

ことについて何かお伝えいただけることって、ありますか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 今までの健康福祉センターが行っていた行事等は、引き続き新しい指定管理者の下でも

事業運営されていくことになります。新たに４月には、新しい教室を開設いたします。新

しい脳活体操教室を月１回予定しております。この辺はまた広報紙で、４月広報で皆様に

お知らせする予定でございます。 

 以上です。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今のところ、脳活という活動が増えるぐらいで、特段今その何か考えて、またプラスア

ルファというのは聞いてないということでいいですか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 今のところ、４月からこれをするということで聞いております。また、順次広報なり、

皆さんにお知らせしていきたいと思っております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 



94 

 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。次なんですけど、８０ページの障がい者のこれまで忠岡町の袋

詰めとか、忠岡町のああいうグッズ製作とかで助成とか出してると思うんですけど、障が

い者雇用についてなんですけど、一昨日、うちの同じ会派の松井議員と一緒に町内の就Ｂ

の作業所に行ってきまして、その就Ｂの作業所さんからは、やっぱり横のつながりですよ

ね。徐々に就Ｂの作業所が町内にも増えてきてるんですけど、横のつながりがないと。横

のつながりを通じて、忠岡町や、この町のいろんなことに貢献していきたいし、そういう

ようなつながりたいという意向があったんで、畑中課長にもお伝えはしたんですけど、今

後の見通しとして、僕は例えば障がいでしたら、大阪狭山市で僕が知ってるところやった

ら、特定随契を活用して、市内の公園とかの除草作業とかを担わせたりしてるんですよ。

忠岡町やったら、除草作業というたら、イコールシルバーの仕事ですけど、やっぱり年々

ちょっと、この前も、去年も夏場にほんまに死にそうなぐらいうなだれていたようなおっ

ちゃんが１人おったりとか、だんだんとやっぱり年齢的なものもあると思うんですけど、

そういったところも障がいの比較的若い方やったらクリアできるかなと思うんですけど、

そういった部分への視野というか、行政としての展開というのは考えていただけないでし

ょうか。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 ご質問の件なんですけど、私の担当のところは、就Ｂの支給決定とか、そういった担当

のところになってますので、その業務をどういったものを請け負うとかというところにな

ってくると、うちの例えば就労担当のところとか、そういったところになるのかなと思い

ますので、ちょっとその回答のほうは、こちらのほうでは控えさせていただきたいと思い

ます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 僕がこの今の回答について言いたいのは、縦割り、横割りでそういうふうな回答を僕ら

にさえしてたら、やはりそういうような質問が現場から上がってきても、もっとするわけ
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でしょう。ですよね。だって、このレベルでそこをしてたら、絶対にやってくるわけじゃ

ないですか。 

 僕はやっぱり昔役所にも勤めてたから分かるんですよ。そういうことができるだけない

ように、相談に応じてほしいなと思うんですけど、それはできないものですかね。そうい

うニーズに応えるというか、ニーズに対応していく。耳を傾ける。要は、今の話が例えば

就Ｂの作業所の連合体から来て、「いや、うちの課は担当と違うから待ってくれ。でけへ

ん」とかいうような対応じゃなくて、多分そういう話は出てくると思うんですよ。うち

ら、いろいろ若い子もおるし、できるって。そんなん見通せるんで、そういうような対応

にはならないようにできないかということです。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 そうですね、ご意見を頂いた分には、関係各課のほうに、ちょっとお話とかさせていた

だくことはできるかなとは考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 また、その辺も細かいことが出てきたら伝えさせてもらいますし、ほかの課にももちろ

ん伝えさせてもらいます。 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、先ほど災害のところでほんまやったら質問すべきかなと思ったんですけ

ど、担当の方がやっぱり保育所なんで、前もちょっと一たん質問させてもらったことなん

ですけど、ピープルさんの園舎、園庭ですよね、あそこって初め契約するときに、避難

所、あそこは避難所指定になってますよね。ただ、あそこは門扉を開けてる時間が、要は

トータルの時間で考えたら半分以下じゃないですか。夜中含めたら、休みとか含めたら。

でも、あの辺はやっぱり高齢者が多い。夜間、特に災害が起こったときって、高齢者が逃

げられる距離って、言い方は悪いですけど、要支援１以上になってきたら知れてるわけじ

ゃないですか。というわけで、身近な避難場所になるというときに、前やったら、ちょっ
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とそれを投げかけてみますとかいう回答を頂いたと思うんですけど、その辺、活用してい

ただきたいというのが僕の意見なんですけど、その辺はいかがお考えでしょうか。 

教育部（二重幸生部長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二重部長。 

教育部（二重幸生部長） 

 防災担当のほうで、施設のほうと協定のほうを現在結ぶべく、やりとりをしておるとい

うところで聞いております。恐らく今年度中にはそこの協定をきっちりと結んで、お互い

にそういう意識で今後進めていくということになっておるというふうには伺っております

ので、よろしくお願いします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今年度中というのは、令和２年度、３年度。 

委員長（和田善臣議員） 

 二重部長。 

教育部（二重幸生部長） 

 ２年度中です。今月中ですね。 

委員（三宅良矢議員） 

 今月中ですね。ありがとうございます。ちょっとそこら辺だけ確認のため。ありがとう

ございます。 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 次なんですけど、産経新聞で一昨日に、高齢者の避難計画を策定、高齢者の個別避難計

画策定費用に１人当たり７，０００円補助してくれるという報道がありまして、今後５年

間という期間の予算づけなんですけど、多分それはケアマネさんとかに払うお金らしいん

ですよ。情報とかそういう動きのやりとりの中で。それについては、新聞ではハザードマ

ップで危険地域に住む、要は津波とかですよね、に住む人々の優先度が高いか否かで、こ

の制度の利用判断の分かれ目というのが出てくるとは書いてたんですけど、忠岡町でした

ら、ご存じのとおり、うちの実家も含めて浸水地域がたくさんありますし、高齢者がしか
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も多いと。単身がしかも増えてきてます。といった場合、こういったことが来年度からス

タートするということなんですけど、積極的に活用していくお考えはないでしょうかとい

うことなんですが、いかがお考えでしょうか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 すみません、ちょっと情報不足で、そういう話を今聞いたところでございます。で、ち

ょっとその制度の中身ですね、熟知させてもらいまして、活用できるものであれば活用し

ていきたいと思っております。 

委員（三宅良矢議員） 

 分かりました。はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、また後々お話しさせてもらいますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 まず、７６ページから７７ページにかけてですけども、自殺対策強化事業というのが載

ってます。予算的には今年度と同じ予算をやってるんですけども、忠岡町の自殺対策っ

て、今どのような形になってますか。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 自殺対策事業につきましては、令和２年度につきましては、自殺対策ということで、チ

ラシのほうを作らせていただきまして、今年度についてはちょっとトイレのほうに、取っ

ていただきやすいかなということで、ハート形のチラシを置かせていただきました。また

来年度以降もそういった形で啓発と、あと自殺対策ということで、予算も取らせていただ

いてますとおり、講師を呼んで何かお話しできればなということで考えております。 

委員（二家本英生議員） 
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 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 これは２年前ですかね、対策の計画として職員向けのゲートキーパーの養成研修を行っ

てたみたいなんですけども、今後、忠岡町内においても行う予定というのはございますで

しょうか。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 今年度、実はこのゲートキーパー養成研修を職員向けにするという予定であったんです

が、コロナウイルスの影響により、ちょっと皆、職員が寄るということができなかったの

で、養成ができなかったということで、また、来年度以降ですね、また養成研修できるよ

う検討してまいりたいと思います。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 今年に関しては、先ほどからも申し上げているとおり、コロナが１つのキーワードにな

って、虐待とかＤＶとかもいろいろ、私の耳にはそれほどまだ届いてはないんですけど

も、報道とかではいろいろされてますので、こういった活動というのはやっぱり今年度に

関しては、今年度から来年度にかけては強化していかないといけないと思いますので、そ

の辺は今後どのように考えているか、お答えいただけますか。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 そうですね、来年度以降は何かの形でこういった講演会等をさせていただくようにした

いと思います。よろしくお願いします。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 
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委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ８２ページのところの街かどデイハウスの運営事業補助金が出てます。それで、今まで

していただいていたところがもうお閉めになったというところで、募集中ということであ

りますけど、一応予算取りはされているんですが、どういった今状況になっていますでし

ょうか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 広報を通じて募集をしてるんですけど、今のところ応募がない状況でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 かなりたくさんの方が利用されていたかというふうに思います。介護予防という面で、

比較的元気な方が行っていらっしゃって、すごい楽しみにしておられたんですけど、そこ

に通っていらっしゃった方というのは、どこかに流れていったんですか。どないなってる

んでしょうか。そこら辺は把握できてませんか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 元気な方ですので、なかなかちょっとこちらも把握しづらい面がございます。引き続き

ですね、グラウンドゴルフ等の分につきましては個別に活動されてると聞いておりますの

で、そちらに流れているのかもわかりません。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 
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 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 あとですね、先ほど三宅委員も聞いてました憩いの家のところの委託金が上がってい

て、脳活体操ですか、どのような方を対象、恐らく高齢者で、介護保険も使っていらっし

ゃらないか、そうか、要支援１と２の方が使われるのか、どういった方が対象で、ちゃん

とした先生が教えていただけるんでしょうか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 対象者は特に制限を設けていませんので、福祉センターを利用できる方という形になっ

ております。まだ詳しい内容はちょっと聞いておりませんので、その脳活的な、多分何か

道具を使いながらなのか、そういうものをするものと思っております。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（河野隆子議員） 

 あと、続いてね、委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ８１ページの緊急通報体制の整備事業委託料ですけど、今、大阪ガスさんのほうに委託

をされているというように思います。費用も随分ね、昔に比べたら安くなっているんです

けど、どうなんでしょうかね、結構これは、お独り暮らしであったりとか、介護認定を受

けていらっしゃる方とか、制限はあるんですけど、緊急性に伴うような、そういったこと

はなかったでしょうか。何か報告は大阪ガスさんのほうできっちりと報告はあると思うん

ですけど、いかがでしょうか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 報告のほうは毎月上がっておりまして、ちょっと個別の事案は持ってないんですけど

も、当然その救急搬送したということも、その都度ファクスで連絡があり、協力員さんと

連絡が取れたとか、そういった情報につきましては大阪ガスさんのほうからその都度情報
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提供があるところでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 きっちりと毎月報告があって、非常に安価になったし、あと、対応もいいということ

で、これはこれで良かったと思います。 

 ちょっと終わります。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

議長（北村 孝議員） 

 委員長、ごめん。 

委員長（和田善臣議員） 

 議長。 

議長（北村 孝議員） 

 １点だけ、今、河野さんが言いはった緊急通報の、これで、ちょっと基本的にはＮＴＴ

でないとあかんのやな。というのは、今、固定電話を持っているのはＮＴＴだけやし、い

ろんな商品が出てますやん。ＫＤＤＩか。岸和田テレビなんかでもそうなんやけども、こ

れ、そしたらそういう方はこれをつけられへんということやな。この辺はもっといろいろ

商品開発されてると思うけど、ちょっと調査研究してもらわけにいかへんやろうかな。 

 というのは、固定電話、これから携帯だけでいてはる人もおる。そんな人はどない、極

端にそこまでいけへんけども、時代の流れでそういうこともあって、それなりに開発もし

ている。今現在、ＮＴＴの回線でないと、この緊急通報システムが受けられないというと

ころがどうなんかなということで、その辺ちょっと調査するかどないかしてほしいんやけ

ど。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 緊急通報装置につきましては、そのＮＴＴというのはですね、停電になったときにでも

通話ができるのがＮＴＴなんです。ほかのキャリアでいいますと、電源が必要になってく

るんです。電源が落ちてしまうと会話ができないという弱点があるんです。ですんで、ち

ょっとその辺は、ほかのキャリアでも、本人さんの承諾になるんかわかりませんけれど
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も、もし停電のときは使えませんよというのは認識しといてもらいたいところなんです。 

議長（北村 孝議員） 

 ちょっとこの間、相談があって窓口に行ったら、ＮＴＴ回線ですかと。ＮＴＴ回線じゃ

ないとつけられないですというのがあったんで。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 停電で通話ができないということだけで。 

議長（北村 孝議員） 

 ちょっとまた調査研究してください。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 はい、分かりました。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ７７ページなんですけども、委託料でコミュニティソーシャルワーカーの事業委託料と

いうことで、これも例年どおり予算づけしていただいてるんですけども、忠岡町の引き籠

もり対策について、現状をお伺いしたいと思います。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 引き籠もり対策なんですけども、対策については、窓口としては地域福祉課で、あとこ

のコミュニティソーシャルワーカーということでさせていただいてるんですけども、引き

籠もりについてはなかなか調査等も難しく、把握が難しい状況ではあります。実際、引き

籠もりの相談は幾つか、何件かは地域福祉課のほうで聞いておりまして、相談に応じてい

るケースはあるということでご報告させていただきます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 
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委員（二家本英生議員） 

 なかなか把握が難しいということなんですけども、地域にいらっしゃる民生委員さんと

か福祉委員さんとか、そういう方々から恐らく情報収集はされてるとは思うんですけど

も、それで情報が来た場合に関しては、当然窓口とかで相談も受けられると思うんですけ

ど、例えば難しいとは思うんですけども、そういった方々を対象にちょっと戸別訪問して

みたりというのは、忠岡町ではしたりはしないんでしょうか。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 そうですね、引き籠もりの方ですので、お会いするというのもなかなか壁が高いかなあ

というのは思っておりまして、人によればお会いもできるかもわかりませんが、そういっ

たいろいろな心の部分でいろんなことがあって、お家のほうでおられるということなの

で、できるなればお会いさせていただきますけども、なかなか戸別訪問、必要であればさ

せていただきますし、ちょっと難しいのかなというのもいろいろこちらでは検討している

ところではあります。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そういう当然引き籠もりというのは特殊な事情なんで、相手も相談が難しいとは思うん

ですけども、何とかして地域の自治会とかも協力しながら、忠岡町としては対策、難しい

ところではあるんですけども、何とか一歩進んでいっていただきたいと思いますので、ま

たいろんな検討をよろしくお願いいたします。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ないですか。 

委員（二家本英生議員） 

 続いていいですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 はい、二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 次に７８ページなんですけども、先ほどから質問があったところの福祉センターと老人

いこいの家の関係で、忠岡町の社協の補助金ですね、こちらが前年よりか６００万円、予
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算が減ってますけども、やはりこれは管理会社との兼ね合いで減ってるということでよろ

しいですか。 

委員長（和田善臣議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 １人、職員が定年になったのと、１人、退職というのがありましたので、賃金が減って

いるところでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうしましたら、別に管理会社がというのじゃなくて、まあ言うたら社協の状況がそう

いう形で、人的に少なくなったから予算が下がってるということですね。じゃあ、今、合

計２人退職されているということなんですけども、その人的補償というのは、何か社協の

ほうでされてるんですか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 その退職の１名につきましては再任用ですかね。引き続き４月以降も働いていただける

のは聞いております。ですので、実質１人の減という形になっております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 今年度は、多分社協というのはコロナの緊急小口助成金とかでいろいろ多忙なところが

あったと思うので、今後、町の福祉関係というので社協にかかる役割というのはかなり重

大なところにはなってくると思いますので、忠岡町、町のほうとしてもやはり地元の福祉

を守るということで、社協への、当然補助金もそうなんですけども、支援というか、して

いただきたいと思いますが、その点についてはどうでしょうか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 泉元課長。 
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高齢介護課（泉元喜則課長） 

 社会福祉協議会は、地域福祉の拠点でもありますので、その辺は町とも協働して業務に

当たっていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

委員長（和田善臣議員） 

 よろしいですか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 同じくその下のほうなんですけど、シルバー人材センターへの補助金が上がってますけ

ども、こちらのほうなんですけども、現在の加入者数ってどれぐらいあって、昨年とどれ

ぐらいの差があるか、教えていただきたいと思います。 

委員長（和田善臣議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 今のところ、その会員数はちょっと聞いてないんですけども、３１年度におきましては

３０年度に比べて会員数が若干減少している状況でございます。３１年度の実績では、年

度末会員が男女合わせて２０６名でございました。平成３０年度は２０８名ということに

なっております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 忠岡町のシルバー人材センターに委託している業務というのも結構いろいろ様々であり

ますので、あと、まだ家に入るまではいかない方、若い高齢者と言ったらいいんですか

ね、そういう方々が町のためにということでやっていただいているのは大いに助かるんで

すけども、先ほどの話もあったように、ちょっとしたことで仕事がやりたくないとかいう

のもあるので、今後やっぱり様々な業務、先ほど障がい者の方に草抜きとかというのもあ

ったんですけども、シルバーの方もさつき通りの樹木の剪定とか、雑草の除草とかもして

いただいてます。やはりそういった力を今後より一層、使える場面が限定されますけど

も、もっと使っていただきたいと思うんですけども、それに対しての補助金というのは、

忠岡町としては予算の増額とかって何か考えていらっしゃいますでしょうか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 
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 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 新たな予算の増額という分については今のところ考えてないんですけども、やはりその

会員さんの状況がですね、年々、年が１つずついきますので、新たな会員さんの募集とい

うんですかね、そういうような分につきましては力を入れていきたいと思っているところ

でございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ぜひともお願いします。 

 続いて、８１ページなんですけども、一番最初の説明でもあったんですけども、児童発

達支援事業費、こちらが昨年よりも２，６００万ほど減額になってるということで、で、

直接原課のほうに確認させてもらったら、前回まで予算を取り過ぎてたということで、今

の状況に見合った形で予算をこういう形で上げてるということをお伺いしました。やっぱ

りその中で、国からも上限管理ということで、特に放課後等デイサービスですね、こちら

が今までは１か月で３０日、３１日と使えたものが、今年度ぐらいからですね、よその市

町村では結構早めに２３日と、引く８日ですね、マイナス８日で日数上限されてるんです

けども、忠岡町は今まで良心的で、その人に応じて３０日とか３１日で、フルでもらって

たりしてたんですけども、今回、令和２年度開始から国に基づいてということで、できる

だけ状況とかも考えてはくれてるんですけども、日数が国の基準によるマイナス８日とい

うのを基準で案内してるとは聞いてます。 

 その中で、上限、今まで３０日使ってた方が、その減った分、日中一時支援というサー

ビスがあるんですけど、そっちのほうを利用してくださいという話ではあったんですけど

も、忠岡町の中で今、日中一時支援のサービスを行っている事業所ってどれぐらいあるも

のでしょうか。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 忠岡町内の事業所ではございません。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 
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委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ちょっと聞いた話だと、ピープルさんのほうが何か大人と子どもを交えて日中一時支

援、預かってるとは聞いたんですけども、ただ、ちょっと今のこの状況、コロナの状況も

あって、またそこの生活環境が大人と子どもが一緒になってるということで、なかなか預

かりにくいということをお伺いしてるんですけども、忠岡町のほうではどういうふうに伺

ってますか。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 そうですね、委員おっしゃるとおり、ピープルさんではお預かりいただけるということ

ですけども、ちょっと子どもさんのほうについては、やはり大人の施設なものですので、

子どもさんについてはなかなか、大人の方が多いというところで、子どもの方はちょっと

難しい部分もあるかなということではご意見を頂いてますけども。あと、指定は取ってい

ただいてるので、そこは個別の相談になるかなと思っています。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 日中一時支援を使うのに、例えば忠岡の事業所だけじゃなくて、近隣の日中一時の支援

所というのは使えるものなんでしょうか。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 忠岡町指定とする事業所さんであれば、ご利用いただくことができます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 
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委員（二家本英生議員） 

 そこなんですけど、なかなかこの近隣でも日中一時を使えるところが多分１１か所とは

伺ってるんです。で、やっぱりそこの今の現在の状況を考えた上では、なかなか新しい子

どもさんというのが預かりにくい状況ではあるので、その日数、減らされた分、保護者と

か親が結局家で見ないといけないという状況が生まれているのが多いんですね。で、やっ

ぱりそういった状況があるので、今まで忠岡町がちゃんと日数、３０日、３１日と見てく

れた分を、今回制度でということでマイナス８ということでやってたんですけども、その

周りの状況を見た段階で、日中一時がないなといったら、そういう障がい児を持った親と

いうのは結構困ったりはするので、その辺についてはもう一度見直していただきたいと思

うんですけども、その点についてはいかがでしょうか。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 畑中課長。 

地域福祉課（畑中孝昭課長） 

 国で決められてる原則の日数というものがありますので、そこについては一定、制度

上、そこで運用していきたいなと考えております。あと日数について、そこを検討してほ

しいということですけど、そちらのほうについては、ちょっと障がいに応じてうちも聞き

取り調査をさせていただいてますので、必要な方にはお出しさせてはいただいてる。こう

いった運用については、これからも続けていきたいと思っております。 

 あと、サービスについては、日中一時がなかなかないというところで、ちょっとほかの

制度、例えば移動支援であったり、そういったところで、そういったサービスを利用でき

ないかなというところで検討しているところはありますので、またその辺は保護者の方々

には、また相談いただいたときにはいろいろと丁寧にご説明させていただければと思って

おります。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうですね、日中一時にこだわらずに、いろんな制度を使って、子どもの療育も大事で

すけど、やっぱり保護者のケアとして、そういうサービスの案内をしていただいてくれた

らありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 
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委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ８６ページです。児童福祉のところで、会計年度任用職員の報酬が出ているんですが、

これは保育所のほうのパートの先生のことであるというふうに思うんですけど、朝晩だけ

の短時間と、あとフルタイムで働いていらっしゃる保育士さんもいらっしゃると思うんで

すけど、この内訳というのはどういうふうになっていますか。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 はい。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 フルタイムの保育士の方が８名、あと短時間の保育士の方が７名、看護師が１名、栄養

士１名、一般事務１名の、計１８名分になります。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。それで、一般職級が３０人と書いてあるんですけど、昨年、３１人であ

って、１人少ないんですけどね、延長保育等いろいろあると思うんですけど、これで保育

士さんというのは十分足りているんでしょうか。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 石栗課長。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 正職の職員数としては足りてはおるんですけども、職場が女性職員が多いということも

ございまして、おめでたい話なんですけども、出産というところがありまして、そのこと

で現時点で５名の方が育児休暇に入られております。その方々が全て来ていただければ一

応充足するというところでございます。その辺りで会計年度任用職員の保育士さんのとこ

ろでいろいろご協力を頂いているという状況でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 
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 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そしたら、育休を取っておられる正職の方の５名の分は、この任用職員のほうで補充さ

れているということですね。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 石栗課長。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 そのとおりでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 それで、退職者のね、今日お聞きした中で、保育士さんも１名やったかな、正職の保育

士さんが辞めるということで、そこら辺はきちっと正職員でまた募集されるということで

よろしいですか。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 石栗課長。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 そちらのほうにつきましては、また人事のほうにはお話をさせていただきたいと思って

おりますので、よろしくお願いします。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ぜひ正職でよろしくお願いしたいと思います。 

 それで、もう３月も終わりなんですけれども、待機児童というのは出ていませんか。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 
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 石栗課長。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 令和３年度の見込みなんですけども、待機児童につきましては現時点では発生しないと

見込んでおります。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 待機児童のカウントの仕方っていろいろありましてね、こちらの保育所に行きたいけ

ど、こっちの保育所が空いてませんよというてお断りされて、そこでやめると、それはま

た待機児童のカウントをされないと、いろいろあるようですけれども、東側の地域の方が

こっちの保育所がいっぱいで、西側のピープルさんのほうに行かなくてはいけないといっ

たこともあると思うんです。やっぱりそういったことでお断りされる保護者もいらっしゃ

ったんでしょうか。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 石栗課長。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 第１希望から第３希望を書いていただきますので、第１希望がもし駄目だった場合は、

第２希望というような形で、皆さんの希望されたところで今現状は入所というんですか

ね、というところが生きているという状況でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 今ね、待機児童いらっしゃいませんけれども、年度途中でどうしても待機児童が出てく

るんじゃないかなというふうに思います。そこがちょっと心配されるんでありますけれど

も、大体途中で、年初募集というのは今どうなんですかね、東と西、ピープルさんでもう

満員なんですか。特に０歳、１歳がいっぱいだと思うんですが、そこはどうなんでしょう

か。満員というか定数いっぱいということですけど、すみません。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 委員長。 
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委員長（和田善臣議員） 

 石栗課長。 

教育みらい課（石栗健史課長） 

 ０歳児につきましては、まだ多少ちょっと余裕がありますので、令和３年度途中で入所

というところもまだ可能であると考えておるんですけども、１歳児につきましては全ての

園で定員いっぱいになってますので、なかなか１歳児のほうの受入れというところは難し

いかなというふうに考えてございます。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そしたら、１歳児が定員いっぱいということで、途中で入りたいという方がいらっしゃ

ってもちょっと難しいというところですね。分かりました。 

 それで、あと子ども食堂のとこなんですけどね、いつも予算は、２店舗じゃないか、２

か所の予算を取っていただいてるんですけど、１か所がシビックで、もう１か所はどこら

辺を、場所ね、ある程度考えて予算を立てておられると思うんで、場所はどこら辺を考え

ていらっしゃるんですか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 新たに希望される団体がございましたら、できれば１か所、サンルームでやっていただ

いてますので、ボランティアの方にやっていただいてますので、下のどこかの地区でもし

ご希望がございましたら検討していきたいなというところでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 なかなかね、やっぱりボランティアさんがいらっしゃらなかったらできないということ

はお聞きしてるんですけど、場所の提供はもちろん役場のほうでせんと、なかなかボラン

ティアさんの自宅でするということは考えられないんでね、そこら辺はどういうようにお

考えになっていらっしゃいますか。 
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健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 ご希望する団体の方がございましたら、またその辺は町全体的に、いろいろ関係部局で

検討していきたいなというふうには思っております。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 考えるとすれば、もちろん線路から西側なんですけど、福祉センターであったりとか、

あと文化会館、調理室ありますけど、そういったところもいろいろ検討していただきたい

というように思うんです。そうですね、ボランティアも団体というと１つの固まりで何人

かでやろうかというふうにならないといけないのかな。でも、１人でもやりたいわという

方がいらっしゃるかもしれない。そういった人らがだんだん集まっていってできるのかな

というふうに思うんです。 

 それで、今、サンルームでやっていただいてるんですけど、結構西側からお手伝いに来

ていらっしゃる方もいらっしゃるんで、そこら辺は西側でやっていただいて、その方たち

を中心にやってもらってね、声かけ、広げていただくと。そういった手法もあるのかなと

いうふうに思うんです。まず、ボランティアもそうですけど、ここの場所を提供しますよ

ということで役場のほうからもね、やっぱり場所、まず場所が要るんじゃないかなという

ふうに思うんです。そこら辺はいかがでしょうか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 今現状、毎月第３水曜日に５０食という形でさせていただいておりますけども、今年は

ちょっとコロナの関係もございまして、５０食に満たないということもございますので、

今月、また明日、あさってですかね、久しぶりに宣言が明けましたのでされるという形で

聞いておりますので、ちょっと今後、コロナが落ち着いてきた段階でですね、どういう形

でまた需要があるのかというのを見きわめながら検討していけたらなというふうに思って

おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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委員（河野隆子議員） 

 ぜひよろしくお願いします。子どもたちもね、やっぱり西側でしていただいたら線路を

渡らなくていいので安全であるし、家から近かったら行きやすいというのもありますの

で、ぜひ検討をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 児童福祉費のほうになるんですけど、ちょっと予算がどれか分からないんですけども、

忠岡町で行ってるさくらんぼ教室のことについてお伺いしたいんですけど、さくらんぼ教

室、今回の議会の中でも話は、前回ですかね、あったと思うんですけど、１歳７か月から

８か月の健診を受けた後の方が何か不安を持ってるということであれば、そのさくらんぼ

教室に頂いて、子育ての相談とか、そういった相談に乗ってくれるということだったんで

すけども、ちょっと聞いた話だと、年齢制限というのが何かあるってちょっと聞いたんで

すけど、そういうふうな形ではやってますでしょうか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 さくらんぼ教室は保健センターのほうで行っている乳幼児の事後指導教室という形にな

りますので、衛生費のほうで。 

委員（二家本英生議員） 

 すみません、また後ほど聞きます。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ないですか。 

委員（河野隆子議員） 

 １点だけ、すみません。委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ９１ページの児童遊園の遊具の整備工事ですけど、どこを予定されてるんでしょうか。 
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健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 今現在、どこというところはございませんけども、かなり遊具が古い公園がございます

ので、年次的に、中長期的に予算がつけばというところがございますけども、順次予算の

範囲内で更新していけたらなというふうに考えているところでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。子どもたちがけがをしてはいけませんし、ある程度これは見回りもして

いただいて、チェックもしていただいてるというふうに考えてよろしいですか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 管理を建設課のほうでやっていただいたり、こちらの所管になっておりますので、定期

的に確認させていただきながら修繕もやっていってるところでございますので、どうぞご

理解よろしくお願いいたします。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。よろしくお願いします。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 すみません、これもどこに当てはまるか分からないですけど、９０ページの児童福祉費

の負担金というか、こちらのほうになるのかなと思うんですけども、線路より浜手の地区

のピープル、こども園なんですけども、最初に開園した当時に制服の問題とか多分あった

と思います。現在いてる子どもたち、児童に対しては、制服を買わなくてもいい。買わな

くてもいいというか、買いたい人は買ってくださいということで話はあったんですけど

も、ちょっと保護者の方から制服の話が出たときに、やっぱり６万円ぐらいかかるんです

かね。それだと高いということで話がありました。 
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 で、令和４年からですかね、何かその制服を買う話にはなってるんですけども、例えば

この制服を買うというのは、１号さんだけなのか、それとも全員なのかというのは分かり

ますか。 

教育部（二重幸生部長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二重部長。 

教育部（二重幸生部長） 

 ピープルの制服につきましては、当初導入の際に、園のほうから導入をしたいという話

がございましたが、我々としましては、公私連携ということで、公立で既に幼稚園、保育

所に通われてた子どもさんもいらっしゃるというところもございましたので、保護者さん

の負担が急激に増えないようにということで、一定導入については年次的に行っていただ

きたい。特に幼稚園、保育所に既に通われてる方については、新しい制服については特に

購入しなくてもよいというような形で始まったものでございます。 

 で、３年ですね、今、議員おっしゃられた４年度からですね、４年度に次に３歳になる

お子さんに関しては制服を買っていただくと。それが、次、５年度、６年度という形にな

って、最終６年度のときには全て３歳以上、３・４・５歳の子どもさんについては制服を

導入してるというような流れでやっていくというのを、当初の三者協議会のほうで確認を

したというふうに記憶しておりますので、その１号さんだけとかではなくて、基本的には

皆さんに購入していただくということになっております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 通ってたお子さん、忠岡保育所、特に忠岡保育所に通ってた０歳児のお子さんが卒園す

るまでは、順次的に、年次的に制服の購入はしないでいいと。それで、令和６年から完全

実施ということで、そういう話ですよね。そういった中で、例えば１号認定さんの場合で

したら、幼稚園のところに通わせたい。でも、制服が高いからピープルをちょっとどうし

ようか迷ってると。ただ、それを本当は東なのでピープル側に通わないといけないという

のを、制服が高くて公立のほうに通いたいといった場合に、そういった校区の移動という

のは今後検討していくんでしょうか。 

委員長（和田善臣議員） 

 二重部長。 

教育部（二重幸生部長） 
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 今の時点でも、幼稚園、保育所につきましては、その条例上の決まりというのはござい

ません。あくまでも小学校に関しては条例で線路で区切っておりますので、我々としては

次に小学校に上がる際に、子どもさんのその友達関係とか、そういった部分も含めて、そ

ういう促しというんですかね、というのはさせてはもらいますけど、下の地区やからピー

プルに行かなければいけないというようなことではないというふうには理解をしてますの

で。何かどうしても事情がある方に関しては、そこは当然保護者の方の事情等も含めて、

できる限り保護者の方の希望に沿えるようにはもちろんさせてもらいますが、ただ、今申

し上げた小学校に上がったときのことを考えたときに、保護者の方が最終どういうふうに

判断されるか。当然その近い、遠いというのもございますので、就学前に関しては毎日保

護者の方が送り迎えをしていただくというのが原則でございますので、その辺りも含めま

して、保護者の方にはそういうような説明はさせていただこうかなというふうに考えてお

りますので、よろしくご理解のほどお願いします。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 特に幼稚園、保育所に関しては校区を決めずに、その保護者の方の選択は一応できると

いう範囲だとは思うんですけど、もし仮に、特に浜手の地区の方が幼稚園に通わせたいと

なっても、例えば制服が高いとなったときに、制服を買うお金がないといったときに、小

学校でいったら就学援助ですかね、そういったものを就園援助という形で取ったりはされ

ないでしょうか、今後検討とかはしていかないでしょうか。 

教育部（二重幸生部長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二重部長。 

教育部（二重幸生部長） 

 確かに今後そういった部分に関して検討していかなければいけないのかなというふうに

は考えてますが、今の時点では何分財政的な部分もございますので、教育委員会サイドだ

けで決められる話でもございませんので、その辺りは今後、財政当局とも含めて検討はし

ていかなあかんのかなというふうに考えております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 はい。 
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委員（二家本英生議員） 

 今後、検討していかないといけないということをおっしゃられたので、だんだんそれが

３年後には制服導入という形なので、できるだけ早い形で、どういう形が一番いいのかと

いうのをちょっと検討していただきたいと思います。 

委員長（和田善臣議員） 

 よろしいですね。 

 ちょっとここで皆さんにお諮りいたします。 

 本日の会議時間なんですけれども、議事の都合により、あらかじめこれを延長してよろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（和田善臣議員） 

 もう１点、これは今日なんですが、議事の進行上、今日は衛生費まで進めたいと思いま

すが、これにご異議ないですか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（和田善臣議員） 

 ご異議ございませんので、衛生費まで審議を行いますので、ご協力よろしくお願いいた

します。 

 引き続いて、民生費で何かご質問ないでしょうか。 

委員（河野隆子議員） 

 最後、１点だけ、委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 どうぞ。 

委員（河野隆子議員） 

 ８２ページに福祉バスの自動車のリース料が出ています。これと、いろいろ保険料もあ

りますし、それから燃料費もあるし、人件費もあって、大体年間３００万ちょっとかなと

いうふうに思っているんです、合計ね。それで、これはずっと質問させていただいていま

すし、うちの議員団からも委員会ごとにこれを言うてます。まずは、土曜日の運行ね、も

ともとは土曜日動いてましたので、財政健全化と言うて、もう長いことやってますよね、

財政健全化も。なので、やっぱり土曜日の運行、この経費につきましては年間７０万ぐら

いとお聞きしていますので、ぜひ福祉バスの土曜日の運行と、それからやっぱり増便も考

えていただいて、かなり高齢化も進んでいますし、忠岡町の公共施設というたら、もうこ

の福祉バスしかございませんので、ぜひ検討をお願いしたいと思います。その点について

いかがですか、検討してくださいということで。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 
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委員長（和田善臣議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 福祉バスの運行につきましては、住民の方の利便性が増すように、担当課といたしまし

ては、いろんなことを検討、調査しているところでございます。また、その辺につきまし

ては財政当局とも話ししながら検討してまいりたいと考えております。よろしくお願いし

ます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 担当課のほうではね、したいという思いはあるというふうには感じておるんです。た

だ、財政課のほうでなかなかお金が都合がつかんということで進んでいないのかなという

ふうにも感じるんでありますけれども、やはり福祉の面でね、これはお金が要るといって

も、そんなに何千万要る金額ではないですわ。年間３００万ちょっとで、私らが提案して

いるのは、やっぱり反対回りね。増便で２台走らせということを言うています。それで経

費が２倍になるかというと、そうでもないと思いますので、経費の問題だけじゃなくて

ね、これはこれでそちらのほうで計算されたら出てくるんでしょうけど、やはり住民のた

めに、特に高齢者のためにね、利便性、利用しやすいという、そういった福祉バスにして

いかないといけないんじゃないかなというふうに思います。私ももうだんだん高齢になっ

てきますのでね、福祉バスもまた使うこともございますし、非常に、無料でやっていただ

いてるということで大変喜ばれています。免許を返された人も、今まで車に乗っていたの

で乗ったことなかったけど、ほんと助かるということをおっしゃっています。ただ、帰り

が、反対回りがございませんので、行きはいいんですけど、帰りが難しいということで、

そこら辺が不便だということでありますので、ぜひ土曜日の運行と、それから増便、反対

回りも必要ではないかというふうに思いますので、ぜひ担当課のほうも検討していただき

たいというふうに思います。よろしくお願いしたいんですけど、いかがですか。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 泉元課長。 

高齢介護課（泉元喜則課長） 

 いろいろ調査、研究してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

委員長（和田善臣議員） 
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 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 すみません、今回の一般質問でもさせていただいたので簡単で結構なんですけど、８４

ページなんですけど、子ども医療費扶助費ということで、予算的には昨年より４００万マ

イナスになってます。一般質問でも行ったので詳しくは言わないですけども、今後、忠岡

町として高校卒業まで拡充について検討していただけるかどうかだけお願いします。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 さきの議会の一般質問のほうでも答弁させていただいているところではございますけど

も、やはりちょっとあのとき、委員のほうから中学校の３年間と高校の３年間やったら、

高校生のほうが医療費少ないんじゃないかなということがございましたので、ちょっと近

隣でもう既にされているところ、何件かお聞きしたところ、やはりなかなか各団体で中学

校の３年間と高校の３年間で医療費を使っている部分というのはまちまちなところがござ

います。本町におきましても、やはり中学校３年間の年齢よりも高校３年間の年齢のほう

が５０人ぐらい人口も多いという部分がございますので、長期にわたり財源が必要という

ところもございますので、近隣の動向を注視しながら、近隣におきましても高石以南の団

体でしたら、今現在でしたら１８歳の到達の年度末というのが田尻町と岬町の２団体で、

本町と同じ中学校卒業までが１０団体と、これがちょっと来年度３年度より、議会の議決

が頂けましたら２団体、委員おっしゃるように和泉市と貝塚市が予定しておりますので、

４団体と、中学校卒業までが８団体という形になりますので、近隣の動向を注視しなが

ら、財政当局とも協議しながら、今後、検討していけたらなというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 また引き続き、実際どこの市町で、他府県におきましても同じ制度のほうがいいという

部分につきましては当然のことですので、また国のほうへ、大阪府町村会を通じて粘り強

く国のほうで制度をつくっていただくという形で要望していきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

委員長（和田善臣議員） 

 はい。 
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委員（二家本英生議員） 

 その点についてはよろしくお願いいたします。で、早速調査もしていただいたんで、あ

りがたいと思います。 

 すみません、最後に１点だけですけど、またちょっとこども園のことなんですけども、

ちょっとこれも聞いた話なんですけども、下のピープルのほうで障がい児ですかね、障が

い児のほうが入園したいということでピープルさんのほうに話を持っていったんですけど

も、ピープルさんのほうで何か療育する子を預かったことがないからということで、完全

に断られたわけでないんですけども、ちょっとやんわり拒否されたみたいな感じのことの

話をお伺いしました。 

 その方が、今度はそこに入れないからといって、東の公立のほうの保育所ですかね、幼

稚園ですかね、そちらのほうに入れないですかと伺ったんですけども、そのときは何か校

区が違うからどうなんやろうとちょっと言われたらしいんですね。それも完全に断ったわ

けじゃなくて、言ったら校区が違うからということで対応されたということで、保護者に

してみたら、そういった態度で、じゃあこの子どもをどこに連れていけばいいんやろうと

いうことで、そういったときに忠岡町ではデイケアいずみ、貝塚ですかね、三ケ山学園の

ほうで受入れもしてるということだったんですけども、デイケアいずみの状況を確認しま

したら、今、こういうコロナの状況でもありますので、そういった支援が必要な子が訓練

をしないといけないということで、今、三ケ山のほうでは、訓練を、公共機関とか自分の

車を使って行ける方じゃないと、やっぱり基本的には預かるのは厳しいと、何か言われた

そうです。 

 そうなってくると、そういった療育の必要な子が、結局どこにも行けることなく、ない

状態になってしまいますので、忠岡町として療育、発達が未発達の子を預かる際の預かり

方というか、その対応の仕方というのは、今後どのような形でしていかれますでしょう

か。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 その発達障がい等ですね、三ケ山学園等に通う必要がある子については、一応こちらか

らはバスのほうを対応しておりますので、ご自身で行っていただくということは今のとこ

ろないのかなとは思っております。 

 あと、ほかの保育所なり幼稚園のことにつきましては、ちょっと教育のほうにお願いし

たいと思います。 

委員長（和田善臣議員） 
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 二重部長。 

教育部（二重幸生部長） 

 我々としましては、今おっしゃられているようなことが実際あったのかどうかというの

は、ちょっと我々のとこまで上がってきてませんので、事実のほうを確認させていただい

た上で対処はしますが、本来であれば、そういったことに関してはあってはいけないこと

であるというふうに認識しておりますので、ご理解のほうをお願いしたいと思います。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 一度調査していただいて、私はその保護者から直接聞いたんで、一たん調べていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（な  し） 

委員長（和田善臣議員） 

 ないようですので、民生費の質疑を終結いたします。 

 ここで暫時休憩させていただきます。５時ジャストから再開いたします。 

（「午後４時４９分」休憩） 

 

委員長（和田善臣議員） 

 それでは、会議を再開いたします。 

（「午後５時００分」再開） 

 

委員長（和田善臣議員） 

 次に、９１ページから１０１ページまでの第４款 「衛生費」につきまして、担当課の

説明を求めます。 

（各担当課：説明） 

委員長（和田善臣議員） 

 説明は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 まず、９７ページなんですけども、環境衛生費の使用料及び賃借料ですけども、毎年言

ってるんですけど、駐車場の借上料ですけども、昨年より比べて予算が１７万ほど増えて

るんですけども、これはどういった場所になりますでしょうか。 
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住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 忠岡斎場の駐車場でございます。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 １か所だけですか。 

住民課（春日正人課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 すみません、前の予算委員会の中で３か所ぐらいあるって伺ってるんですけども。 

住民課（春日正人課長） 

 申し訳ありません。２か所でございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 浜霊園の駐車場と忠岡斎場の駐車場ということで、よろしいですよね。 

委員長（和田善臣議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 その２か所の合計がその金額ということなんですけども、忠岡斎場のほうは結構皆さん

ご利用されてて、私も家が近いので結構見ますけども、浜霊園のほうの駐車場ですけど、

ほとんど車がとまってない状態で、一番お彼岸の時期とかでも、もともとついてる駐車場

で結構事足りてるところがありますけど、ここの部分に関しては返却とかというのは考え
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てないでしょうか。 

住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 そうですね。おっしゃるとおり、我々も調査してる次第でございまして、お彼岸時期、

お盆の時期等はまずまず有効利用されてるような感じはございますが、令和３年度も調査

を重ねていきながら、次年度以降の契約についても検討させていただきたいというふうに

考えております。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。今年度もいろいろ見ていただいて、今後の運営の方向について考えてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（前川和也議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ９９ページの第１目、清掃総務費の１２節、委託料なんですけども、この粗大ごみの電

話のオペレーションですね。これは直営に次年度から切り替えるということで、これは町

長からも思いがあったのかなというふうに思うんですけども、この意図というのをちょっ

と町長、教えていただけますか。 

委員長（和田善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原健士町長） 

 ごみの問題ですね。要はどうも忠岡町のごみだけが減らないというんですか、全体的に

減らないという根底に戻った場合、また、今後迎える泉北環境等々の広域化に向けてのと

きに、ある程度のこの忠岡町としての整理というのはまだまだやらなくてはならないとこ

ろが多いと思うんですよ。 

 その中の、まずは１丁目１番地、それが効果が出る出ないは別問題といたしまして、忠

岡町でしっかりと直営で粗大ごみの収集の、粗大ごみの受付センターを、やっぱり民間に
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するんじゃなしに私どもでやりながら、また原課にも言ってるんですけど、ちゃんと録音

も取りながらですね、それプラス、今ちょっとまだ話題に触れてませんけれども、しっか

りと、クリーンセンターのほうのところにも監視カメラを付けると、この取りあえず２点

で、どうにか減量作戦のほうの一助になればと思ってますんで、ひとつよろしくお願いし

たいと思います。 

委員長（和田善臣議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 町長がおっしゃったこの整理というのは、どっちがやったほうがいいのか、事業仕分け

みたいな、何かそういうふうなニュアンスやというふうにお聞きしてるんですけども、今

までのほうがよかったのか、そうか直営に回したほうがよかったのかというのはこれから

分かることですよね。 

委員長（和田善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原健士町長） 

 そう思います。これは直感と言ったら言い過ぎかも分かりませんけど、やはり４００、

去年は４５０万ぐらいかかったんかな。だから、この４５０万円ぐらいの部分で民間さん

にやっているやつを、しっかりと直営、我々原課のほうでやるということに対して、締ま

ってくると思うんですね。 

 というのは、どない考えても近隣、ごみは減ってます。忠岡町は減りません。この辺を

先にチェック体制を強化することによって周知徹底できるものだと思っているわけなんで

すけど。 

委員長（和田善臣議員） 

 前川委員。 

委員（前川和也議員） 

 ということは、可能性の話として、今までは大分よそからのごみが流れてきていたのか

なということで間違いないですかね。 

町長（杉原健士町長） 

 と予測しますね。 

委員長（和田善臣議員） 

 よろしいですか。 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 
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 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 今回、カメラも付けていただくということで、予算、入っています。工事請負のとこで

ね。カメラに関しては、もう大分前から私たちも付いてるものやと思ってて、それで大分

してから担当に聞いたら、付いてないということで、びっくりしたこともありました。な

ので監視カメラをぜひ付けていただいて、その他市からの持ち込みがないかなというとこ

ろで、やはりそういったところもチェックしていただくというところで、非常にそれは、

遅かったけれどもよかったというふうに思います。 

 それで、その電話の申込みも直営にしていただいたということで、これ、いつも入札で

４年間やったと思うんですけど、ちょうど４年、ちょうど令和２年で４年になるんですか

ね。そこら辺はどうなんでしょうか。違うんかな。すみません、私の勘違いですか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 粗大ごみの申込みは毎年１年更新でございます。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 すみません。直営にしていただくということで、ありがたいというふうに思います。 

 それで、人がですね、職員が５人から４人になっていると思うんですけど、今からお仕

事も増えてくるかなというふうに思うんです。広域に向けていろいろと向こうに行くこと

もありますでしょうし、交渉に向けてのお話もあるというふうに思うんですが、この点は

人数、１人減りましたけれども、大丈夫でしょうか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 確かに職員の数というのは減ってきてるんですけど、それは全体的であって、私どもの

生活環境課だけではないです。そういう意味でも汗をかきながら仕事に邁進したいと思っ

ております。 
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 以上です。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 やはりきっちりと人員をつけていただくところはつけていただいて、仕事ができるよう

にしていただかないと、やはりいろんなところで職員さんもしわ寄せが来たりして、それ

が住民の方にもしわ寄せが来るということがあってはならないので、職員の配置について

はきっちりとつけていただくということは町長にお願いしたいというふうに思います。 

 それで、９７ページの斎場の３号火葬炉耐火物等改修工事が入っております。今、１号

機と２号機が動いてるんですかね。３号機についてはまたこれは工事をしないといけない

ですかね。耐火れんがかなんかの関係で、すみません。 

住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 今、実際に稼動しておりますのは２号炉と３号炉というふうになります。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 すみません、２号炉と３号炉ということで、そうしましたら今動いているこの３号炉の

ところは改修工事が必要であるということですね。 

住民課（春日正人課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そうしましたら、改修工事をしている間は２号機しか動いてないという状態になるわけ

なんですけど、さっき説明でいろいろとね、火葬量が増えているとか説明があったんです
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けど、その辺は１基だけの稼動で大丈夫なんですか。大体工事は何日ぐらいかかるんでし

ょうか。 

住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 業者に確認しましたところ約４日ぐらいということになっております。その間やはり２

号炉の１号、１つの炉だけで運営するということにはなります。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。住民さんに迷惑のかからないように、そこら辺は柔軟に、いろいろ時間

をずらしてやっていかれるんでしょうけど、そこはよろしくお願いしたいと思います。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 すみません、ちょっと先ほど間違えて質問させていただいた件なんですけど、保健セン

ターで行っているさくらんぼ教室の件なんですけど、先ほどの質問と同じになってしまう

んですけど、１歳７か月、８か月の健診終了後に、子育てに悩みを持っている方につい

て、そういったさくらんぼ教室を開いていただいて、子育てに対する悩みとか、そういう

のを答えていくという教室なんですけども、その中で年齢制限、定員数とかもあると思う

んですけども、その辺の数というのは規定か何かございますでしょうか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 １歳７、８か月児健診の事後指導教室なんですけども、こちらは１歳半健診、１歳７、

８か月健診で、ちょっとこちらから気になるお子さんを対象にお声がけさせていただいて

やっている事業でございます。保育所なり幼稚園に入園されるまでに、対象に行っている

事業ということでございますので、幼稚園に行かれるか保育所に所属されるかという段階
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までの教室になっているところでございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 じゃあ、そういう観点であれば、３歳になって幼稚園なり保育所に入れる年齢、年齢決

めをされて、そういった意味ではされてるんでしょうか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 保育所はゼロ歳児からお預かりされていますし、幼稚園も３歳児からというところがご

ざいますので、どちらかに所属されるまでの間という形ですので、例えば４歳でもまだど

ちらにも所属されてないという方でしたら就園までという形を取っておりますので、該当

する方、対象になるお声かけさせていただく方がいらっしゃいましたら４歳でもというと

ころではございます。 

委員（二家本英生議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 すみません。例えば入園が決まった、例えば保育所とか幼稚園とか決まったときに、当

然そこの現場の保育所なり幼稚園なりがその子に対して対応してくれると思うんですけど

も、それとは併用で、さくらんぼ教室に通うということはできないでしょうか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 今おっしゃってはるのは、幼稚園、保育所というのは大体午前中から、保育所に限って

は午後からもという形のことがあると思うんですけども、そちらのほうに所属されるとい

う形になりますと、議員おっしゃる形であれば、そちらを休んでこちらに来られるという

ところでございますか。そこは、ちょっとすみません、僕は今、そういう形の方が今まで

あったのかどうかというのは把握はしておりませんけども、基本的には幼稚園か保育所に

所属されるまでの間の教室という形にはなっておりますので。また、ちょっと確認はして
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おきますけども。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 恐らくやってると思うんですけども、さくらんぼ教室である程度のそういった児童の情

報が入るとは思うんで、例えば次に所属する園に関して情報共有といったことというの

も、当然そちらのほうでやっていただけるということで、よろしいですか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 この事業につきましては、保育士、心理の判定の職員、町の保健師も関わって行ってい

る事業ですので、また保育士、幼稚園に所属になったときにも、例えば心理判定が必要な

方につきましては巡回相談という形で、そちらで心理判定も行ったりもしておりますし、

当然引き継ぐというような形では、各保育園と幼稚園、こども園ですかにはいろんな面で

保健師のほうからお伝えするというところはあるかと思います。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 分かりました。引き続きそういった支援を行っていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ９６ページの不妊治療の件なんですけど、不妊治療のことではなく、最近報道であった

んですけど、令和３年度から不育治療の拡充がされるという報道があったんです。１回５

万円を上限に、２分の１は国が負担してくれるということで、基本は保険診療と併用した

先進医療の検査の一環として助成されるそうなんですけど、これは予算には最近ぽんと出
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たんで、僕も現場としてはどの段階で知ったか知らないんですけど、今後、年度途中の補

正なり何なりで導入されていくような予定ってないでしょうか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 不育治療につきましても、子育てを今後考えられているお子さん、ご家庭の支援という

部分でございます。ちょっと本町におきましても昨年、今年度、３年度、ちょっと予算要

求したところではございますけども、なかなか予算がつかなかったというところがござい

ます。近隣団体におきましても、高石以南につきましては大体半分ぐらいがもう実施して

いるところでございます。助成額につきましては例えば５万円限度とかいう形で行ってい

る団体が数団体出てきているところではございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 つまり、しないということですね、今年は。令和３年度はしないということ。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 令和３年度は行う予定はございません。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ちなみに、この情報というのはどの段階でご存じやったんですか。不育治療に国費が入

って、一定支援してもらえるって。把握についてはどの段階でした。今、しないという答

えがあったと思うんですけど、検討もなしで、しないということは、事前にある程度情報

を知って、こういうような予算の折衝があった上で決定したということとみなしたらいい

んですかなということなんで。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 不育治療につきましては、当初、予算要求する段階でも上げさせていただいているとこ
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ろでございます。令和２年度予算のときにもちょっと予算は要求したところでございま

す。 

委員（三宅良矢議員） 

 じゃなくて。委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今回の新設の件に関してです。単体で、町独自で全部やっていこうじゃなくて、今回新

設の件に関して僕は質問してるんで。それをベースに答えていただきたいんです。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 ちょっとすみません、その国からの分というのは今、僕は存じ上げてないところなん

で、またちょっと確認をしておきます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 多分そんなに何百件も来るわけないと思うんですよ。子どもの生まれる数って、年間で

いうと忠岡は１００件あるなし、いってもないぐらいと思うんで、それの１割、２割ぐら

いが高齢等を理由に受けることになるかなと思ったら、年間でいうたら予算というのは数

十万、５０万もいったらええほうかなと思うんです。何回も繰り返して検査するものでは

ないと思うんで、できたら年度途中の補正でも組んでいただいて進めていただけたらいい

かなと思うんですけど、町長、すみません。何か今、首、うなずいていただいたんですけ

ど、ちょっとまた検討いただきたいということで、お願いできますか。 

町長（杉原健士町長） 

 原課のほうがまだちょっと分かってないというんやったら、１回検討しておきます。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。お願いします。 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ９７ページの、また浜霊園の、前から何度もお伝えしてるんですけど、要は隠れ負債と

僕は一貫して言ってますが、約３億５，０００万ですよね。返還が、要は借りに来まし

た、要は預けました、返しますというお金がイーブンなんで、トータルで言うと維持管理
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費に関してはもう全部持ち出しになっていって、回数、金額の累積がもう３億を超えてい

るということなんですけど、それに関して一般的な霊園管理でしたら、預かり金から返し

ていくお金の何割かは引いた上で返すということで、前から春日課長にもお伝えしている

んですけど、その辺の検討についてはいかがでしょうか。 

住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 それも、引き続き墓地管理委員会で、使用料の一部返還も見据えていきながら、今後も

慎重に検討を重ねてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員（三宅良矢議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 当面、実質的な先送りはしていくということですね。仕方なしに。 

住民課（春日正人課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 春日課長。 

住民課（春日正人課長） 

 墓地管理委員会のほうで慎重に検討していくということでご理解いただければと思いま

す。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 だから先送りですよね、実質的な。そこだけです、確認は。 

住民課（春日正人課長） 

 実際、今のところは先送りというふうな形では、先送りという形では思ってはないんで

すけども。 

委員（三宅良矢議員） 
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 お願いします。 

委員長（和田善臣議員） 

 町長。 

町長（杉原健士町長） 

 これね、三宅議員の言うの、よく分かるんです。それでも、お金はないわ、それでまた

これ、風評被害みたいなことになってね。例えばですよ、急にルールを決めて、何割カッ

トになりました、例えばですよ、３割カットになりましたとか言ったら、急に殺到された

ときにはえらいことになりますね。そやから粛々といろいろ考えていかなあかんし、潜り

ながらの中で。でないと大変なことになると思うんで。よく、これは原課にも言ってるん

やけど、吟味しながら、こう思うことと、こう思うことでえらいことになってくると思う

んでね。墓地管の方々にも大変これはご足労願っていろいろ考えてもらわなあかんけど、

例えばええ答えをもろて、半値返しでもかまへんわとか言うたぐらいなら、またえらいこ

とになってきて、殺到される。また文句を言われる。いろいろ抗議が出てきたりとかいう

ようなことになってもいかんし、慎重に慎重に慎重に考えていきたいと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 僕が言っているのは、取りあえず、今これから借りる方たちに対しての要は条項とし

て、１割、２割、一般的な霊園管理と同じようにやっていったらどうでしょうかと。そん

なん、返すならもう別にこれ、３億５，０００万を５年、１０年で何とかするとは誰も思

ってないと思うんで。ただ、今まで借りてた人に関しては、要はそのままのルールでええ

と思うんですけど、これから借りる方たちには新たなルールでお願いできたらいいかなと

思うんです。そこだけです。その１点だけなんで、またご検討くださいということで。引

き続きまたお伝えさしてもらいますので、よろしくお願いします。 

 あと少し、あと１点だけ。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、ごみ袋の件なんですけど、政策とかそういうわけではないんですけど、ご

みの分別の啓発についてなんですけど、大阪市内でも去年、２件ぐらいかな、串が回収員

の手に刺さってという事故がたまに起きるんですね。やっぱりこれは分別のマナーのレベ

ルの問題と思うんですけど、実際問題、うちも忠岡に住まわしてもらっていて、あまりそ

ういう分別表って、意識して見るかといったらそうでもないんですけど、例えばですけ
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ど、こういう事故が大阪市内、出していいのかどうか分からないですよ。ちょっと痛々し

い、こういう事故がありますんで、こういうことにはご協力くださいとか、ちょっとピン

ポイントで啓発とかというのはできないのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 前々からの課題なんですけど、我々、なかなか広報周知というのは下手くそなもので、

そこらにつきましてはホームページ並びに広報ですね、何かある都度に載せていきたいな

と。例えばカラスの問題であったりとか、定期的にはいろんな形では載せているんですけ

ど、なかなか紙面上の関係もありますんで、そこらは調整しながら周知してまいりたいと

考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 毎日、雨が降っても何があっても、台風、風の日でもやはり朝の午前中にはもう回収し

てくれる人たちって、やっぱりすごい偉いなって僕は思うんですよね。実際問題、その人

たちのなり手だって、結構安定してるから離職率が比較的低いとは聞くんですけど、それ

でもやっぱり人による。ほんまやったらめちゃ評価されて喜ばれる仕事やと思うんですけ

ど、やっぱりその人たちのまず安全ですよ。当たり前の安全を守ってもらえる観点で啓発

してほしいなって思うんです。お願いできますでしょうか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 先ほどと同じ答弁になりますが、周知のほう努めてまいりたいと考えておりますので、

どうぞご理解お願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 また意見をあれします。以上で結構です。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 



136 

 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 保健センター費のところなんですけれども、そろそろ５月ぐらいからワクチンが始まっ

てくるだろうというふうに思います。それで、９４ページにワクチン代等って載ってるん

ですけど、これはコロナワクチン代のお金ですね。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 この保健センター費のこの予算、今ご質問の予算につきましては、コロナの分は入って

おりません。今、コロナのワクチンにつきましては国からですので、ワクチンに対する支

出はないという形になります。こちらにはまだというか、入っておりませんので。 

委員（河野隆子議員） 

 これはどのワクチンですか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 いろいろ定期の予防接種、お子さんについて定期の予防接種というのをやっておりま

す。また、高齢者のインフルエンザとか、高齢者肺炎球菌ワクチンとか、例年ずっとやっ

てきている分のワクチン代を計上させていただいているところでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 それで、他市なんかも、ちょっとテレビでシミュレーションというか練習なんかしてい

るんですけど、本町として計画もされているのかしら。ちょっとそこら辺をお聞きしたい

んですけど、どうでしょうかね。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 
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 昨日も職員の中で、どういう形で部屋を使ってやっていくんかというのを、物がまだ備

品もそろってない中で、どういう形で物が要るのかという中での、ちょっとシミュレーシ

ョンをやったところでございます。また実際、それまでに備品がそろった段階で、どうい

う形で行っていけるのかというのは、職員間でちょっとやっていきたいなというところは

考えているところでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。なかなかね、日にちはどんどんずれていってるみたいですけど、シミュ

レーションというか練習は必要であるし、それは当然お分かりになっていらっしゃると思

いますので、そこら辺はよろしくお願いしたいのと。 

 あと健診ですね。健診に非常に力が入ってきているかなというふうに思うんですけど、

日曜健診が今、年間２回でしたか、非常にありがたいというお声もお聞きしますけど、や

っぱり日曜健診を、働いてる人、平日に来れない人のために増やしていただきたいという

ふうな声はあるんですけど、そこは増やしていただきたいというふうに思うんですけど、

いかがでしょう。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員おっしゃるように、回数を増やすことによって受診の機会が増えるというところは

ございます。ただ、春夏に１回と秋冬に１回やっておりますけども、ある程度埋まってい

る健診はございます。ただ、空いている健診もございますので、１回増やすことによって

かなり埋まらないというところもございますので、ここは毎年検証しながら、増やすか増

やさないかという部分につきましては検討しているところでございます。 

 今年も、コロナがありましたので、前半中止しておりましたけれども、夏ぐらいから始

めたところ、一番初め日曜健診からスタートしましたので、今年度の１回目の８月の日曜

健診はかなり定員を満たしておりましたけども、冬にやった健診につきましてはちょっと

空いている部分がございましたというところでございますので、今後この日曜健診につき

ましても、毎年どういう充足率かというのを見ながら、また今後判断していきたいなとい

うふうに考えているところでございます。 

委員（河野隆子議員） 
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 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 そうしましたら今後検討もしていただけるということで、よろしいですか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 そうですね。１年間、２回やっておりますので、その充足率、状況を確認しながら、ま

た検討していきたいなというふうに考えているところでございます。 

 また、府中クリニックのほうでは土曜日も全体的に、全ての健診をやっておりますの

で、またその辺もご説明していきたいなというところでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ありがとうございます。それで、１階の国民健康保険のところやったかな、がん検診

の、ここにあります未受診者受診勧奨事業郵便料ですけど、お電話もかけていただいてい

らっしゃった方、おられましたけど、今でもそれは続けていただいていますか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 保険課の特定健診につきましては、未受診者に対する電話の受診勧奨は行っているとこ

ろでございます。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 ありがとうございます。それで、健診の受診率というのを随分前に出していただいて、
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いや、この目標、達成できるんかなというふうに思っていたんですけど、今、目標がこう

であって、今実質これぐらいまで到達したというところは出ているんでしょうか。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 保健センターで行っているがん検診につきましては、例えばまち・ひと・しごとに挙げ

させていただいている健診の率というところまではなかなかいっておりません。ただ、近

隣の高石市以南の１２団体で見させていただきますと、女性に関するがん検診につきまし

ては結構、１２団体中でも受診率がいいような状況ではございますけれども、大腸、肺が

ん検診につきましては１２団体中、半分より後ろというところがございます。 

 で、今年度につきましてはコロナがありましたので、なかなか外へ出向いて、昨年でし

たら例えばライフの前に行かさせていただいて啓発させていただいたりとか、郵便局で啓

発させていただいたりというのができたんですけども、今年に限りましてはコロナの関係

でなかなかその辺の啓発に職員が出向いてというのができませんでしたので、役場の中

で、２階に特におられた方について、児童側のお客さんに対して、特に若いお母さん方に

対してがん検診を今後ずっと受けていただくような動機づけとなるような形のお声かけは

させていただいたところではございますけれども、なかなかその健診の受診率というのは

伸びていないというところが現状でございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 よろしいですか。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 いろいろ、健幸マイレージとかしていただいて、促進を図っていらっしゃるんですが、

目標値、出ますか。それ、今目標がこれであって、どれぐらいのパーセントで出ますか。

出なければ。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 
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 今、議員仰せられているのは特定健診の率でよろしいですかね。国民健康保険の。こち

らのほうは令和元年度ですね、実績としまして３３．７％、その前の３０年度が３３．

１％でした。ですので、２９年度で一たん下がったんですけれども、３０、３１とずっと

少しずつ率が伸びておる状況でございます。一応、大阪府内平均よりは超えておる状況で

ございます。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 分かりました。あと、特定健診もですけど、がん検診、今肺がんと、肺がんは無料でし

たよね。違いますか。あと、もう一つ何でしたかね。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 特定健診です。 

委員（河野隆子議員） 

 はい。 

委員長（和田善臣議員） 

 河野委員。 

委員（河野隆子議員） 

 特定健診と肺がんが無料にしていただいているということです。肺がんに、大腸がんと

いうのも今非常にがんの中でも多いというように聞いていますので、がん検診もやはり無

料にしていくということも検討していただきたいというふうに思います。それについては

どう思っていらっしゃいます。がん検診の無料化です。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 谷野課長。 

健康こども課（谷野彰俊課長） 

 今年度に限りましては、現状、２年度と同じような形で、肺がん検診の無料という形の

ことを取っております。今後、大腸がん検診が特に一番やっていきやすいところなのかな

という部分がございますので、検討していきたいなというところではございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 
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委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 ９９ページなんですけども、先ほど町長もおっしゃられたんですけど、ごみの減量化に

向けて、近隣は減ってるけど、忠岡だけなぜ減らないということで話がありましたけど、

それに向けて恐らく今後、対策されてると思うんですね。その中で去年、ごみ分別アプリ

保守業務というのが上がってたんですけども、それについてどういう形で行ってきたの

か、ちょっと経緯を教えていただきたいんですけど。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 そうですね。昨年度の当初予算の中では、ごみアプリの委託料というのは計上させてい

ただきました。実際進めていく中でコロナになり、業者等とも会えてない中で、忠岡町の

公式のＬＩＮＥのアプリが立ち上がりました。そこに便乗という形で、我々ごみのほうを

載せています。一度委員さんのほうでも見ていただければかなり分かりやすいようなホー

ムページのほうに作成していますんで、それを参考にしていただければなということで、

今回そのごみアプリのほうは予算を使っておりません。 

 以上です。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そういったアプリを新たに入れる等、そういった形で努力されていて、ごみ減量化に努

めていっていただけてるというのはありがたいことで、今後はＬＩＮＥとかでも、忠岡町

のＬＩＮＥでごみ関係というところがございますので、そういったことを周知していただ

いて、ごみの捨て方、減量についての徹底をしていただきたいと思います。 

 そういった話で、先ほどもあったんですけど、この１番の報酬のところですね。廃棄物

減量等推進審議会委員というのがございますけど、これは先ほどのごみの減量化に向けて

のことだと思うんですけども、どういった審議会になりますでしょうか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 
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 この廃棄物の減量推進委員報酬のところなんですけれども、町長のほうから先ほど廃棄

物の減量については頑張っていかなあかんというところで、監視カメラを付けたりという

ところもあります。実際、ちょっと回数等々は考えてはないんですけれど、委員のほうか

らいろいろな意見を頂きながら、実際忠岡、どういうことができるのかというのを諮問し

ていただくという審議会と考えております。 

 以上です。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そういった意味でもごみの減量に向けての啓発は行っていただいていますし、今回の第

３次補正予算のところで、ごみ袋を配布する際に、ごみの捨て方、またごみの減量に向け

てのチラシを配布しているというのがありましたので、それも併せてごみの減量に努めて

いっていただきたいと思います。 

 ちょっと一旦。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

会派代表者（和田善臣議員） 

 あった。遅刻やな。 

委員（二家本英生議員） 

 すみません、クリーンセンターなんですけども、今年、長期包括、４年間のうちの２年

目ということで、運転管理費と、あとは工事の各機器更新の工事が予算が上がっておりま

す。当初から、あれは昨年ですかね、昨年議会でも通ってたんですけど、私たちはちょっ

とそれに反対したところがありまして、やっぱり包括でやるといったら、何にお金を使っ

ているのかというのがはっきりしないというところが、１個の原因だと思います。 

 やっぱり安いものじゃないので、高い大きな機械とか、更新する際というのはやっぱり

きちんと入札をかけて、できるだけ安い価格に抑えて、物自体が何千万とか何億とかする

ものだと思いますので、そういったところで入札をかけて、できるだけ予算を抑えていく

という必要があったと思うんですね。今回、機器の工事ということで２億２，０００万上

がってますけど、今回で一応工事のほうは終了という形でよろしいですか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 藤原課長。 
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生活環境課（藤原直臣課長） 

 午前中の答弁でもそのように申し上げたんですけど、延命的による大きな工事というの

はこれで終わりかなと。あとは補修みたいな形で運転管理をできればなというふうに考え

ております。 

委員（二家本英生議員） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 そうです。今回、この工事をすることによってクリーンセンターの、それぞれの機械、

あるとは思うんですけども、本当はもう４年で広域に移っていくという話であったんです

けど、この更新工事をすることによって、これは多分前の議会でも話があったと思うんで

すけども、令和８年、９年ぐらいまでもつような工事ということで、実際にこの工事が、

見てもらったときに必要であったから今回載せたというのはあるんですけども、ただ本当

に令和６年で移るんであれば、やっぱりその時期に合わせた工事の計画というのがあった

と思うんですね。やっぱりそのつぶれたものを入札をかけて、その都度入札をかければそ

れほどの費用負担にもならないと思いますので、そういった点では今回の長期包括という

のはちょっとどうかなと思います。 

 やはり今後というか、あとは運転管理だけ残るとは思うんですけど、全部包括でやって

しまったので、ここから後からということはできないんですけど、本来であれば運転管理

費にしたって、当然人件費もかかりますし、それぞれの補修費とかもかかるんで、そうい

ったことを事細かに出した上で、これだけ金額かかりますよという、本来一番最初に提示

しないといけないところではあったと思うんですね。だから、そういった点ではちょっと

包括には私たちは反対したという経緯があります。そんな中、令和６年度、包括が終わっ

て４年後に向けて、今後の広域との、泉北環境ですかね、今のところ交渉してるのは、そ

ういった話の協議というのは一体どこまで今進んでますでしょうか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 町長が去年の１０月末就任されて、当然、前町長のところで終わっているところ、また

新たな課題というのが出てきまして、そこにつきましてはもちろんトップの指示の下、

我々も動かさせていただいております。積極的に泉北環境のほうにもお話のほうは進めて

おります。 
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 以上でございます。 

委員長（和田善臣議員） 

 二家本委員。 

委員（二家本英生議員） 

 今年度に関しましては、何につけてもコロナなんですけど、コロナでちょっと協議とか

もしにくかった場面もあるかと思うんですけども、令和６年を越えないような形でしっか

りと協議していっていただきたいと思いますので。また委託ですよね。まずは委託でごみ

収集、ごみの焼却、そういった感じでも話をしていっていただきたいと思いますので、そ

のときの実際かかる負担金とか予算等はあるとは思うんですけども、そういったものをき

っちり協議していってもらって、できるだけ安く、そういうごみが焼けるような形にして

いっていただきたいと思いますけども、その点についてはどうでしょうか。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員長。 

委員長（和田善臣議員） 

 藤原課長。 

生活環境課（藤原直臣課長） 

 委員仰せのとおり、我々も提示できる機会があれば議会のほうにも説明させていただこ

うと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長（和田善臣議員） 

 他に、ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

委員長（和田善臣議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 ここで皆さんにお諮りいたします。議事の都合により、本日の委員会はこれまでとし、

延会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（和田善臣議員） 

 異議なしと認め、延会することに決定いたしました。 

 なお、明日１０時より再開いたします。明日は第５款 労働費、第６款 農林水産業

費、第７款、商工費で、よろしくお願いいたします。 

 委員また理事者の皆さん、大変お疲れさまでした。本日はこれで延会いたします。あり

がとうございました。 

（「午後５時５０分」延会） 


